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９．健全な事業運営の持続のための取組について 

（１）水道広域化の促進 

現在、全国で約 1,430 箇所の上水道事業が運営されており、そのうち約 1,200 箇所

は現在給水人口が 10 万人未満の比較的小規模な水道事業となっている。これらの小

規模事業体では、将来にわたって安定した事業運営を継続していくための技術面、経

営面の運営基盤の確保がより困難な状況にある。 

運営基盤強化の一つの方策として、近隣の水道事業との統合（水平統合）や用水供

給事業との統合（垂直統合）が考えられるが、市町村統合に伴う事業の統合が一段落

した現在、水道事業の統合はあまり進んでいない。 

広域化（事業統合）の促進には各地域の関係者による研究会や協議会等における調

整・情報交換が重要である。新水道ビジョンに掲げる「発展的広域化」を推進するた

め、厚生労働省も技術的支援や情報提供、関係者の調整支援等により広域化の動きを

バックアップするとともに、以下の財政的支援や調査を実施している。 

 

ア．広域的水道整備計画及び都道府県水道ビジョン 

広域的水道整備計画及び都道府県水道ビジョンについては、今般発出した水道課長

通知により、策定又は改定する際の留意事項を示している。また、都道府県水道ビジ

ョンの策定又は改定にあたっての参考として、作成の手引きを併せてとりまとめた。

（３．（２）参照） 

 

①広域的水道整備計画 

平成 25 年 12 月現在、広域的水道整備計画は、36 道府県、68 地域で策定され（資

料９－１参照）ている。広域的水道整備計画は、各事業体が事業計画を策定する上で

の上位計画であり、水道事業の創設認可・変更認可や特定広域化施設整備費などの補

助金申請では、広域的水道整備計画との整合性が求められることから、特にこれらを

行う場合であって、計画との整合がとれない場合は、早急な計画の見直しをお願いし

ている。 

 

②都道府県水道ビジョン 

都道府県水道ビジョン（水道整備基本構想）においては、44 道府県 45 地域（うち、

都道府県水道ビジョンが策定されているものが、10 ビジョン）で策定されている（資

料９－２参照）が、目標年度に到達しているものについては、都道府県に対し見直し

の必要性の有無の確認をお願いしている。 

また、既存の水道整備基本構想においては、新水道ビジョンの策定を踏まえ、次回

見直し時期などに併せて「都道府県水道ビジョン」と位置づけられる内容としていた

だくことをお願いしている。 

 
イ．事業統合促進のための国庫補助制度 

平成 21 年度より、事業統合を行う場合の老朽管更新事業、重要給水施設配水管の

補助採択基準を緩和している。 

平成 22 年度より、新たに水道広域化促進事業費を創設した。これは、小規模水道

事業の統合を促進するため、インセンティブとして、統合の受け皿となる水道事業者

等の水道施設の整備に対しても補助を行うものである。 
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事業統合の促進を図るため、これらの補助メニューの活用を検討されたい。 

 

採択事業：（平成 22 年度 採択分) 

○宗像地区事務組合(垂直統合) 統合前 用水供給：宗像地区事務組合 
水道事業：宗像市、福津市 

統合後 水道事業：宗像地区事務組合 
○伊賀市（垂直統合）    統合前 用水供給：三重県伊賀水道用水供給事業 

水道事業：伊賀市 
統合後 水道事業：伊賀市 

採択事業：（平成 23 年度 採択分) 

○岩手中部広域水道企業団(垂直統合) 
統合前 用水供給：岩手中部広域水道企業団 

水道事業：北上市、花巻市、紫波町 
統合後 水道事業：岩手中部広域水道企業団 

○北九州市(水平統合)    統合前 水道事業：北九州市、水巻町 
統合後 水道事業：北九州市 
 

（２）官官・官民連携の推進 

水道事業経営における水道事業者相互間や水道事業者と民間業者間の連携に関し

ては、水道法による第三者委託制度や、地方自治法の一部改正による指定管理者制度、

ＰＦＩ法改正に伴う公共施設等運営権の導入等の各種制度整備が図られたことによ

り、各事業者は様々な官民連携の形態を採用できるようになり、これらを活用しなが

ら運営基盤の強化を図ることが期待されている。 

官官・官民等連携に関しては、都道府県、市町村、民間部門のそれぞれが有する長

所、ノウハウを有効に活用した連携方策を推進することにより、将来にわたり技術水

準の確保を図るとともに、これら連携の相乗効果により、サービス水準や需要者の満

足度を維持・向上していくことが重要である。 

厚生労働省では、水道事業者等がこれらの検討を行うにあたって参考となる情報や

考え方等について、これまで各種手引き等を作成し、水道事業者等に周知してきたと

ころである。特に、官民連携に関する各手引き（第三者委託実施の手引き改訂版、水

道事業におけるＰＦＩ導入検討の手引き、民間活用を含む水道事業の連携形態に係る

比較検討の手引き）については、平成 25 年度末を目処に集約・改訂を予定しており、

官民連携に関する検討の際にはご活用いただきたい。 

各水道事業者等においては、これらの手引き等も参考としつつ、官官・官民連携に

よる多様な運営形態についての検討をお願いしたい。 

 
ア．水道事業の第三者委託について 

平成 14 年 4 月に施行された水道法第 24 条の 3の規定による第三者委託は平成 25

年 4 月 1 日時点で、水道事業及び水道用水供給事業において 121 件、専用水道におい

て 1,271 件となっている。（資料９－３） 

第三者委託の届出については、業務を委託したとき又は委託が失効したときに遅滞

なく認可権者である厚生労働大臣又は都道府県知事等に届出を行うこととなってお

り、各水道事業等においては届出手続に遺漏なきようお願いする。また、各都道府県

には、その旨管下の事業者に周知いただくようお願いしている。 
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イ．水道事業におけるＰＦＩ導入について 

平成 11 年 9 月に施行された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律」（以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく公共事業の実施は、これまで

国や地方公共団体等が実施していた公共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間の

資金やノウハウを活用して行う手法である。ＰＦＩ法に基づく事業の実施は、設計・

建設から維持管理・運営について、選定された民間事業者に長期間にわたり委ねるも

のであり、また、契約に至るまでの手続きも多種・多様で複雑であることから、我が

国の水道事業において、これまでＰＦＩ事業が導入されたのは、比較的大規模な水道

事業者等が多い。（資料９－４） 

また、平成 23 年 6 月にＰＦＩ法改正法が公布され、ＰＦＩ対象施設の拡大や民間

事業者による提案制度の導入、公共施設等運営権の導入などが制度化されるとともに、

平成 25 年 6 月の改正に伴い株式会社民間資金等活用事業推進機構が設立（平成 25 年

10 月 7 日）された。内閣府においては、平成 25 年 6 月にＰＦＩに関する各ガイドラ

インの見直し及び「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライ

ン」を策定し、厚生労働省においてもこの内容を反映する形で、前述のとおり官民連

携に関する各手引きの集約・改訂を予定している。 

 
ウ．水道分野における官民連携推進協議会の開催について 

水道分野（水道事業及び工業用水道事業）を取り巻く環境が年々厳しさを増す中で、

これらの課題に対して、広域化の推進や官民連携など地域の実情に応じた形態により、

運営基盤を強化することが不可欠となっている。 

そのため、平成 22 年度より、厚生労働省と経済産業省が連携し、水道事業者等と

民間事業者とのマッチングの促進を目的とした「水道分野における官民連携推進協議

会」を全国各地※で実施し、多くの水道関係者に参加いただいた。 

これまで、水道事業者等と民間事業者との情報交換の場が少なかったことから、多

くの参加より協議会の内容について、参考になったとの声を聞いている。 

ついては、水道事業者においては、協議会の情報を水道課ホームページに掲載して

いるので、ご活用されたい。 

なお、平成 26 年度以降も各地の希望に応じて柔軟に開催する予定であるため、開

催希望がある場合は水道計画指導室に問い合わせいただきたい。 

※平成 22 年度：仙台市、さいたま市、名古屋市 

平成 23 年度：広島市、福岡市、さいたま市 

 平成 24 年度：札幌市、郡山市、仙台市、盛岡市、大阪市 

 平成 25 年度：札幌市、東京都、大津市、高松市 

    
（３）水道事業の運営基盤強化に関する調査 

厚生労働省は、水道事業の運営基盤強化のための方策について、各種の調査を実施

しており、その調査報告書、手引き等を水道課ホームページに掲載しているので、参

考とされたい。 

また、最近の運営基盤強化に関する報告書等は次のとおりである。 

①水道広域化検討の手引き（平成 20 年度） 

・本手引きは、水道広域化の具体的な検討方法、検討事例及び導入手順とフォローア
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ップ等を示しているもので、地域水道ビジョンなどの各種計画を策定する際の案内

書。 

②水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き(平成 21 年度） 

・水道事業体におけるアセットマネジメントの実践について解説。アセットマネジメ

ントに基づく中長期の更新需要・財政収支見通しは、広域化の検討に重要なデータ

となる。 

③水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き（平成 23 年度） 

・本手引きは、水道事業者が利用者等に施設更新や耐震化の必要性を分かりやすく説

明するために、必要とする費用を定量的に算出できるモデルを示したもの。 

④水道事業における広域化事例及び広域化に向けた検討事例集（平成 25 年度予定） 

・平成元年以降の広域化事例及び広域化に向けた検討事例について調査し、事業統合

に至るまでの検討経緯、事業統合を進める中で生じた課題とその解決策、事業統合

の成功要因、事業統合後のメリットとデメリットなどについてアンケート調査を行

ない、事例集としてとりまとめたもの。 

⑤水道事業における官民連携に関する手引き（平成 25 年度予定） 

・これまでに策定した官民連携関係の手引き（「民間活用を含む水道事業の連携形態

に係る比較検討の手引き」、「第三者委託実施の手引き」、「水道事業におけるＰ

ＦＩ導入検討の手引き」）を集約したうえで、コンセッション方式等に関する記述

を追加。 
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（資料９－１）広域的水道整備計画の策定及び改定状況について 

 

平成２５年１２月３１日現在 

都道府県名 計画名称 策定年度 目標年度 改定履歴 

  北海道 石狩東部地域広域的水道整備計画 

石狩西部地域        〃 

空知北部地域        〃 

  Ｈ１６ 

  Ｈ１３ 

  Ｈ１７ 

  Ｈ４２ 

  Ｈ４７ 

  Ｈ４２ 

H6→H16 

H3→H13 

S53→S58→H7→H17 

十 勝 地 域      〃 Ｓ５６ Ｈ１２  

  青 森 津軽圏域中央部広域的水道整備計画   Ｈ２０   Ｈ３５ S54→H5→H20 

八 戸 圏 域     〃  Ｓ６０  Ｈ１７  

上 十 三 地 区   〃  Ｓ５６  Ｈ９ 廃止(H22) 

  岩 手 中部圏域広域的水道整備計画   Ｈ２４   Ｈ４０ S58→H24 

胆江圏域        〃   Ｈ２２   Ｈ４０ H1→H22 

  宮 城 南部水道広域圏広域的水道整備計画 

石 巻 地 方        〃 
  Ｓ５１ 

  Ｓ５４ 
  Ｈ７ 

  Ｈ１２ 
 

  山 形 置賜地域広域的水道整備計画 

村  山        〃 

最上地域        〃 

庄内地域        〃 

  Ｓ６２ 

  Ｓ５１ 

  Ｓ５５ 

  Ｓ６０ 

  Ｈ１７ 

  Ｈ７ 

  Ｈ１７ 

  Ｈ１７ 

S53→S62 

 

 

S55→S60 

  福 島 会 津 地 域広域的水道整備計画 

県北ブロック      〃 

  Ｓ５６ 

  Ｓ６０ 

  Ｈ１２ 

  Ｈ１２ 

 

 

県南ブロック      〃   Ｈ８   Ｈ３３ S62→H8 

浜通り地域      〃   Ｈ４   Ｈ１７  

  茨 城 県中央地域広域的水道整備計画 

鹿 行 地 域      〃 

県 南 地 域      〃 

県 西 地 域      〃 

  Ｓ５９ 

  Ｈ３ 

  Ｓ５３ 

  Ｓ５４ 

  Ｈ１２ 

  Ｈ２２ 

  Ｈ１２ 

  Ｈ１２ 

 

  栃 木 県央地域広域的水道整備計画   Ｓ５８   Ｈ１２  

  群 馬 県央地域広域的水道整備計画 

東部地域        〃 
  Ｓ５２ 

  Ｓ６０ 
  Ｈ７ 

  Ｈ１２ 
 

  埼 玉 埼央広域水道圏広域的水道整備計画 

秩父広域水道圏    〃 

  Ｈ１５ 

 Ｈ２２ 

  Ｈ２７ 

 Ｈ４２ 

H2→H15 

  千 葉 西部圏域広域的水道整備計画 

東部圏域        〃 

南部圏域        〃 

  Ｓ５５ 

  Ｓ５８ 

  Ｈ２ 

  Ｈ７ 

  Ｈ１２ 

  Ｈ２２ 

 

  神奈川 東部地域広域的水道整備計画   Ｈ１２   Ｈ２７ S55→H12 

  新 潟 新潟地域広域的水道整備計画 

魚沼地域        〃 

上越地域        〃 

  Ｓ５３ 

  Ｓ５４ 

  Ｓ５３ 

  Ｈ１７ 

  Ｈ１７ 

  Ｈ１７ 

 

  石 川 加賀能登南部地域広域的水道整備計画   Ｈ１２   Ｈ２７ S55→S62→H12 

  福 井 南越地域広域的水道整備計画   Ｓ５７   Ｈ１７  

  山 梨 中央地域広域的水道整備計画 

狭北地域        〃 

東部地域        〃 

  Ｈ４ 

  Ｓ５５ 

  Ｈ６ 

  Ｈ１７ 

  Ｈ１２ 

  Ｈ１８ 

 

 

H5→H6 

  長 野 上伊那圏域広域的水道整備計画   Ｓ５５   Ｈ１２  
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平成２５年１２月３１日現在 

都道府県名 計画名称 策定年度 目標年度 改定履歴 

  岐 阜 岐阜東部広域的水道整備計画   Ｈ１７   Ｈ３９ S62→H6→H17 

  静 岡 大井川地域広域的水道整備計画   Ｈ６   Ｈ２５ S53→H6 

遠 州 地 域      〃   Ｈ５   Ｈ２０ S54→H5 

  愛 知 愛知地域広域的水道整備計画   Ｈ１８   Ｈ２７ S55→H1→H11→H17

→H18 

  三 重 北部広域圏広域的水道整備計画 

西部広域圏      〃 

南部広域圏      〃 

  Ｈ１９ 

  Ｈ９ 

  Ｈ２２ 

  Ｈ３０ 

  Ｈ３０ 

  Ｈ３２ 

S62→H4→H9→H19 

 

S52→S58→S63→H22 

  滋 賀 湖南水道広域圏に係る広域的水道整備計画   Ｈ２２   Ｈ２７ S52→H7→H22 

  京 都 京都南部地域広域的水道整備計画   Ｓ６０   Ｈ１２  

  大 阪 大阪府広域的水道整備計画   Ｈ２２   Ｈ２７ S55→H2→H12→H18 

→H22 

  兵 庫 南部地域広域的水道整備計画 

（瀬戸内東南部地域と淡路地域を統合） 
  Ｈ１１ 

  

  Ｈ２７ 

  

S54   →H11 

H1 

  奈 良 奈良県北部地域広域的水道整備計画   Ｈ１２   Ｈ４１ S58→H12 

  島 根 東部地域広域的水道整備計画   Ｈ４   Ｈ２５  

中部地域        〃   Ｓ５４   Ｈ１２  

  岡 山 岡山県広域的水道整備計画   Ｈ１７   Ｈ２７ S60→H3→H14→H16 

→H17 

  広 島 広島圏域広域的水道整備計画 

備後圏域        〃 

  Ｓ５６ 

  Ｈ３ 

  Ｈ７ 

  Ｈ２２ 

S52→S56 

S57→H3 

  山 口 東部圏域広域的水道整備計画(柳井・大島ブロック)   Ｓ６０   Ｈ２２  

〃      （光ブロック） 

山口・小郡地域広域的水道整備計画 

 Ｈ２ 

  Ｓ５３ 

 Ｈ２２ 

  Ｈ７ 

廃止(H22) 

廃止(H22) 

  香 川 香川県広域的水道整備計画   Ｈ１０   Ｈ２２ S55→H10 

  愛 媛 宇和島市外１市８町広域的水道整備計画   Ｓ５４   Ｈ１２ S53→S54 

松山市外２市５町        〃   Ｈ５   Ｈ２２ 廃止(H21) 

福 岡 福岡地域広域的水道整備計画 

筑後地域        〃 

Ｈ１８ 

Ｈ１４ 

Ｈ３２ 

Ｈ３２ 

S55→H9→H18 

S57→H14 

田川地域        〃 

京築地域        〃 

  Ｈ２ 

  Ｈ２ 

  Ｈ１７ 

  Ｈ１７ 

 

  佐 賀 広域的水道整備計画(佐賀東部水道広域圏)   Ｓ５１   Ｈ７  

佐賀西部地域広域的水道整備計画   Ｈ１４   Ｈ２８ S60→H14 

  長 崎 長崎県南部広域的水道整備計画   Ｈ１１   Ｈ２７  

  熊 本 環不知火海圏域広域的水道整備計画   Ｈ９   Ｈ２５  
（３６道府県、６８地域で策定 ※廃止された計画は含まない） 

      ：目標年度に到達又は超過した計画 （２３道府県、４３地域） 

 
【最近策定された広域的水道整備計画】 

「中部圏域広域的水道整備計画」（岩手県）（平成 24 年度策定） 

  岩手中部広域水道企業団と構成市町（花巻市、北上市、紫波町）の事業統合（平成 26 年 4 月

予定）を踏まえ、水道事業の健全化を図り、水道水の安定供給を確保するために策定。運営基盤

の強化、防災対策や応急対策を充実し、持続可能な水道事業を目指す。 
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「胆江圏域広域的水道整備計画」（岩手県）（平成 22 年度策定） 

  岩手県内陸南部の胆江広域水道圏（奥州市、金ケ崎町）における市町村合併、将来の水源とし

て予定されている胆沢ダム建設工事の工期延長やそれに伴う水道施設整備の繰延べ、人口減少な

どの水道事業を取り巻く環境の変化に対応するとともに、平成 21 年度に策定された「岩手県水

道整備基本構想」を踏まえて改定。 

 

「秩父広域水道圏広域的水道整備計画」（埼玉県）（平成 22年度策定） 

  「埼玉県水道整備基本構想」で県内を２つに区分している圏域の１つである秩父広域水道圏（秩

父市等１市４町）において、圏域内の水道事業者が連携し、より安定した経営基盤の確保のため

合理的な水利用と施設の効率的な運用を可能とする広域的な水道整備を行うために策定。平成

33 年度以降の計画区域内水道１本化後における秩父広域水道企業団（仮称）の施設整備計画の

概要や施設整備事業費の概算を示す。 

 

「南部広域圏広域的水道整備計画」（三重県）（平成 22年度策定） 

  三重県内の３広域圏の内の南部広域圏（伊勢市等６市 10 町）において適正かつ合理的な水利

用を図るとともに水道事業体の経営基盤強化により、将来にわたり水道水の安全性と安定供給を

確保することを目標として策定。上水道事業・簡易水道事業の統合を中心に、水道用水供給事業

から受水する水道事業は合理的・効率的な水道施設の整備を目指す。 

 

「湖南水道広域圏に係る広域的水道整備計画」（滋賀県）（平成 22年度策定） 

  湖南水道広域圏（近江八幡市等８市２町）における水道を広域的に整備し、適正かつ合理的な

水道水の利用を図り、将来にわたり県民が等しく安全で安定した給水を得られるための施設整備

と管理体制の確立を図るために策定。南部上水道供給事業と東南部上水道供給事業を統合すると

ともに、市町村水道事業者は経営基盤の弱い簡易水道等について上水道への統合による経営の一

元化を図る。 

 

「大阪府広域的水道整備計画」（大阪府）（平成 22年度策定） 

  大阪市を除く府内全域（32 市９町１村）を計画区域とし、「安定した給水体制の確立」「安全

で良質な水道水の供給」「適正かつ健全な経営の維持」「府民に開かれた水道」「地球環境にやさ

しい水道」を５つの目標として策定。既存の市町村水道は、水需要に応じた施設整備を行うとと

もに、18地区の簡易水道のうち 16地区を上水道に統合もしくは廃止を計画。 

 

【最近廃止された広域的水道整備計画】 

「上十三地区広域的水道整備計画」（青森県）（平成 22年度廃止） 

  小川原湖ダムを水源とした広域的な水道事業の整備計画として策定されたが、小川原湖開発の

中止によるダム建設計画廃止を踏まえ、関係市町村で構成された協議会において整備計画の見直

しを行い、廃止。 

 

「東部圏域広域的水道整備計画（光ブロック）」（山口県）（平成 22 年度廃止） 

  県営中山川ダムを水源に、企業団による光地域の広域的な水道用水供給事業の実施を計画して

いたが、企業団を構成する３市が水利権を分割し、各市が独自に水道施設整備等を行うこととな

ったため廃止。計画において予定されていた施設整備については、関係者連携による既存施設の

活用等を、第三者委託制度の活用を含め検討中。 

 

「山口・小郡地域広域的水道整備計画」（山口県）（平成 22年度廃止） 

  広域的水道整備計画の関係市町（１市３町）が平成 17 年に山口市一市に合併し、計画の整備

内容についても平成 18 年 3 月に完了しているため廃止。関係市町により構成されていた山口・

小郡地域広域水道企業団についても、平成 17 年 10 月に解散し、山口市水道局に編入された。 
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（資料９－２）都道府県水道ビジョン（水道整備基本構想） 

の策定及び改定状況について 

 

平成２５年１２月３１日現在 

都道府県名 構想名称 策定年度 目標年度 改定履歴 

北海道 
水道整備基本構想（北海道水道ビジョン

～地域編～） ★ 
  Ｈ２４   Ｈ４２ S53→S61→H22→H24 

青 森 青森県水道整備基本構想   Ｈ１３   Ｈ３５ S53→S54→S56→H13 

岩 手 岩手県水道整備基本構想 ★   Ｈ２１   Ｈ４０ S57→S63→H13→H21 

宮 城 
南部水道広域圏 

北部水道広域圏（石巻ブロック） 

  Ｓ５１ 

  Ｓ５５ 

  Ｈ７ 

  Ｈ１２ 
 

秋 田 秋田県水道整備基本構想 ★  Ｈ２０  Ｈ３２ H4→H20 

山 形 水道整備基本構想   Ｓ５３ Ｈ１７  

福 島 福島県水道整備基本構想2005 ★   Ｈ１７   Ｈ３１ S52→S56→H5→H17 

茨 城 茨城県水道整備基本構想21   Ｈ１３   Ｈ３２  

栃 木 栃木県水道整備基本構想   Ｓ５８   Ｈ１２  

群 馬 群馬県水道整備基本構想   Ｓ５２   Ｈ７  

埼 玉 埼玉県水道整備基本構想 ★   Ｈ２２   Ｈ４２ S51→S61→H15→H22 

千 葉 広域的整備基本構想  Ｓ５２  Ｈ１７  

神奈川 神奈川県水道整備基本構想  Ｈ１２  Ｈ２７ S55→H12 

新 潟 新潟県水道整備基本構想  Ｓ５２  Ｈ１７  

富 山 富山県水道整備基本構想  Ｓ５７  Ｈ１２  

石 川 石川県水道整備基本構想  Ｈ１２  Ｈ２７ S54→S62→H12 

福 井 福井県水道整備基本構想  Ｓ５５  Ｈ１７  

山 梨 山梨県水道整備基本構想  Ｓ５４  Ｈ１２  

長 野 長野県水道整備基本構想  Ｓ５４  －  

岐 阜 岐阜県水道整備基本構想  Ｈ１８  Ｈ３９ S55→H4→H18 

静 岡 静岡県水道整備基本構想  Ｓ５２  Ｈ７  

愛 知 愛知県水道整備基本構想  Ｈ１８  Ｈ３２ S55→H1→H11→H18 

三 重 三重県水道整備基本構想  Ｈ４ Ｈ２２ S52→S59→H4 

滋 賀 滋賀県水道整備基本構想  Ｈ７  Ｈ２７ S51→H7 

京 都 京都府水道整備基本構想  Ｓ５５  Ｈ１２  

大 阪 大阪府水道整備基本構想 ★  Ｈ２３  Ｈ４２ S54→H2→H23 

兵 庫 兵庫県水道整備基本構想   Ｈ１１   Ｈ２７ S53→H11 

奈 良 県域水道ビジョン ★  Ｈ２３  － S58→H12→H23 

和歌山 和歌山県水道整備基本構想  Ｓ６０  Ｈ１７  

鳥 取 鳥取県水道整備基本構想   Ｈ２   Ｈ２２  

島 根 島根県水道整備基本構想  Ｈ１  Ｈ２２ S54→H1 

岡 山 岡山県水道整備基本構想  Ｈ１４  Ｈ３７ S60→H7→H14 

広 島 広島県水道整備基本構想（第２次）★  Ｈ２２  Ｈ３２ S52→H13→H22 

山 口 山口県水道整備基本構想  Ｓ６０  Ｈ１７  

徳 島 徳島県水道整備基本構想  Ｈ１３  Ｈ２７ H2→H13 

香 川 香川県水道整備基本構想  Ｈ１０  Ｈ２８ S55→H10 

愛 媛 愛媛県水道整備基本構想  Ｈ５  Ｈ２２ S53→H5 

高 知 高知県水道整備基本構想  Ｓ６１  Ｈ１７  
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平成２５年１２月３１日現在 

都道府県名 構想名称 策定年度 目標年度 改定履歴 

福 岡 福岡県水道整備基本構想  Ｈ２  Ｈ２０ S53→H2 

佐 賀 
広域的水道整備計画 (佐賀東部水道広

域圏） 
 Ｓ５１  Ｈ７  

長 崎 ながさき２１水ビジョン ★  Ｈ２３  Ｈ３７ S59→H7→H23 

熊 本 熊本県水道整備基本構想  Ｈ９  Ｈ２５ S56→H9 

宮 崎 宮崎県水道整備基本構想  Ｓ５６  Ｈ１２  

沖 縄 沖縄県水道整備基本構想 ★  Ｈ２４  Ｈ４２ S59→H3→H24 

                                                                    (44 道府県 45 構想) 

    ：目標年度に到達又は超過した構想 (23 府県 24 構想) 

★：都道府県水道ビジョンとして位置づけられているもの（10構想） 

新水道ビジョンの策定を踏まえ、積極的な見直し・策定をお願いします。 

 

【都道府県水道ビジョンの概要】 

「水道整備基本構想（北海道水道ビジョン～地域編～）」（平成 25年 3月策定）  

平成 23 年 3 月に策定した「北海道水道ビジョン」の地域編として位置付け、道内を 6地域に区分

するほか、人口の減少や少子高齢化といった課題等に対応するため、水道事業者が計画的に事業に取

り組む為の数値目標や広域化の方向性を示す将来年次計画等を内容として改定。 

「岩手県水道整備基本構想 －いわて水道ビジョン－」（平成 22 年 3 月策定） 

 河川水系や市町村間の水需給のアンバランスの解消など広域的水利用の可能性を勘案し、県内を 3

圏域に区分。圏域毎の現状や水需要予測等を分析・評価し、「いわて県民計画」及び市町村が策定す

る地域水道ビジョン等と整合性を図りながら、今後の方策、水道整備の方向性を明らかにしたもの。 

「秋田県水道整備基本構想 －秋田県版地域水道ビジョン－」（平成 20年 9 月策定） 

 地理、地勢等の自然的条件から住民の生活圏として一体性があること、河川水系と行政の歴史的経

緯から一つの区域と判断し得ること等から、県内を 6圏域に区分。持続可能な水道を目指すべく、水

道に関わる県及び市町村行政の役割を明確にし、給水サービスの向上を一層進めるものとして位置づ

けている。 

「福島県水道整備基本構想２００５ －福島県地域水道ビジョン－」（平成 18年 3月策定） 

 地理、地勢等の自然的条件の一体性、社会的、経済的条件の一体性、技術的・財政的安定度、適切

な管理水準維持のため、人口 25 万人以上を目安とし、取水の安定化等を考慮して県内を 3 圏域（4

ブロック）に区分。地域の水道事業者の指針としての位置づけ。 

「埼玉県水道整備基本構想 －埼玉県水道ビジョン－」（平成 23 年 3 月改定） 

 地理的・社会的条件との一体性を考慮し、2圏域に区分しているが、埼央広域については、地域特

性や県計画、事業運営の規模、用水供給の状況を勘案し、11 ブロックに細分化し、ブロックごとの

広域化の方向性を示したもの。実現方策として、業務指標（ＰＩ）等の定量的な評価手法を活用する

など、分かりやすい内容となっている。 

 その後、県も参画した検討会を各ブロックに設置して、当面実施する具体的な方策について検討を

始めたところである。 

「大阪府水道整備基本構想 －おおさか水道ビジョン－」（平成 24年 3月改定） 

大阪府全域を一圏域と設定。水道を取り巻く課題を克服し、大阪の水道を持続・発展させていくた

め、府域水道の将来像と水道整備の方向性を示すもの。府域一水道に向けた更なる広域化の推進を目

指す。 
「県域水道ビジョン」（奈良県）（平成 23年 12 月策定） 

自然的条件や水道の施設形態などの特性から県域水道を 3 つのエリアに区分。安全で安心な水道水

を将来にわたって供給し続けるために、県内の水道の抱える問題や、今後顕在化する問題を把握し、

長期的な視点で県域水道の方向性や、実現するための方策を示すもの。 
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「広島県水道整備基本構想（第 2次） －広島県水道ビジョン－」（平成 23 年 3 月改定） 

 地域特性及び一体性、今後の生活行動圏の拡大傾向を考慮し、県内を 3圏域に区分。水道が将来に

わたり安全で安心な水を安定的に供給できるよう、県内における水道の目指すべき姿や実現方策を示

すもの。 

 なお、広島県においては公民連携（PPP）により県営水道事業の運営基盤の強化等を進めるととも

に、新たな収益源を確保するため、水 ing 株式会社との共同出資により平成 24 年 9 月に「株式会社

水みらい広島」を設立した。 

「ながさき 21 水ビジョン－良質な水を安定供給できる水道システムを次世代へ－」（平成 23 年 6

月策定） 

自然的条件、社会的、経済的条件を踏まえ、県北、県南及び離島の 3圏域に区分。生活用水の現状、

需給見通し、課題を点検するとともに、水道事業の目指すべき将来像や基本理念、それを実現するた

めの具体的な施策を示すもの。 

「沖縄県水道整備基本構想 ～おきなわ水道ビジョン～」（平成 24年 4月策定） 

県内を沖縄本島圏域、宮古圏域、八重山圏域の３圏域に区分。安定した水源確保の困難さに起因す

る水道サービスの地域間格差の顕在化、施設の老朽化、水道水質向上の要求、少子高齢化の進展など

の水道を取り巻く環境の変化に対応しつつ､水道が取り組むべき課題等を克服し、水道サービスの更

なる向上を推進するため、最新の現況に基づいた新たな方向性を示す。 

 
 

【水道広域化に関する最近の動き】 

八戸圏域水道企業団 
H20.1 に「北奥羽地区水道事業協議会」を設立。  

青森県県南と岩手県県北の広域連携を検討中。  

岩手中部広域水道企業団 

北上市、花巻市、紫波町との垂直統合。 

H23.5 に「岩手中部水道広域化推進協議会」を設立。  

H25.10 に統合に関する協定書を締結。  

H26.4 に事業統合予定。 

群馬県東部地域 

太田市、館林市、みどり市等３市５町の水平統合。  

H24.7 に「群馬東部水道広域研究会」を設立。  

H25.10 に統合に関する基本協定を締結。 

H28.4 の事業統合・企業団設立を目指す。 

秩父地域 

秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野・長瀞上下水道組合の水平統合。 

H23.11 に「秩父地域水道広域化委員会」を設置。 

H28.4 の事業統合を目指す。 

君津広域水道企業団 
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市との垂直統合を目指し、 

H23.10 に「君津地域水道事業統合研究会」を設立。 

香川県  県内一水道を目指し、H23.8 に「香川県水道広域化協議会」を設立。 
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第三者委託実施状況（大臣認可水道事業） H25.4.1現在　資料９－３　

種別 事業体名 開始 終了

1 厚生労働大臣 上水 仙台市水道事業
公益財団法人　仙台市水道サービ
ス公社

― H25.4.1 H26.3.31

2 厚生労働大臣 上水 大崎市水道事業 （株）明電舎　東北支店 清水浄水場等 H24.4.1 H28.3.31
3 厚生労働大臣 上水 天童市水道事業 天童市管工事業協同組合 ― H25.4.1 H26.3.31

4 厚生労働大臣 上水 酒田市水道事業
（株）ウォーターエージェンシー山形
営業所

小牧浄水場、新山受水場 H25.4.1 H30.3.31

5 厚生労働大臣 上水 会津若松市水道事業 株式会社会津若松アクアテクノ 全ての浄水場及び配水施設 H22.4.1 H26.3.31
6 厚生労働大臣 上水 つくば市水道事業 （株）東芝 葛城配水場 H25.4.1 H28.3.31

7 厚生労働大臣 上水 太田市水道事業 ㈱アドバンストビジネスサービス

渡良瀬浄水場
利根浄水場
新田受水場
藪塚受水場
牛沢受水場

H25.4.1 H26.3.31

8 厚生労働大臣 上水 館林市　館林市水道事業 ㈱明電舎 第一、二、三浄水場 H25.4.1 H29.3.31

9 厚生労働大臣 用水
九十九里地域水道用水供給事
業

月島テクノメンテサービス㈱
長柄浄水場
長柄取水場

H24.4.1 H27.3.31

10 厚生労働大臣 用供 北千葉広域水道用水供給事業 千葉県水道局
沼南給水場から北船橋給水場に至る受託者
との共有施設

H23.4.1 H26.3.31

11 厚生労働大臣 用供 印旛広域水道用水供給事業 千葉県水道局 北総浄水場、柏井浄水場 H25.4.1 H26.3.31
12 厚生労働大臣 上水 横須賀市水道事業 横浜市水道局 小雀浄水場 H14.7.18

13 厚生労働大臣 用供
神奈川県内広域水道用水供給
事業

神奈川県
寒川取水堰、寒川第３浄水場ほか（取水・導
水・浄水・送水施設）

H15.4.1

平成16年3月31日
ただし、いずれからも異
議の申出のない場合
は、更に１年間継続し、
以後も同様としており、
現在に至っている。

14 厚生労働大臣 用供
神奈川県内広域水道用水供給
事業

横浜市
寒川取水堰、小雀浄水場ほか（取水・導水・浄
水・送水施設）

H15.4.1

平成16年3月31日
ただし、いずれからも異
議の申出のない場合
は、更に１年間継続し、
以後も同様としており、
現在に至っている。

15 厚生労働大臣 上水 越前市水道事業
東芝・中央電機水道施設運転管理
業務共同企業体

村国浄水場ほか H24.12.25 H28.3.31

16 厚生労働大臣 上水 高山市水道事業 株式会社　高山管設備グループ 上野浄水場他 H18.4.1 H31.3.31

17 厚生労働大臣 上水 津市水道事業
冨二設計コンサルティング㈱三重
事務所

三雲浄水場 H23.7.1 H25.6.30

18 厚生労働大臣 上水 志摩市水道事業 東海メンテナンス㈱ 磯部浄水場 H24.4.1 H27.3.31

19 厚生労働大臣 上水 淡路広域水道事業 （株）ウォーターエージェンシー
すべての水道施設（但し、給水装置及び管路
における破裂修繕等の維持管理業務を除く）

H25.4.1 H26.3.31

20 厚生労働大臣 用供 兵庫県水道用水供給事業 加古川市 中西条浄水場 H25.4.1 H26.3.31

21 厚生労働大臣 用供
岡山県広域水道企業団
用水供給事業

津山市　水道事業管理者
津山第１浄水場
津山第２浄水場

H16.4.1
※双方から申し出がな
い限り１年間延長

22 厚生労働大臣 上水 呉市水道事業 広島県公営企業局 戸坂取水場 H17.4.1 H26.3.31

23 厚生労働大臣 用供 広島県水道用水供給事業 広島市 高陽取水場 H17.4.1
H18.3.31
(1年ごとの自動更新)

24 厚生労働大臣 用供 広島県水道用水供給事業 呉市 宮原浄水場 H17.4.1
H18.3.31
(1年ごとの自動更新)

25 厚生労働大臣 用供
広島西部地域水道用水供給事
業

㈱水みらい広島 白ヶ瀬浄水場，三ツ石浄水場 H25.4.1 H30.3.31

26 厚生労働大臣 用水 沼田川水道用水供給事業 三原市 宮浦浄水場 H17.4.1
H18.3.31
(1年ごとの自動更新)

27 厚生労働大臣 用水 沼田川水道用水供給事業 尾道市 坊士浄水場 H17.4.1
H18.3.31
(1年ごとの自動更新)

28 厚生労働大臣 上水 宇和島市水道事業 (株)東芝 四国支社 柿原浄水場 他 H25.1.4 H30.3.31
29 厚生労働大臣 上水 四国中央市水道事業 水ing株式会社 中田井浄水場 H23.2.1 H28.3.31
30 厚生労働大臣 用供 南予用水供給事業 ㈱東芝 宇和島浄水場 H25.4.1 H30.3.31

31 厚生労働大臣 上水 大牟田市水道事業
有明ウォーターマネジメント株式会
社

ありあけ浄水場 H24.4.1 H39.3.31

32 厚生労働大臣 上水 糸島市水道事業 福岡市水道局 瑞梅寺浄水場 H17.2.7
瑞梅寺ダムの利水使用
許可の存続する期間

33 厚生労働大臣 用供
福岡地区水道企業団水道用水
供給事業

協和機電工業（株）福岡支店 海水淡水化センター H25.4.1 H26.3.31

34 厚生労働大臣 用供
田川地区水道企業団水道用水
供給事業

水道機工株式会社福岡支店 企業団浄水場 H24.4.1 H27.3.31

35 厚生労働大臣 上水 荒尾市水道事業 （株）有明ウォーターマネジメント ありあけ浄水場 H21.6.6 H39.3.31
36 厚生労働大臣 上水 薩摩川内市水道事業 月島テクノメンテサービス株式会社 丸山浄水場 H25.4.1 H28.3.31

受託施設
契約期間

監督権者
水道事業者等の名称

受託者
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第三者委託実施状況（都道府県知事認可水道事業） H25.4.1現在

種別 事業体名 開始 終了
1 北海道知事 上水 夕張市水道事業 ゆうばり麗水(株) 取水施設、導水施設、浄水施設、送配水施設 H24.4.1 H44.3.31
2 北海道知事 上水 稚内市水道事業 (株)稚内振興公社 取水施設、浄水施設、送配水施設 H24.4.1 H29.3.31
3 北海道知事 簡水 八雲町大新簡易水道事業 八雲中央地区営農用水利用組合 取水施設、浄水施設、送配水施設 H25.4.1 H29.3.31
4 北海道知事 上水 中標津町水道事業 水ing(株)北海道支店 水源施設、浄水場、浄水場外配水池 H25.4.1 H26.3.31
5 北海道知事 簡水 中標津町簡易水道事業 水ing(株)北海道支店 水源施設、浄水場、浄水場外配水池 H25.4.1 H26.3.31
6 北海道知事 上水 石狩市水道事業 (株)ジャパンウォーター 取水施設、浄水施設、送配水施設 H25.4.1 H28.3.31
7 岩手県知事 上水 二戸市上水道事業 水道機工㈱ 二戸市浄水場外32施設 H22.4.1 H27.3.31

8 岩手県知事 上水 紫波町上水道事業 (株)明電舎

片寄水系取水施設・浄水施設、大明神水系取
水施設、小山沢水系取水施設、水分水系取
水施設・浄水施設、古館水系取水施設・浄水
施設、長岡水系取水施設・浄水施設、旧佐比
内水系取水施設・浄水施設、赤沢水系取水施
設・浄水施設・送水施設

H19.4.1 H31.3.31

9 岩手県知事 簡水 御返地地区簡易水道事業 水道機工㈱ 御返地浄水場外４施設 H22.4.1 H27.3.31
10 岩手県知事 簡水 白鳥・坂本地区簡易水道事業 水道機工㈱ 折爪浄水場外４施設 H22.4.1 H27.3.31
11 岩手県知事 簡水 川又地区簡易水道事業 水道機工㈱ 鏡田浄水場外２施設 H22.4.1 H27.3.31
12 岩手県知事 簡水 斗米地区簡易水道事業 水道機工㈱ 斗米浄水場外２施設 H22.4.1 H27.3.31
13 岩手県知事 簡水 船久保簡易水道事業 ㈱明電舎盛岡営業所 舟久保水系取水施設・浄水施設 H24.4.1 H31.3.31

14 宮城県知事 簡水 中里簡易水道事業 ㈱明電舎　東北支店 中里浄水場、中里配水池 H24.4.1 H28.3.31

15 宮城県知事 簡水 真山簡易水道事業 ㈱明電舎　東北支店 真山浄水場、真山配水池 H24.4.1 H28.3.31

16 宮城県知事 簡水 池月簡易水道事業 ㈱明電舎　東北支店
池月浄水場、池月配水池、
天王寺ﾎﾟﾝﾌﾟ場、天王寺配水池

H24.4.1 H28.3.31

17 秋田県知事 上水 鹿角市上水道事業 (株)県北環境保全センター すべての水道施設 H24.4.1 H25.3.31
18 秋田県知事 簡水 鹿角市簡易水道事業 (株)県北環境保全センター すべての水道施設 H24.4.1 H25.3.31
19 山形県知事 上水 河北町上水道事業 東根市上水道事業 給水管の一部 H23.3.1 H27.3.31

20 福島県知事 上水 三春町上水道事業
（株）ウォーターエージェンシー・郡
山営業所

三春浄水場他 H25.4.1 H30.3.31

21 福島県知事 簡水 三春町過足簡易水道事業
（株）ウォーターエージェンシー・郡
山営業所

過足簡易水道施設 H25.4.1 H30.3.31

22 千葉県知事 上水 長門川水道企業団水道事業 水ing(株) 前新田浄水場他 H25.4.1 H30.3.31
23 神奈川県知事 上水 南足柄市水道事業 東芝アクアパブリックテクノス（株） 取水・浄水場・配水池 H24.4.1 H29.3.31

24 福井県知事 簡水 越前市水間地区簡易水道
東芝･中央電機水道施設運転管理
業務共同企業体

取水施設及び配水施設 H24.12.25 H28.3.31

25 福井県知事 簡水 越前市服部地区簡易水道
東芝･中央電機水道施設運転管理
業務共同企業体

取水施設及び配水施設 H24.12.25 H28.3.31

26 福井県知事 簡水 越前市月尾地区簡易水道
東芝･中央電機水道施設運転管理
業務共同企業体

取水施設及び配水施設 H24.12.25 H28.3.31

27 山梨県知事 用供 峡東地域広域水道用水供給事業 （株）ジェイチーム 杣口浄水場　他 H23.4.1 H28.3.31
28 山梨県知事 上水 甲斐市竜王上水道事業 日本ヘルス工業（株）山梨オフィス 大原配水場　他 H21.4.1 H26.3.31
29 山梨県知事 上水 甲斐市双葉上水道事業 日本ヘルス工業（株）山梨オフィス 大原配水場　他 H21.4.1 H26.3.31
30 岐阜県知事 簡水 高山市簡易水道事業 株式会社　高山管設備グループ 宮浄水場他 H18.4.1 H31.3.31
31 静岡県知事 簡水 殖産住宅浮山 殖産浮山温泉㈱ 簡易水道施設 H22.4.22 自動更新
32 静岡県知事 簡水 富士急日本ランド別荘地 ㈱富士急リゾートアメニティ 簡易水道施設 S54.4.1 自動更新
33 静岡県知事 簡水 三井熱川分譲地 ㈱伊豆急ハウジング 簡易水道施設 H23.4.1 自動更新
34 静岡県知事 上水 伊豆急行㈱ ㈱伊豆急コミュニティー 上水道施設 H24.4.1 自動更新
35 静岡県知事 簡水 エンゼルリゾート伊豆稲取 ㈱伊豆急ハウジング 簡易水道施設 H21.2.1 自動更新
36 静岡県知事 上水 ㈱ICP 伊豆総合産業㈱ 上水道施設 H24.3.2 事業廃止まで
37 広島県知事 上水 大竹市水道事業 ㈱ジェイ・チーム 防鹿浄水場系統の各施設及び三石配水池 H22.4.1 H27.3.31

38 広島県知事 上水 三次市水道事業 ㈱ジャパンウォーター
寺戸浄水場及び
向江田浄水場
関連施設

H21.4.1 H26.3.31

39 広島県知事 簡水 三次市君田町藤兼簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
40 広島県知事 簡水 三次市君田町君田簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
41 広島県知事 簡水 三次市布野町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
42 広島県知事 簡水 三次市作木町大津簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
43 広島県知事 簡水 三次市吉舎町吉舎地区簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
44 広島県知事 簡水 三次市吉舎町敷地地区簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
45 広島県知事 簡水 三次市三良坂町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
46 広島県知事 簡水 三次市甲奴町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
47 広島県知事 簡水 三次市三和町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
48 広島県知事 簡水 北広島町芸北地区簡易水道 ㈱ジェイ・チーム 取水，導水，浄水，送水施設 H24.4.1 H28.3.31
49 山口県知事 上水 田布施・平生水道企業団 住重環境エンジニアリング(株) 浄水場、取水施設、各ポンプ所及び配水池 H24.4.1 H27.3.31
50 香川県知事 簡水 五色台簡易水道事業 香川県知事（水道用水供給事業） 施設全体 H14.4.1 1年毎に自動更新
51 愛媛県知事 上水 松前町上水道事業 ㈱ウォーターエージェンシー 恵久美浄水場他 H24.4.1 H27.3.31
52 高知県知事 簡水 仁淀川町大崎簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
53 高知県知事 簡水 仁淀川町田村簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
54 高知県知事 簡水 仁淀川町寺村簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
55 高知県知事 簡水 仁淀川町名野川簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
56 高知県知事 簡水 仁淀川町中央簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
57 高知県知事 簡水 仁淀川町長者簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
58 高知県知事 簡水 仁淀川町坂本簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
59 高知県知事 簡水 仁淀川町土居簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
60 高知県知事 簡水 土佐町森・田井簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
61 高知県知事 簡水 土佐町溜井・伊勢川簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
62 高知県知事 簡水 土佐町井ノ上・日浦簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
63 高知県知事 簡水 土佐町地蔵寺簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
64 高知県知事 簡水 土佐町平石簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
65 高知県知事 簡水 土佐町東石原簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
66 高知県知事 簡水 土佐町西石原簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
67 高知県知事 簡水 土佐町峰石原簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
68 高知県知事 簡水 土佐町黒丸簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
69 福岡県知事 上水 大木町水道事業 久留米市企業局 配水池 H20.3.30 自動更新
70 長崎県知事 上水 川棚町水道事業 リバーラック(株) 山道浄水場 H25.4.1 H26.3.31

71 長崎県知事 上水 波佐見町上水道事業
株式会社日本管材環境サービス
九州支店

上水道施設 H25.4.1 H26.3.31

72 長崎県知事 簡水 新上五島町簡易水道事業 協和機電工業㈱上五島営業所 若松、上五島、新魚目、有川地区 H25.4.1 H26.3.31
73 長崎県知事 簡水 新上五島町簡易水道事業 ㈲白岩建設 奈良尾地区 H25.4.1 H26.3.31

契約期間水道事業者等の名称
監督権者 受託者 受託施設
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第三者委託実施状況（都道府県知事認可水道事業） H25.4.1現在

種別 事業体名 開始 終了
契約期間水道事業者等の名称

監督権者 受託者 受託施設

74 熊本県知事 上水 宇城市三角上水道事業 九州テクニカルメンテナンス㈱ 三角浄水場 H25.4.1 H28.3.31

75 熊本県知事 上水 芦北町上水道事業
（株）ウォーターエージェンシー九
州南営業所

上水道施設 H24.4.1 H27.3.31

76 熊本県知事 簡水 田浦地区簡易水道事業
（株）ウォーターエージェンシー九
州南営業所

簡易水道施設 H24.4.1 H27.3.31

77 熊本県知事 簡水 海浦地区簡易水道事業
（株）ウォーターエージェンシー九
州南営業所

簡易水道施設 H24.4.1 H27.3.31

78 熊本県知事 簡水 女島地区簡易水道事業
（株）ウォーターエージェンシー九
州南営業所

簡易水道施設 H24.4.1 H27.3.31

79 熊本県知事 簡水 坂瀬川・西川内簡易水道事業 苓北電工　有限会社 西川内浄水場、坂瀬川浄水場 H25.4.1 H26.3.31
80 熊本県知事 簡水 　鶴簡易水道事業 苓北電工　有限会社 鶴浄水場 H25.4.1 H26.3.31
81 熊本県知事 簡水 志岐・上津深江簡易水道事業 苓北電工　有限会社 志岐浄水場、上津深江浄水場 H25.4.1 H26.3.31
82 熊本県知事 簡水 　都呂々・富岡簡易水道事業 苓北電工　有限会社 都呂々浄水場、笹尾浄水場、春の迫尾越浄 H25.4.1 H26.3.31

83 熊本県知事 用供
上天草・宇城水道企業団水道用水供
給事業

(株)日本管財環境サービス 八代浄水場 H24.4.1 H26.3.31

84 宮崎県知事 簡水 日向市庭田地区簡易水道 エステー開発株式会社 全施設 H23.4.1 H26.3.31
85 宮崎県知事 簡水 日向市寺迫地区簡易水道 エステー開発株式会社 全施設 H23.4.1 H26.3.31
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第三者委託実施箇所数（専用水道） 　　H25.4.1現在　　　

北海道 1 29 京都府 0 34
青森県 0 10 大阪府 0 110
岩手県 0 7 兵庫県 1 14
宮城県 0 6 奈良県 0 2
秋田県 0 5 和歌山県 0 11
山形県 0 0 鳥取県 0 5
福島県 0 15 島根県 0 16
茨城県 1 21 岡山県 0 12
栃木県 0 17 広島県 0 29
群馬県 0 12 山口県 0 25
埼玉県 0 0 徳島県 0 0
千葉県 0 0 香川県 0 9
東京都 2 214 愛媛県 0 5
神奈川県 0 66 高知県 0 20
新潟県 0 5 福岡県 0 226
富山県 0 11 佐賀県 0 10
石川県 0 13 長崎県 0 53
福井県 0 8 熊本県 0 15
山梨県 0 7 大分県 0 68
長野県 0 7 宮崎県 0 2
岐阜県 0 19 鹿児島県 0 12
静岡県 0 34 沖縄県 0 12
愛知県 0 37 合計 5 1266
三重県 0 11
滋賀県 0 22

第三者委託数

国設置 その他

第三者委託数

国設置 その他
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資料９－４

（平成26年3月現在）

事業体名称 東京都水道局 東京都水道局 神奈川県企業庁

対象浄水場 金町浄水場 朝霞・三園浄水場 寒川浄水場

電力及び蒸気供給 電力及び蒸気供給 脱水ケーキの再生利用

次亜塩素酸ナトリウム供給

発生土の有効利用

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型

事業方式 PFI（BOO）方式 PFI（BOO）方式 PFI（BTO）方式

契約締結日 H11.10.18 H13.10.18 H15.12.19

運用期間 20年間 20年間 20年間

運用開始 H12～ H16～ H18～

入札予定価格
（又は契約額） （約253億円） （約539.4億円）

約172.2億円
（149.7億円）

事業体名称 埼玉県企業局 千葉県水道局 愛知県企業庁

対象浄水場 大久保浄水場 ちば野菊の里浄水場 知多浄水場始め4浄水場

発生土の有効利用 発生土の有効利用 脱水ケーキの再生利用

電源供給

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型

事業方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTO）方式

契約締結日 H16.12.24 H17.3.25 H18.2.22

運用期間 20年間 20年間 20年間

運用開始 H20～ H19～ H18～

入札予定価格
（又は契約額）

約363億円
（約242億円）

約133億円
（　89.4億円）

約97億円
（53.4億円）

事業体名称 横浜市水道局 千葉県水道局 愛知県企業庁

対象浄水場 川井浄水場再整備 北総浄水場 豊田浄水場始め６浄水場

膜ろ過施設の設計・施工・運転 排水処理施設の更新・維持・運転 脱水処理施設等、天日乾燥床

発生汚泥の有効利用 発生土の再利用 の運営・維持管理（5浄水場）

ｹｰｷﾔｰﾄﾞの設計・建設（1浄水場）

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型

事業方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTO）方式

契約締結日 H21.2.27 H22.3.19 H23.3.8

運用期間 20年間 20年間 20年間

運用開始 H26～ H23～ H23.4

入札予定価格
（又は契約額）

265.3億円
（265.3億円）

約76億円
（約76億円）

約139億円
(約138億円）

事業体名称 夕張市 岡崎市水道局 愛知県企業庁（予定）

対象浄水場 旭町浄水場、清水沢浄水場 男川浄水場 犬山浄水場、尾張西部浄水場

新浄水場の設計・施工・運転等 新浄水場の建設・保守点検 排水処理施設の整備・運営

場外系設備の更新等 排水処理施設の運転管理 常用発電設備の整備・運営

水道メータ検針業務等 場外施設の保守点検等 太陽光発電設備の整備・運営

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型

事業方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTM）方式 PFI（BTO）方式

契約締結日 H24.3.19 H25.1.31 H26.12（予定）

運用期間 20年間 15年間 20年間

運用開始 H24～ H30～ H29～

入札予定価格
（又は契約額）

約48.6億円
（約47.9億円）

202.4億円
（約109.8億円）

（各水道事業者のホームページ、実施方針、特定事業の選定、事業者選定結果等より抜粋）

事業内容

事業内容

事業内容

事業内容

水道事業におけるPFIの導入状況
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10．水資源開発関係の動向について（水資源開発基本計画） 

 

水資源開発促進法に基づく水資源開発基本計画（以下「フルプラン」という。）は、

国土交通省水管理・国土保全局水資源部が中心となり、指定水系（利根川・荒川、豊

川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川）ごとに水利用の安定性の確保、既存施設の有効

活用等について十分な検討を行い、水需給上の必要性等を吟味した上で、経済社会状

況の変化等を踏まえて適宜変更を行っている。それぞれの水系におけるフルプランの

概要については、資料 10-1 で示すとおりである。 

  

なお、フルプランを決定（変更）するにあたっては、利水関係行政機関の長である

厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、その他関係行政機関の長に協議し、関

係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴き、閣議決定によって決定される。 

 

平成 25 年 10 月 22 日に国土交通大臣より、国土審議会あてに「今後の水資源政策

のあり方について」諮問がなされたことから、国土審議会の水資源分科会調査企画部

会において、現在、調査審議されているところであり、平成 25 年度末に中間とりま

とめ、平成 26 年秋頃を目処に最終とりまとめを行う。とりまとめの方向性としては、

フルプランのあり方についても検討する予定である。 

 

フルプランの全部変更で基本となるのは、将来の水の需給を想定する作業にあたっ

ては、国土交通省から関係都府県へ調査依頼を実施している。したがって、関係都府

県においては、近年の傾向等を適切に踏まえた需要推計実施している。 

計画変更に必要な水資源開発基本計画需給想定調査等の実施調査が行われた場合

は、十分に精査されたデータの提供をしていただけるよう協力方よろしくお願いする。 
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資料 10－１   

各水系の現行水資源開発基本計画 

 

水資源開発基本計画の概要 

事項 
利根川水系及び 

荒川水系 
豊川水系 木曽川水系 淀川水系 吉野川水系 筑後川水系 

水系指定 

（利根川水系） 

1962 年 4 月 27 日 

（荒川水系） 

1974 年 12 月 24 日 

1990 年 2 月 6日 1965 年 6 月 25 日 1962 年 4 月 27 日 1966年11月18日 1964年10月16日 

計
画
決
定 

当初決定 

1976 年 4 月 16 日 

（利根川水系のみ

1962 年 8 月 17 日） 

1990 年 5 月 15 日 1968年10月15日 1962 年 8 月 17 日 1967 年 3 月 14 日 1966 年 2 月 1日 

現行計画 
2008 年 7 月 4日 

（Ⅴ次） 

2006 年 2 月 17 日 

（Ⅱ次） 

2004 年 6 月 15 日 

（Ⅳ次） 

2009 年 4 月 17 日 

（Ⅴ次） 

2002 年 2 月 15 日 

（Ⅲ次） 

2005 年 4 月 15 日 

（Ⅳ次） 

一部変更 2009 年 3 月 27 日 2008 年 6 月 3日 2009 年 3 月 27 日 － － 2012 年 2 月 22 日 

計画目標年度 2015 年度 2015 年度 2015 年度 2015 年度 2010 年度 2015 年度 

水需要       

 都市用水  約 176m3/s  約 6.1m3/s  約  69m3/s  約 114m3/s  約  22m3/s  約 10.4m3/s 

  水道用水  約 147m3/s  約 4.5m3/s  約  50m3/s  約  97m3/s  約  10m3/s  約  8.2m3/s 

  工業用水  約  28m3/s  約 1.6m3/s  約  19m3/s  約  17m3/s  約  12m3/s  約  2.2m3/s 

 農業用水(新規）  約 0.3m3/s  約 0.3m3/s －  約 6.6m3/s －  約  0.1m3/s 

供
給
の
目
標 

供
給
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
施
設
の
建
設
等 

●利根川水系 

(1)思川開発 

 2 八ッ場ダム 

 3 霞ヶ浦導水 

 4 湯西川ダム 

 5 北総中央用水 

  土地改良 

 6 その他(2 事業) 

 

●荒川水系 

(7)滝沢ダム 

 

<改築事業> 

(8)武蔵水路改築 

(9)印旛沼開発施 

  設緊急改築 

(10)群馬用水施設 

  緊急改築 

 1 設楽ダム 

 

<改築事業> 

(2)豊川用水二期 

(1)徳山ダム 

(2)木曽川水系連 

   絡導水路 

 

<改築事業> 

(3)愛知用水二期 

(4)木曽川右岸施 

   設緊急改築 

(1)川上ダム 

 2その他(1事業) 

 

<改築事業> 

 3 天ヶ瀬ダム再 

  開発 

 

<改築事業> 

(1)香川用水施設 

   緊急改築 

(1)福岡導水 

(2)大山ダム 

 3 佐賀導水 

 4 筑後川下流土 

   地改良 

(5)小石原川ダム 

 

<改築事業> 

(6)両筑平野用水 

   二期 

供給量 

（都市用水） 

安定供給可能量

（近 2/20） 

約 169m3/s 

計画供給量 

約 197m3/s 

安定供給可能量

（近 2/20） 

約 6.5m3/s 

計画供給量 

約 7.9m3/s 

安定供給可能量

（近 2/20） 

約 77m3/s 

計画供給量 

約 113m3/s 

安定供給可能量

（近 2/20） 

約 111m3/s 

計画供給量 

約 134m3/s 

安定供給可能量

（H6 時） 

約 19m3/s 

計画供給量 

約 27m3/s 

安定供給可能量

（近 2/20） 

約 11.0m3/s 

計画供給量 

約 13.4m3/s 

※供給の目標を達成するため必要な施設の建設等の（ ）番号は、独立行政法人水資源機構が事業主体であることを示す。 

※安定供給可能量（近 2/20）とは、近年の 20 年に 2番目の渇水年において、河川に対してダム等の水資源開発施設による補給を行うことにより、 

 年間を通じて供給が可能となる水量のことである。 

※安定供給可能量（H6 時）とは、既往最大級の渇水であった平成 6年の降雨状況を前提として、河川に対してダム等の水資源開発施設による補給 

 を行うことにより、年間を通じて供給することが可能な水量のことである。 
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11．水道分野の国際貢献について 

（１）水道分野の国際貢献の背景 

ア．MDGs の達成に向けた動き 

国連ミレニアム開発目標（MDGs）では、安全な飲料水を利用できない人口の割合を、

1990 年を基準として 2015 年までに半減することが掲げられており、我が国としても、

世界トップクラスの水道を築いてきた経験と技術力を活用して、MDGs 達成に向け取

り組んできた。同目標は2010年に達成したが、未だに世界全体で約7億7千万人（2011

年）が安全な飲料水の供給を受けられない状況にあり、継続的な支援が求められてい

る（2013 年 UN データ）。 

 
イ．日本経済再生本部及び経協インフラ戦略会議 

日本経済再生本部は、平成 24 年 12 月 26 日の閣議決定により、日本経済の再生の

ための司令塔として内閣に設置されたが、平成 25 年 1 月 25 日の第 3回会合において

「我が国の世界最先端インフラシステムの輸出を後押しする」ことが決定され、実現

に向けた具体的な検討のための関係閣僚会議として、3月 12 日に経協インフラ戦略

会議が設置されている。同会議において 5月 17 日に決定されたインフラシステム輸

出戦略では、中小・中堅企業及び地方自治体のインフラ海外展開の促進を後押しする

特定分野の１つとして「水」も取り上げられている。 

 
（２）水道分野の国際協力 

ア．国際協力機構（JICA）が実施する国際協力事業（ODA）（資料 11-1 参照。） 

水と衛生分野において、日本は多大な貢献を行っており、1990 年代から継続的に

経済開発協力機構の開発援助委員会（OECD-DAC）諸国の中で、トップドナーとなって

いる。日本の水供給分野における援助は、平成 20 年度から平成 24 年度の 5 年間で、

無償資金協力が 103 件、約 912 億円、有償資金協力が 23 件、約 3,558 億円となって

いる（厚生労働省調べ）。技術協力事業（専門家派遣、研修員受入れ）においても多

大な実績がある。 

これまで、水道分野の国際協力は施設整備に主眼を置かれてきたが、今後は、施設

整備とその後の運営維持管理を組み合わせた開発援助も必要である。特に最近の都市

水道に関する技術協力では、浄水場・配水施設の運転、無収水（漏水、盗水、料金未

収）対策、水質管理等の維持管理に関する人材育成に加え、料金徴収、業務指標（PI）

を用いた水道事業経営に関する協力のニーズが増してきている。 

二国間協力の大部分は JICA によって実施され、厚生労働省は JICA の技術協力事業

等で要求される専門家の推薦を行っている。水道分野の専門家として、主に水道事業

者等の職員が派遣されており、水道事業者等の多大なご協力のもと、技術協力が実施

されている。 

研修員受入事業についても多くの水道事業者等のご協力を得て実施されていると

ころであり、水道事業者等においては、引き続き、派遣専門家の人選や研修員受入等

に対するご協力をお願いしたい。 

また、国際協力人材の育成のため、JICA では能力強化研修「水道コース」（年１

回：11 月）、「省庁・自治体職員等のための国際協力基礎」（年１回：2月）を実施

しているので、積極的な活用をお願いしたい。 
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なお、平成 22 年 10 月から、ＪＩＣＡ技術協力専門家派遣、研修員受け入れ等の国

際協力に関する情報の共有をより円滑に実施するため、「水道分野の国際協力・水ビ

ジネスに関するアンケート」により連絡体制を整備（担当窓口の登録）したところで

ある。 

 
イ．厚生労働省が実施する国際協力事業 

水道分野の国際協力の中でも優先的、積極的に支援すべき課題について、開発途上

国各国における実情及びニーズの調査分析を行い、官民協力による国際協力の進め方

を検討している。 

水道プロジェクト計画作成指導事業では、開発途上国における案件発掘・形成能力

の向上に資するために、官民協力による専門的・技術的立場から調査検討を行い、熟

度の高い優良案件となるよう当該国に対する助言指導を実施している。なお、事業実

施に当たっては、民間企業が各々把握している開発途上国の水道分野の個別具体的な

課題（施設整備や経営・維持管理）や潜在ニーズに係る情報、日本が有する知見及び

技術を積極的に活用している。 

 
ウ．国際機関との連携、二国間連携等 

国際社会における中核的な役割を果たし続けるため、海外の諸機関と強固な国際的

ネットワークを形成するとともに、世界保健機関（WHO）や国際水協会（IWA）などの

国際機関等を通じて各国への知見の提供や情報交換等を積極的に行っている。 

 
◆世界保健機関（WHO）等との連携 
 ●WHO 飲料水水質ガイドライン改定 

・WHO 飲料水水質ガイドラインの改定に向けた調査、検討 
・WHO への活動費の拠出 
・専門家会合への専門家の派遣 

   ※WHO 飲料水水質ガイドライン 
各国が飲料水の安全基準を策定する際の基礎資料として WHO が勧告した飲

料水の目標水質のこと。ガイドラインにおいては、発癌物質などの汚染物質ご

とに個別の基準があり、体重 60Kg の成人が 1 日に 2 リットルを一生涯（70
年間）飲用しても影響がでない濃度に設定されている。 

 
 ●O＆M ネットワーク 

・活動費の拠出 
・専門家の派遣 

  ※O＆M ネットワーク 
Operation and Maintenance Network（水道施設運用・管理ネットワーク） 
IWA が、WHO の協力を得て、主に開発途上国の施設維持管理の改善（研修

ツール作成、セミナー開催等）に向け活動。実施主体は、国立保健医療科学

院生活環境研究部水管理研究分野及び国際協力研究部。 
 
 ●RegNet 

・会合への職員派遣 

25



31 
 

・ガイダンス文書作成協力 
  ※RegNet 

水道に関する制度的枠組みに関する途上国の支援を目的として WHO が設

置 
    
◆ISO/TC224 の活動への関与 
・平成 19(2007)年 12 月、ISO24510 シリーズが発行。 

ISO24510（飲料水及び下水事業に関する活動－サービスの評価及び改善に関する指針）  

ISO24511（飲料水及び下水事業に関する活動－下水事業のマネジメントに関する指針）  

ISO24512（飲料水及び下水事業に関する活動－飲料水事業のマネジメントに関する指針）   

※ISO/TC224：上下水道サービス及びマネジメントに関する国際規格専門委員会

（国際標準化機構の第 224 番目の専門委員会 TC：Technical Committee） 
上記規格は、国内事情に合わせた修正が加えられた上で、それぞれ、国内規格

JIS Q 24510、JIS Q 24511、JIS Q 24512 として平成 24 年 3 月 21 日に制定。 
 
・日本水道協会に設置された ISO/TC224 上水道国内対策委員会において、TC224

下水道国内対策委員会（日本下水道協会）と連携を取りつつ、国内水道事業運営

への影響の調査研究や国内の意見を ISO/TC224 の規格に反映させるための検討

及び ISO/TC224 への委員の派遣を実施。 
 
(参考) ISO/TC224 に設置された WG(作業部会)のうち継続検討中の WG 

・WG1(用語の定義) 2013 年の TC 総会において国際規格の作成が提案され、その後の

TC 投票で承認。 

・WG5(規格の適用例) ISO24510 シリーズの普及・利用促進を目的に 2007 年設置。

2013 年の TC 総会において「規格の適用事例」に関する技術報告書の作成が提案さ

れ、その後の TC 投票で承認。 

・WG6(アセット・マネジメント）上下水道事業のアセットマネジメントの ISO 規格化

のため 2007 年設置。全分野を対象とした ISO/PC251 の作業が完了し、ISO55000 シ

リーズが発行されたことから、検討を再開。優良事例を含むガイドラインの作成を

継続中。 

・WG7(クライシス・マネジメント）2007 年設置。危機管理の国際規格、技術仕様書、

技術報告書を作成中。 

・WG8(ロー・テクを用いたオンサイト生活排水管理) 2011 年設置。(下水道分野) 

・WG9(水の事故検知) 2011 年設置。WG7 との連携を図ることとしている。 

 
◆災害復旧支援 
 ●中国四川大地震の復旧支援 
 平成 20 年 5 月に発生した同地震の際、水道関係団体を通じて、全国の水道事業体

や水道関連企業に応急給水用資機材、飲料水等の拠出を呼びかけ復旧支援に協力。 
 

（３）水道産業の国際展開（水ビジネスの推進） 

人口増加や経済発展を続けるアジア諸国において、今後、水需要の高まりが見込ま

れており、水ビジネスの成長性が国際的に注目されている。今後は、ODA による協力

にとどまらず、日本の水関連企業が有する技術を海外市場において提供することによ
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って、アジア諸国における衛生的な水供給の確保に貢献する。また、インフラシステ

ム輸出戦略を踏まえ、日本の技術・経験をアジアの持続可能な成長のエンジンとして

活用し、アジアの成長を日本の成長に確実に結実させるよう、日本の水道産業の国際

展開を進める。具体の取組は以下のとおり。 

 
ア．水道産業国際展開推進事業 

 日本企業の海外市場への売り込み 
    平成 20 年度から、アジア諸国を対象として水道産業の国際展開推進事業を実施。

本年度は、ラオス、カンボジア、インドネシアにおいて案件発掘を行うとともに、ラ

オスにおいて相手国政府の協力を得て、さいたま市などの地方公共団体と連携しつつ、

相手国の水道事業者を対象とする水道セミナーを開催、日本の水道技術や企業の紹介

を行い、水道産業の海外展開を支援。また、カンボジアにおいては、現地水道関係者

と日本企業等とのビジネスミーティングを開催し、日本技術の導入に関する意見交換

を実施。 
 企業や水道事業者が自律的に海外市場に参画できるようにするための枠組み作り 
● 水道関係機関とのパートナーシップの形成 

   平成 23 年度から、企業や水道事業者による海外のプロジェクト情報へのアクセス

や相手国担当機関や担当者との関係作りなどを支援する仕組みを構築するため、アジ

ア各国の水道協会と日本水道協会との協力関係をベースに、ビジネス展開に関する協

力体制（パートナーシップ）の形成に取り組んでいる。本年度は、マレーシア、ラオ

ス、タイ、インドネシア、インドの水道協会や政府関係者等と協力体制を構築するた

め協議を行った。 
   ● 官民連携型案件形成調査 

    平成 23 年度から、個別のプロジェクト形成を支援するため、地方公共団体と民間

企業が共同で調査を行う、官民連携型の案件発掘調査を公募。本年度はベトナムとミ

ャンマーの 2 案件が採択されたところ（地方公共団体は、北九州市、神戸市）。来年

度も実施予定であるので、地方公共団体として水道事業の海外展開を検討されている

場合には、ご活用頂きたい。 
 
イ．海外水インフラ PPP 協議会 

海外の水インフラプロジェクトに関し、官民連携による海外展開に向けた取組を推

進するため、国土交通省、経済産業省、厚生労働省の 3省連携により、「海外水イン

フラ PPP 協議会」を設置した。平成 22 年 7 月に第 1回を開催し、民間企業や関係機

関が約 160 参加した。平成 26 年 1 月、第 5回が、インド、インドネシアの上下水道

整備を担当する政府高官の参加を得て開催された。各国から個別のプロジェクトを含

めた上下水道事業の説明があり、協議会メンバーからは、企業や技術の紹介が行われ

た。 

 

ウ．国際標準化戦略の検討 

・平成 22 年 5 月、「知的財産推進計画 2010」が知的財産戦略本部決定され、国際標

準化の特定戦略分野(7 分野)の一つに水分野が位置づけられた。 

・平成 22 年 11 月、国交省と連携し、水分野の国際標準戦略を検討するための「水分

野国際標準化戦略検討委員会」を設置。水道については、日本水道協会と連携し、
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水道部会を設置。 

・平成 23 年 3 月、知的財産戦略本部において国際標準化戦略アクションプラン(水分

野)が策定され、水道については、設設計指針等の日本の設計思想の普及等が盛り

込まれた。 

・平成 23～25 年度は、水分野国際標準化戦略検討委員会水道部会を開催し、新たな

ビジネスモデルの検討、漏水防止や水質監視等に関する国際規格化の動きへの対応、

設計指針の海外普及版(英語要約版)の策定に取り組んでいるところであり、来年度

も引き続き水道分野の国際標準化への対応と日本の水道技術の海外への普及を図

ることとしている。 
 
エ．日本の水道技術の PR 

ウで作成した水道施設設計指針 2012 の海外普及版(英語要約版)について、JICA に

データを提供し、国際研修資料や各国の JICA 事務所等における参考資料として活用

し、日本の水道技術を海外の水道事業者や政府関係者等に紹介することに役立ててい

る。 
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資料１１－１．ＪＩＣＡが実施する国際協力事業（ＯＤＡ） 
 
   ●水道分野の専門家派遣数（人）の推移（厚生労働省推薦分） 

年度（平成） 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

長 期 19 15 17 11 8 10 6 5 6 7 5 4 9 

短 期 19 22 24 17 19 13 14 15 20 14 27 30 45 

合 計 38 37 41 28 27 23 20 20 26 21 32 34 54 

    ・年度ごとに当該年度内に派遣されている（本邦出発日及び帰着日を含む。）延べ人数を集計 
    ・セミナー及び研修講師も含む。 
 
   ●平成24年度長期専門家派遣状況（水道事業者等派遣分）＊

交替に伴う併存期間あり 
国名 派遣機関名 指導科目 専門家所属 

カンボジア 鉱工業エネルギー省 
水道人材育成プロジェクト・フ

ェーズ３ 
北九州市上下水道局 

パラグアイ 
パラグアイ衛生サービ

ス公社 

配水網管理技術強化プロジェク

ト 
倉敷市水道局 

東ティモール 

インフラストラクチャ

ー省水・衛生サービス

局 

給水改善アドバイザー 千葉県水道局 

ベトナム 建設省 
中部地域都市上水道事業体能力

開発プロジェクト
＊
 

横浜市水道局 

ベトナム 建設省 
中部地域都市上水道事業体能力

開発プロジェクト
＊
 

横浜市水道局 

ベトナム 建設省 
全国都市上水道人材育成プロジ

ェクト 
横浜市水道局 

ミャンマー 
ヤンゴン市開発委員会

給水衛生局 

ヤンゴン市生活用水給水アドバ

イザー 
福岡市水道局 

モーリシャス 中央水道局 浄水場運営に係る技術移転 埼玉県企業局 

ラオス 
公共事業運輸省住宅都

市計画局 

水道公社事業管理能力向上プロ

ジェクト 
さいたま市水道局 

 
   ●平成24年度短期専門家派遣状況（水道事業者等派遣分） 

国名 指導科目 専門家所属 

カンボジア 水道人材育成プロジェクト・フェーズ３（資産情報管理） 北九州市上下水道局 

タイ 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（浄水・送水管理） 大阪広域企業団 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（浄水・送水計画） 大阪広域企業団 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（無収水管理） 東京都水道局 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（無収水削減計画） 東京都水道局 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（配水管理） 名古屋市上下水道局 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（配水計画） 名古屋市上下水道局 
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「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（水質危機管理） 大阪広域企業団 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（水質危機管理） 大阪広域企業団 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（水質危機管理） 大阪広域企業団 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（人材育成） 東京都水道局 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（無収水削減計画） 東京都水道局 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（無収水管理） 東京都水道局 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（浄水・送水管理） 大阪広域企業団 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（浄水・送水計画） 大阪広域企業団 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（配水計画） 名古屋市上下水道局 

「第８次バンコク上水道整備事業」附帯技術支援（配水管理） 名古屋市上下水道局 

パラグアイ 

配水網管理技術強化プロジェクト（給水設備工事アドバイザー） 浜松市上下水道部 

配水網管理技術強化プロジェクト（給水設備工事アドバイザー） 浜松市上下水道部 

配水網管理技術強化プロジェクト（給水設備工事アドバイザー） 浜松市上下水道部 

ベトナム 

中部地域都市上水道事業体能力開発プロジェクト（漏水探知） 横浜市水道局 

中部地域都市上水道事業体能力開発プロジェクト（水質管理） 横浜市水道局 

中部地域都市上水道事業体能力開発プロジェクト（設備維持管理） 横浜市水道局 

中部地域都市上水道事業体能力開発プロジェクト（経営管理） 横浜市水道局 

中部地域都市上水道事業体能力開発プロジェクト（水質管理） 横浜市水道局 

中部地域都市上水道事業体能力開発プロジェクト（設備維持管理） 横浜市水道局 

中部地域都市上水道事業体能力開発プロジェクト（経営管理） 横浜市水道局 

ペルー 

リマ上下水道公社無収水管理能力強化プロジェクト（無収水管理アドバイザー） 
（公財）水道技術研

究センター 

リマ上下水道公社無収水管理能力強化プロジェクト（無収水管理アドバイザー） 
（公財）水道技術研

究センター 

ラオス 

水道公社事業管理能力向上プロジェクト（行政機能／水道事業指標） 埼玉県企業局 

水道公社事業管理能力向上プロジェクト（管網データ整備） 川崎市上下水道局 

水道公社事業管理能力向上プロジェクト（配給水管施設計画） さいたま市水道局 

水道公社事業管理能力向上プロジェクト（浄水場施設計画） 埼玉県企業局 

水道公社事業管理能力向上プロジェクト（管網データ整備） 川崎市上下水道局 

水道公社事業管理能力向上プロジェクト（水道事業経営管理） さいたま市水道局 

水道公社事業管理能力向上プロジェクト（行政機能） 埼玉県企業局 

 
   ●平成24年度調査団員派遣状況（水道事業者等派遣分） 

国名 指導科目 専門家所属 

インド 
デリー上水道運営・維持管理能力強化プロジェクト（有償勘定技術支援）詳細計

画策定調査（浄水道政策／水道事業経営） 
東京都水道局 

モンゴル ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査（上水道改善計画） 東京都水道局 
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ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査（施設計画） 東京都水道局 

ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査（経営改善） 東京都水道局 

ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査（無収水削減） 東京都水道局 

モンゴル 

ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査（遠隔制御システム） 東京都水道局 

ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査（配水管理） 東京都水道局 

 
   ●平成24年度講師派遣状況（水道事業者等派遣分） 

国名 案件名 専門家所属 担当業務 

カンボジア 

水道事業人材育成プロジェクト・フ

ェーズ３・キックオフセミナー 
北九州市上下水道局 施設整備 

水道事業人材育成プロジェクト・フ

ェーズ３・キックオフセミナー 
北九州市上下水道局 経営管理 

 

   ●平成24年度技術協力プロジェクト（平成24年度協力開始分） 
国 名 プロジェクト名 協力開始日 協力終了日 

フィリピン 地方都市水道整備事業運営・管理技術支援プロジェクト* 2012/09 2013/11 

カンボジア 水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ３ 2012/11 2017/11 

ラオス 水道公社事業管理能力向上プロジェクト 2012/08 2017/08 

ソロモン ソロモン諸島国水道公社無収水対策プロジェクト 2012/10 2015/10 

ペルー リマ上下水道公社無収水管理能力強化プロジェクト* 2012/04 2015/06 

*円借款附帯プロジェクト 

※厚生労働省調べ 

 
   ●水道分野の研修員受入数（人）の推移 

年 度 （ 平 成 ） 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

厚 生 労 働 省 

実 施 研 修 
282 15 61 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

J I C A 

集 団 研 修 
50 32 32 33 36 34 39 38 44 64 76 69 65 

J I C A 

個 別 研 修 等 
53 32 30 61 59 43 62 97 72 42 100 121 115 

    ・厚生労働省実施研修にはセミナー等で参加した人数も含む 
  
  ●平成24年度研修員受入状況（水道事業者等受入分） 

形態 対象国等 内容 受入事業体 人数 

ＪＩＣＡ集団研修 

上水道施設技術 (社)日本水道協会 １１ 

上水道技術者 札幌市水道局 ９ 

都市上水道維持管理 大阪市水道局 ６ 

上水道無収水量管理対策 名古屋市上下水道局 １７ 

水道管理行政（A） (社)国際厚生事業団 １３ 

水道管理行政（B） (社)国際厚生事業団 ９ 
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ＪＩＣＡ 

地域別研修 

コーカサス・東ア

ジア地域 
寒冷地上水道技術 札幌市水道局 ５ 

アジア地域 
上水道事業経営・人材育成

セミナー 
横浜市水道局 １２ 

島嶼国 
島嶼における水資源保全管

理 
沖縄県企業局 １３ 

アフリカ地域 都市上水道技術者養成 横浜市水道局 １１ 

ＪＩＣＡ 

国別研修 

イラク 無収水対策・配水管網整備 広島市水道局 ６ 

ラオス 水道事業における国の役割 さいたま市水道局 ４ 

ラオス 水道事業経営 さいたま市水道局 ６ 

タンザニア 組織経営改善・無収水管理 横浜市水道局 ５ 

ベトナム 配水システム及び人材育成 大阪市水道局 ４ 

エジプト 配水管理 横浜市水道局 ４ 

ＪＩＣＡ 

地域提案型

研修 

ベトナム 
事業運営ノウハウ（管路技

術・配水技術等）の移転 
(株)東京水道サービス ６ 

マレーシア 
事業運営ノウハウ（管路技

術・配水技術等）の移転 
(株)東京水道サービス ６ 

サモア 
水道事業運営（宮古島モデ

ル）支援協力 
宮古島市 ４ 

ベトナム 
有機物に対する浄水処理向

上プログラム 
北九州市上下水道局 ４ 

タイ 水処理技術向上支援事業 埼玉県企業局 ５ 

円借附帯研

修 

タイ 配水管理 名古屋市上下水道局 ９ 

タイ 無収水対策 東京都水道局 １１ 

 

   ●水道分野開発調査件数（件）の推移 
年度（平成） 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

件数 7 5 6 4 9 5 4 4 3 1 0 0 0 

    ※厚生労働省調べ 
 
   ●水供給分野の無償資金協力の状況 

年度（平成） 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

件 数 26 23 27 25 22 27 30 30 18 14 11 

金額 (百万円 ) 16,536 14,237 19,298 16,888 16,131 15,664 14,693 28,411 21,796 15,773 10,500 

    ※厚生労働省調べ 
 
   ●水供給分野の平成24年度無償資金協力の状況 

国名 案件名 金額（百万円） 

ラオス タケク上水道拡張計画（詳細設計）  41 

アフガニスタン デサブ南地区給水施設整備計画 2,561 

ケニア ナロック給水拡張計画（詳細設計） 88 

スーダン カッサラ市給水計画 1,790 

南スーダン ジュバ市水供給改善計画 3,869 

ボリビア ベニ県及びパンド県村落地域給水計画 566 

ケニア バリンゴ郡村落給水計画（詳細設計） 131 
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タンザニア タボラ州水供給計画（詳細設計） 76 

ブルキナファソ 
第二次中央プラトー及び南部中央地方飲料水供給計画（

詳細設計） 
47 

カメルーン 第五次地方給水計画 768 

マラウイ 中西部地方給水計画 563 

合 計  10,500 

    *）環境・気候変動対策無償 

    ※厚生労働省調べ 

 
   ●水供給分野の有償資金協力の状況 

年度（平成） 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

件 数 5 7 5 4 14 6 9 5 0 6 3 

金額 (百万円 ) 40,994 57,330 177,727 61,179 180,825 114,130 148,838 75,464 0 83,218 48,278 

    ※厚生労働省調べ 
 
   ●水供給分野の平成24年度有償資金協力の状況 

国名 案件名 金額（百万円） 

インド デリー上水道改善事業 28,975 

インド 西ベンガル州上水道整備事業 14,225 

ペルー リマ首都圏北部上下水道最適化事業（II） 5,078 

合 計  48,278 

    ※厚生労働省調べ 
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12．水道事業者等への指導監督について 

（１）水道事業の運営状況に関する報告 

厚生労働省においては、水道の布設及び管理又は水道事業若しくは水道用水供給事

業の適正を確保するため、毎年度、厚生労働大臣認可の水道事業者等から事業の状況

報告をお願いしているところである。 

いくつかの課題に関して報告をお願いしているところであるが、その趣旨をご理解

の上、期日までに回答をいただけるよう今後とも協力をお願いする。 

また、その一環として都道府県にも、都道府県認可の水道事業者及び水道用水供給

事業者への調査をお願いしている。 

 
（２）立入検査 

ア．目的 

水道法第３９条第１項等の規定に基づき、水道（水道事業及び水道用水供給事業の

用に供する者に限る。）の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業

の適正を確保する。 

 
イ．立入検査実施状況 

平成２５年度における立入検査については、平成２５年７月から平成２６年１月に

かけて、厚生労働大臣認可の４８１の水道事業及び水道用水供給事業のうち、５３事

業に対して実施した。（資料１２－１及び資料１２－２参照） 

立入検査においては、需要者の安心・安全の確保に重点を置きつつ、主として水道

技術管理者の従事・監督状況等水道法に規定する事項の遵守状況、自然災害やテロ等

危機管理対策の状況などを確認している。 

具体的には、 

 ①水道技術管理者、布設工事監督者等の事業の監督状況 

 ②認可（変更認可）や各種届出状況、給水開始前検査の実施状況 

 ③施設基準の遵守等、水道施設管理の実施状況 

 ④健康診断や衛生上の措置等、衛生管理の実施状況 

 ⑤水質検査の実施状況、水質基準の遵守状況 

 ⑥水源周辺等の汚染源の把握、水質管理に伴う施設整備の状況 

 ⑦自然災害やテロ等、危機管理対策の実施状況 

  ⑧情報提供の実施状況や供給規程の周知等、住民対策の実施状況 

 ⑨環境保全対策の実施状況（水質汚濁防止法の遵守状況等） 

の項目について、適切に実施されているかを書類審査及び現場にて確認した。立入

検査の実施に当たっては、水道技術管理者の出席及び説明をお願いしているところで

ある。 

また、検査終了後、検査内容について講評を行い、改善を必要とする事項について

は、水道法への抵触などその重要性に応じて文書指導又は口頭指導を行い、その改善

状況について報告を得ることとしている。 
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ウ．立入検査の結果及び都道府県による立入検査等の指導監督の充実 

平成２５年度に実施した立入検査の結果については、現在取りまとめ中であり、今

後確定次第、厚生労働省健康局水道課のＨＰ等で公表することとしている。 

なお、平成２４年度に文書指導した主な事項としては、記載事項変更の未届出、住

民への情報提供の未実施などが挙げられる。（資料１２－３を日々の事業管理のチェ

ックリストとするなどご活用願いたい。） 

特に中小の水道事業者においては、職員数が減少し、施設の適正な運営・管理を確

保することが厳しくなっている現状について認識いただきたい。 

   
エ．その他 

平成１４年度より毎年度、厚生労働大臣認可の水道事業等の水道技術管理者を対象

とした研修を実施しており、来年度も開催することとしているので、水道事業者等に

あっては、水道技術管理者が出席できるよう配慮願いたい。 
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水道事業者等に対する指導状況

平成２５年度 厚生労働大臣認可水道事業等立入検査実施状況

上水道 用水供給 計 上水道 用水供給 計

01 北 海 道 0 0 0 0 0 0

02 青 森 県 4 1 5 0 0 0

03 岩 手 県 5 2 7 0 0 0

04 宮 城 県 10 2 12 1 0 1

05 秋 田 県 4 0 4 0 0 0

06 山 形 県 5 3 8 0 0 0

07 福 島 県 9 2 11 1 0 1

08 茨 城 県 15 4 19 4 0 4

09 栃 木 県 9 2 11 3 0 3

10 群 馬 県 10 4 14 2 0 2

11 埼 玉 県 38 1 39 3 0 3

12 千 葉 県 21 6 27 2 0 2

13 東 京 都 1 0 1 0 0 0

14 神 奈 川 県 8 1 9 1 0 1

15 新 潟 県 10 2 12 1 0 1

16 富 山 県 4 4 8 0 1 1

17 石 川 県 6 1 7 1 0 1

18 福 井 県 4 2 6 1 0 1

19 山 梨 県 3 1 4 0 0 0

20 長 野 県 9 2 11 2 0 2

21 岐 阜 県 7 1 8 1 0 1

22 静 岡 県 13 4 17 2 0 2

23 愛 知 県 32 1 33 2 0 2

24 三 重 県 9 2 11 3 2 5

25 滋 賀 県 11 1 12 2 0 2

26 京 都 府 11 1 12 4 0 4

27 大 阪 府 34 1 35 3 0 3

28 兵 庫 県 18 2 20 2 0 2

29 奈 良 県 8 1 9 0 0 0

30 和 歌 山 県 3 0 3 0 0 0

31 鳥 取 県 2 0 2 0 0 0

32 島 根 県 2 2 4 0 0 0

33 岡 山 県 6 4 10 0 0 0

34 広 島 県 7 3 10 1 0 1

35 山 口 県 9 1 10 0 0 0

36 徳 島 県 2 0 2 0 0 0

37 香 川 県 6 1 7 2 0 2

38 愛 媛 県 4 1 5 0 0 0

39 高 知 県 1 0 1 0 0 0

40 福 岡 県 19 3 22 4 0 4

41 佐 賀 県 5 2 7 0 0 0

42 長 崎 県 4 1 5 0 0 0

43 熊 本 県 2 0 2 0 0 0

44 大 分 県 3 0 3 1 0 1

45 宮 崎 県 3 0 3 0 0 0

46 鹿 児 島 県 3 0 3 0 0 0

47 沖 縄 県 9 1 10 1 0 1

408 73 481 50 3 53

上水道：上水道事業 用水供給：水道用水供給事業

（資料１２－１）

合計

都道府県
指導対象事業数 立入検査事業数

平成26年1月末現在
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（資料１２－２）

立 入 検 査 実 施 フ ロ ー

全水道事業者（２月～３月）

水道事業の運営状況に関する報告

・業務状況等の現状調査

全水道事業者（４月）

厚生労働大臣所管水道事業者リスト票の更新

・水道技術管理者、担当者の変更

＊電子メールアドレス等の変更は随時受付

厚生労働省健康局水道課（４月～５月）

立入検査該当事業者選定作業

・年間計画の策定

・重点内容の確定

該当事業者（５月～翌年２月）

立入検査実施についての事前調整（ＦＡＸ・メール）(一ヶ月前)

日程、立入検査会場、連絡者の確認、事業者名の確認、事前報告書の送付等、

返信日までにＦＡＸ・電子メールにより回答

立入検査実施の通知 立入検査事前報告書の提出(検査日の 14日前までに提出)

事前報告書を元にして、「事前報告会」を実施

立入検査の実施

書類検査、施設検査 、講評

立入検査後の「報告会」を実施

検査結果の通知【指摘等がある場合】 【指摘がない場合】

改善報告 報告【講評のみ】

全事業者・都道府県水道行政部局

・立入検査結果報告をＨＰで公表

年度毎に集計、指導事項、立入検査数等
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（

別
添

）
新

水
質

基
準

項
目

等
の

検
査

に
お

け
る

、
給

水
栓

以
外

で
の

採
取

の
可

否
、

検
査

の
回

数
、

検
査

の
省

略
の

可
否

 

 

番
号

 
項

 
目

 
名

 
給

水
栓

以
外

で
の

水
の

採
取

 

検
 
査

 
回
 
数
 

検
査

回
数

の
減

 
省

略
の

可
否

 

－
 

色
、

濁
り

及
び

消
毒

の
残

留
効

果
 

不
可

 
１

日
１

回
以

上
 

不
可

 
不

可
 

１
 

一
般

細
菌

 
不

可
 

概
ね

１
月

に
１

回
以

上
 

不
可

 
不

可
 

２
 

大
腸

菌
 

３
 

カ
ド

ミ
ウ

ム
及

び
そ

の
化

合
物

 
一

定
の

場
合

可
注

１
 

概
ね

３
月

に
１

回
以

上
 

注
２

の
通

り
 

注
３

の
通

り
 

４
 

水
銀

及
び

そ
の

化
合

物
 

５
 

セ
レ

ン
及

び
そ

の
化

合
物

 

６
 

鉛
及

び
そ

の
化

合
物

 
不

可
 

注
４

の
通

り
 

７
 

ヒ
素

及
び

そ
の

化
合

物
 

一
定

の
場

合
可

注
１
 

注
３

の
通

り
 

８
 

六
価

ク
ロ

ム
化

合
物

 
不

可
 

注
４

の
通

り
 

９
 

亜
硝

酸
態

窒
素

 
一

定
の

場
合

可
注

１
 

不
可

 

1
0
 

シ
ア

ン
化

物
イ

オ
ン

及
び

塩
化

シ
ア

ン
 

不
可

 
不

可
 

1
1
 

硝
酸

態
窒

素
及

び
亜

硝
酸

態
窒

素
 

一
定

の
場

合
可

注
１
 

注
２

の
通

り
 

1
2
 

フ
ッ

素
及

び
そ

の
化

合
物

 
注

３
の

通
り

 

1
3
 

ホ
ウ

素
及

び
そ

の
化

合
物

 
注

３
の

通
り

。
（

海
水

を
原

水
と

す
る

場
合

不
可

。
）
 

1
4
 

四
塩

化
炭

素
 

当
該

事
項

に
つ

い
て

の
過

去
の

検
査

結
果

が
基

準

値
の

２
分

の
１

を
超

え
た

こ
と

が
な

く
、
か

つ
、
原

水
並

び
に

水
源

及
び

そ
の

周
辺

の
状

況
（

地
下

水
を

水
源

と
す

る
場

合
は

、
近

傍
の

地
域

に
お

け
る

地
下

水
の

状
況

を
含

む
。
）
を

勘
案

し
、
検

査
を

行
う

必

要
が

な
い

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る

場
合

、
省

略
可

。
 

1
5
 

１
,
４

－
ジ

オ
キ

サ
ン

 

1
6
 

シ
ス

－
１

,
２

－
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
及

び
ト

ラ
ン

ス
－

１
,
２

－
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
 

1
7
 

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
 

1
8
 

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

 

1
9
 

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
 

2
0
 

ベ
ン

ゼ
ン

 

2
1
 

塩
素

酸
 

不
可

 
不

可
 

不
可

 

2
2
 

ク
ロ

ロ
酢

酸
 

2
3
 

ク
ロ

ロ
ホ

ル
ム

 

2
4
 

ジ
ク

ロ
ロ

酢
酸

 

2
5
 

ジ
ブ

ロ
モ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン
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番
号

 
項

 
目

 
名

 
給

水
栓

以
外

で
の

水
の

採
取

 

検
 
査

 
回
 
数
 

検
査

回
数

の
減

 
省

略
の

可
否

 

2
6
 

臭
素

酸
 

不
可

 
概

ね
３

月
に

１
回

以
上

 
不

可
 

注
３

の
通

り
。
（

浄
水

処
理

に
オ

ゾ
ン

処
理

、
消

毒

に
次

亜
塩

素
酸

を
用

い
る

場
合

不
可

。
）

 

2
7
 

総
ト

リ
ハ

ロ
メ

タ
ン
（

ク
ロ

ロ
ホ

ル
ム

、
ジ

ブ

ロ
モ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

、
ブ

ロ
モ

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
及

び
ブ

ロ
モ

ホ
ル

ム
の

そ
れ

ぞ
れ

の
濃

度

の
総

和
）

 

不
可

 

2
8
 

ト
リ

ク
ロ

ロ
酢

酸
 

2
9
 

ブ
ロ

モ
ジ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

 

3
0
 

ブ
ロ

モ
ホ

ル
ム

 

3
1
 

ホ
ル

ム
ア

ル
デ

ヒ
ド

 

3
2
 

亜
鉛

及
び

そ
の

化
合

物
 

注
２

の
通

り
 

注
４

の
通

り
 

3
3
 

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

及
び

そ
の

化
合

物
 

3
4
 

鉄
及

び
そ

の
化

合
物

 

3
5
 

銅
及

び
そ

の
化

合
物

 

3
6
 

ナ
ト

リ
ウ

ム
及

び
そ

の
化

合
物

 
一

定
の

場
合

可
注

１
 

注
３

の
通

り
 

3
7
 

マ
ン

ガ
ン

及
び

そ
の

化
合

物
 

不
可

 

3
8
 

塩
化

物
イ

オ
ン

 
概

ね
１

月
に

１
回

以
上

 
自

動
連

続
測

定
・

記
録

を

し
て

い
る

場
合

、
概

ね
３

月
に

１
回

以
上

と
す

る
こ

と
が

可
。

 

不
可

 

3
9
 

カ
ル

シ
ウ

ム
、

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

等
（

硬
度

)
 

一
定

の
場

合
可

注
１
 

概
ね

３
月

に
１

回
以

上
 

注
２

の
通

り
 

注
３

の
通

り
 

4
0
 

蒸
発

残
留

物
 

4
1
 

陰
イ

オ
ン

界
面

活
性

剤
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番
号

 
項

 
目

 
名

 
給

水
栓

以
外

で
の

水
の

採
取

 

検
 
査

 
回
 
数
 

検
査

回
数

の
減

 
省

略
の

可
否

 

4
2
 

（
４

Ｓ
,
４

ａ
Ｓ

,
８

ａ
Ｒ

）
－

オ
ク

タ
ヒ

ド
ロ

－
４

,
８

ａ
－

ジ
メ

チ
ル

ナ
フ

タ
レ

ン
－

４
ａ

（
２

Ｈ
）

－
オ

ー
ル

（
別

名
ジ

ェ
オ

ス
ミ

ン
）
 不

可
 

概
ね

１
月

に
１

回
以

上

（
左

記
の

事
項

を
産

出
す

る
藻

類
の

発
生

が
少

な

く
、

検
査

を
行

う
必

要
が

な
い

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
期

間
を

除
く

。
）

 

不
可

 
当

該
事

項
に

つ
い

て
の

過
去

の
検

査
結

果
が

基
準

値
の

２
分

の
１

を
超

え
た

こ
と

が
な

く
、
か

つ
、
原

水
並

び
に

水
源

及
び

そ
の

周
辺

の
状

況
（

湖
沼

等
の

停
滞

水
源

を
水

源
と

す
る

場
合

は
、
当

該
基

準
項

目

を
産

出
す

る
藻

類
の

発
生

状
況

を
含

む
。
）
を

勘
案

し
、
検

査
を

行
う

必
要

が
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
、

省
略

可
。

 

4
3
 

１
,
２

,
７

,
７

－
テ

ト
ラ

メ
チ

ル
ビ

シ
ク

ロ

［
２

,
２

,
１

］
ヘ

プ
タ

ン
－

２
－

オ
ー

ル
 

（
別

名
２

－
メ

チ
ル

イ
ソ

ボ
ル

ネ
オ

ー
ル

）
 

4
4
 

非
イ

オ
ン

界
面

活
性

剤
 

一
定

の
場

合
可

注
１
 

概
ね

３
月

に
１

回
以

上
 

注
２

の
通

り
 

注
３

の
通

り
 

4
5
 

フ
ェ

ノ
ー

ル
類

 

4
6
 

有
機

物
（

全
有

機
炭

素
（

Ｔ
Ｏ

Ｃ
）

の
量

）
 

不
可

 
概

ね
１

月
に

１
回

以
上

 
自

動
連

続
測

定
・

記
録

を

し
て

い
る

場
合

、
概

ね
３

月
に

１
回

以
上

と
す

る
こ

と
が

可
。

 

不
可

 

4
7
 

ｐ
Ｈ

値
 

4
8
 

味
 

4
9
 

臭
気

 

5
0
 

色
度

 

5
1
 

濁
度

 

 注
１

 
一

定
の

場
合

と
は

、
送

水
施

設
及

び
配

水
施

設
内

で
濃

度
が

上
昇

し
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

で
あ

り
、

こ
の

場
合

に
は

、
浄

水
施

設
の

出
口

、
送

水
施

設

又
は

配
水

施
設

の
い

ず
れ

か
に

お
い

て
採

取
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

注
２

 
水

源
に

水
又

は
汚

染
物

質
を

排
出

す
る

施
設

の
設

置
の

状
況

等
か

ら
、

原
水

の
水

質
が

大
き

く
変

わ
る

お
そ

れ
が

少
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
（

過
去

３
年

間
に

水
源

の
種

別
、

取

水
地

点
又

は
浄

水
方

法
を

変
更

し
た

場
合

を
除

く
。
）
で

あ
っ
て

、
過

去
３

年
間

に
お

け
る

当
該

事
項

に
つ

い
て

の
検

査
結

果
が

、
基

準
値

の
５

分
の

１
以

下
で

あ
る

と
き

は
、

概
ね

１

年
に

１
回

以
上

と
、

過
去

３
年

間
に

お
け

る
当

該
事

項
に

つ
い

て
の

検
査

結
果

が
、

基
準

値
の

１
０

分
の

１
以

下
で

あ
る

と
き

は
、

概
ね

３
年

に
１

回
以

上
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

注
３

 
当

該
事

項
に

つ
い

て
の

過
去

の
検

査
結

果
が

基
準

値
の

２
分

の
１

を
超

え
た

こ
と

が
な

く
、

か
つ

、
原

水
並

び
に

水
源

及
び

そ
の

周
辺

の
状

況
を

勘
案

し
、

検
査

を
行

う
必

要
が

な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

、
省

略
可

。
 

注
４

 
当

該
事

項
に

つ
い

て
の

過
去

の
検

査
結

果
が

基
準

値
の

２
分

の
１

を
超

え
た

こ
と

が
な

く
、

か
つ

、
原

水
並

び
に

水
源

及
び

そ
の

周
辺

の
状

況
並

び
に

薬
品

等
及

び
資

機
材

等
の

使

用
状

況
を

勘
案

し
、

検
査

を
行

う
必

要
が

な
い

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
、

省
略

可
。
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主
な

水
道

関
連

の
事

故
事

例
等

に
つ

い
て

（
資

料
１

２
－

４
）

平
成

２
５

年
１

月
～

１
２

月

○
管

路
事

故
に

よ
る

断
水

・
漏

水
関

係
（
報

告
総

数
5
9
件

）

事
業

者
名

都
道

府
県

種
別

発
生

日
時

事
故

施
設

事
故

概
要

事
故

原
因

竹
富

町
沖

縄
県

水
道

施
設

の
事

故
（
管

路
）

平
成

2
5
年

1
月

2
0
日

2
1
時

1
1
分

竹
富

島
－

石
垣

島
間

　
海

底
送

水
管

　
Ｄ

Ｃ
ＩＰ

　
口

径
φ

1
5
0

海
底

送
水

管
の

つ
な

ぎ
目

か
ら

漏
水

約
1
6
0
戸

が
断

水
海

底
送

水
管

の
つ

な
ぎ

目
ボ

ル
ト

の
緩

み

犬
山

市
水

道
事

業
愛

知
県

水
道

施
設

の
事

故
（
管

路
）

平
成

2
5
年

2
月

1
8
日

午
後

5
時

3
0
分

既
設

水
管

橋
：
Ｓ

５
１

布
設

  
鋼

管
  
φ

２
０

０
水

管
橋

布
設

替
工

事
に

伴
い

、
１

８
日

午
後

３
時

に
仮

設
配

管
へ

切
替

え
、

配
水

を
開

始
す

る
。

同
日

夕
方

か
ら

使
用

量
の

増
加

に
伴

い
、

管
内

流
速

が
変

化
し

濁
水

が
発

生
す

る
。

（
約

２
，

５
０

０
戸

）

仮
設

配
管

へ
切

替
え

た
こ

と
よ

る
管

内
流

速
等

の
変

動
に

よ
る

濁
水

発
生

福
知

山
市

水
道

事
業

京
都

府
水

道
施

設
の

事
故

（
管

路
）

平
成

2
5
年

6
月

2
5
日

1
4
時

1
5
分

昭
和

4
6
年

施
工

　
鋼

管
　

　
口

径
Φ

4
5
0

水
管

橋
中

央
部

可
と

う
管

接
合

部
か

ら
漏

水
約

8
,4

0
0
戸

が
断

水

伸
縮

可
と

う
管

（
ク

ロ
ー

ザ
ジ

ョ
イ

ン
ト

）
の

リ
ン

グ
締

め
付

け
ボ

ル
ト

の
劣

化
腐

食
に

よ
る

破
断

尾
道

市
水

道
事

業
広

島
県

水
道

施
設

の
事

故
（
管

路
）

平
成

2
5
年

8
月

3
1
日

1
6
時

0
7
分

頃
広

島
県

用
水

の
水

道
管

（
鋳

鉄
管

）
φ

４
５

０
ｍ

ｍ
広

島
県

用
水

の
水

道
管

（
鋳

鉄
管

）
（
口

径
４

５
０

ｍ
ｍ

）
更

新
工

事
中

に
既

設
の

ド
レ

ン
管

が
抜

け
漏

水
し

た
こ

と
に

よ
り

，
坊

士
浄

水
場

（
尾

道
市

）
の

配
水

池
の

緊
急

遮
断

弁
が

閉
ま

り
，

約
２

，
７

０
０

戸
が

断
水

し
た

。

水
道

管
更

新
工

事
に

よ
る

漏
水

（
広

島
県

施
工

）

岡
山

市
水

道
事

業
岡

山
県

水
道

施
設

の
事

故
（
管

路
）

平
成

2
5
年

1
0
月

7
日

午
前

0
時

頃
昭

和
4
5
年

布
設

　
石

綿
セ

メ
ン

ト
管

　
φ

1
0
0
㎜

管
の

側
部

破
裂

1
0
8
戸

が
断

水
老

朽
化

と
考

え
ら

れ
る

横
浜

市
水

道
事

業
神

奈
川

県
水

道
施

設
の

事
故

（
管

路
）

平
成

2
5
年

1
0
月

９
日

1
0
時

3
0
分

頃
口

径
1
0
0
m

m
配

水
管

（
布

設
年

度
：
昭

和
4
2
年

度
　

布
設

深
度

：
1
.2

ｍ
　

管
種

：
C

IP
）

局
職

員
に

よ
る

消
火

栓
の

調
査

中
、

漏
水

音
を

確
認

。
現

地
調

査
に

よ
り

地
下

漏
水

と
判

明
。

2
0
0
戸

が
断

水
分

水
バ

ン
ド

、
ボ

ル
ト

腐
食

に
よ

る
自

然
漏

水

山
形

市
水

道
事

業
山

形
県

水
道

施
設

の
事

故
（
管

路
）

平
成

2
5
年

1
1
月

1
3
日

 午
前

1
0
時

頃
管

路
事

故
：
平

成
2
5
年

布
設

　
管

種
Ｇ

Ｘ
　

口
径

２
０

０
既

設
管

と
の

連
絡

作
業

の
た

め
の

掘
削

時
に

漏
水

と
な

っ
た

。
そ

の
た

め
、

元
の

仕
切

弁
を

閉
め

、
断

水
に

至
っ

た
。

2
,5

0
0
戸

が
断

水

施
工

業
者

の
差

込
不

足
に

よ
る

施
行

不
良

新
発

田
市

水
道

事
業

新
潟

県
水

道
施

設
の

事
故

（
管

路
）

平
成

2
5
年

 1
1
月

2
4
日

2
0
時

0
0
分

こ
ろ

昭
和

3
5
年

布
設

　
石

綿
セ

メ
ン

ト
管

　
口

径
φ

1
5
0
m

m
配

水
管

の
自

然
漏

水
が

発
生

し
、

事
故

発
覚

後
、

速
や

か
に

断
水

広
報

を
行

い
、

又
給

水
車

を
配

置
し

臨
時

給
水

所
を

開
設

し
即

日
復

旧
完

了
し

た
。

2
4
0
戸

が
断

水

老
朽

化
に

伴
う

配
水

管
の

破
裂

事
故

日
進

市
水

道
事

業
愛

知
県

水
道

施
設

の
事

故
（
管

路
）

平
成

２
５

年
１

２
月

２
５

日
１

7
時

３
０

分
昭

和
５

４
年

度
布

設
　

V
W

P
φ

１
０

０
m

m

道
路

下
に

埋
設

さ
れ

た
V

W
P

φ
１

０
０

m
m

の
自

然
漏

水
が

発
生

し
た

。
漏

水
通

報
受

付
後

、
速

や
か

に
現

地
確

認
し

、
仕

切
弁

に
て

止
水

し
て

修
繕

工
事

を
お

こ
な

っ
た

。
緊

急
漏

水
に

伴
い

一
時

的
に

管
内

の
流

速
が

変
わ

っ
た

た
め

広
範

囲
に

て
濁

水
が

発
生

し
た

。
付

近
を

断
水

し
て

復
旧

工
事

を
実

施
、

約
７

時
間

の
断

水
に

て
漏

水
修

理
は

完
了

し
た

。
断

水
6
0
戸

、
濁

水
3
,0

0
0
戸

老
朽

化
し

た
水

道
管

が
破

損
し

て
自

然
漏

水
事

故
が

発
生

。
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○
施

設
事

故
に

よ
る

断
水

・
漏

水
関

係
（
報

告
総

数
1
0
件

）

事
業

者
名

都
道

府
県

種
別

発
生

日
時

事
故

施
設

事
故

概
要

事
故

原
因

横
浜

市
水

道
事

業
神

奈
川

県
水

道
施

設
の

事
故

（
施

設
）

平
成

2
5
年

１
月

1
0
日

6
時

0
0
分

頃
今

井
配

水
池

配
水

ポ
ン

プ
場

配
水

圧
力

の
低

下
断

水
9
,0

0
0
戸

、
濁

水
4
0
,0

0
0
戸

（
最

大
）

圧
力

を
制

御
し

て
い

る
弁

が
故

障
し

た
た

め

福
井

市
水

道
事

業
福

井
県

水
道

施
設

の
事

故
（
施

設
）

平
成

2
5
年

3
月

1
2
日

 1
1
時

0
5
分

頃
な

し
水

道
メ

ー
タ

取
付

け
時

に
指

定
給

水
工

事
業

者
が

誤
っ

て
本

管
バ

ル
ブ

（
φ

3
0
0
）
を

閉
め

た
た

め
、

一
時

的
に

下
流

配
水

区
域

の
約

1
,4

4
8
件

が
断

水
と

な
り

、
再

開
に

あ
た

り
濁

り
が

発
生

し
た

。

水
道

メ
ー

タ
取

付
け

時
に

指
定

給
水

工
事

業
者

が
誤

っ
て

本
管

バ
ル

ブ
（
φ

3
0
0
）
を

閉
め

た
た

め
。

下
妻

市
水

道
事

業
茨

城
県

水
道

施
設

の
事

故
（
施

設
）

平
成

2
5
年

7
月

1
5
日

6
時

5
3
分

配
水

ポ
ン

プ
補

助
継

電
器

盤
配

水
ポ

ン
プ

全
台

停
止

9
,0

0
0
戸

が
断

水

配
水

ポ
ン

プ
補

助
継

電
器

盤
『
フ

ロ
ー

ト
な

し
ス

イ
ッ

チ
』
が

誤
作

動
し

、
配

水
池

水
位

『
低

』
信

号
を

発
し

た
た

め
に

配
水

ポ
ン

プ
保

護
と

し
て

配
水

ポ
ン

プ
が

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
と

な
っ

た
。

座
間

市
水

道
事

業
神

奈
川

県
水

道
施

設
の

事
故

（
施

設
）

平
成

2
5
年

8
月

2
1
日

1
4
時

7
分

受
水

点
流

量
計

（
神

奈
川

県
内

広
域

水
道

企
業

団
施

設
）

用
水

供
給

事
業

者
か

ら
の

受
水

量
が

不
足

し
た

こ
と

に
よ

る
断

減
水

（
受

水
直

送
系

）
4
2
,0

0
0
戸

が
断

減
水

用
水

供
給

事
業

者
が

流
量

計
点

検
を

行
っ

た
際

の
バ

ル
ブ

操
作

ミ
ス

に
よ

っ
て

、
3
0
分

程
度

開
度

不
足

で
の

受
水

と
な

り
、

流
量

が
不

足
し

た
た

め
。

○
給

水
装

置
関

係
（
報

告
総

数
2
件

）

事
業

者
名

都
道

府
県

種
別

発
生

日
時

事
故

施
設

事
故

概
要

事
故

原
因

高
槻

市
水

道
事

業
大

阪
府

給
水

装
置

の
事

故
平

成
2
5
年

4
月

6
日

給
水

管
 （

需
要

者
の

施
設

）

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク

シ
ョ

ン
に

よ
る

工
業

用
水

道
水

の
水

道
水

側
へ

の
混

入
。

冷
却

塔
補

給
水

と
し

て
工

業
用

水
道

水
を

使
用

し
て

い
た

が
、

２
０

０
８

年
７

月
に

水
量

不
足

に
よ

り
水

道
水

を
代

用
す

る
た

め
工

業
用

水
道

水
の

配
管

に
水

道
水

配
管

を
接

続
し

た
こ

と
に

よ
る

。
ま

た
、

混
入

の
直

接
の

原
因

は
水

道
水

と
工

業
用

水
道

水
を

区
切

っ
て

い
た

止
水

バ
ル

ブ
が

半
開

状
態

と
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
。

本
件

に
係

る
健

康
被

害
は

報
告

さ
れ

て
い

な
い

。
止

水
バ

ル
ブ

閉
後

、
水

道
水

と
工

業
用

水
の

配
管

を
切

り
離

し
て

解
消

し
た

。

誤
接

合

長
崎

市
水

道
事

業
長

崎
県

給
水

装
置

の
事

故
平

成
2
5
年

9
月

5
日

給
水

管
 （

需
要

者
の

施
設

）

浄
水

場
で

ろ
過

後
塩

素
未

注
入

の
水

を
配

水
池

に
送

る
送

水
管

に
接

続
さ

れ
て

い
た

も
の

。
給

水
装

置
工

事
は

、
平

成
5
年

～
6
年

に
合

併
前

の
旧

三
和

町
時

代
に

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
。

下
水

道
工

事
に

伴
う

試
掘

の
際

、
個

人
宅

A
で

給
水

管
が

送
水

管
に

接
続

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

判
明

し
た

。
周

辺
世

帯
を

調
査

し
た

と
こ

ろ
、

も
う

１
戸

の
誤

接
続

が
判

明
し

た
。

正
規

の
給

水
管

へ
接

続
し

て
解

消
し

た
。

未
処

理
水

で
は

大
腸

菌
が

検
出

さ
れ

た
が

、
本

件
に

係
る

健
康

被
害

は
報

告
さ

れ
て

い
な

い
。

誤
接

続
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○
水

質
関

係
（
報

告
総

数
2
7
件

）

事
業

者
名

都
道

府
県

種
別

発
生

日
時

施
設

概
要

事
故

概
要

事
故

原
因

群
馬

県
県

央
第

一
水

道
用

水
供

給
事

業
群

馬
県

水
質

の
事

故
平

成
２

５
年

２
月

２
６

日
急

速
ろ

過
２

５
日

の
送

水
か

ら
ジ

ア
ル

ジ
ア

２
０

リ
ッ

ト
ル

中
１

個
検

出
受

水
市

町
村

が
住

民
に

対
し

、
水

道
水

の
煮

沸
を

呼
び

か
け

る
な

ど
の

対
応

を
行

っ
た

。
こ

の
件

に
関

す
る

健
康

被
害

は
報

告
さ

れ
て

い
な

い
。

不
明

（
薬

品
注

入
量

の
最

適
化

、
ろ

過
池

洗
浄

排
水

を
再

利
用

か
ら

排
水

に
変

更
）

佐
伯

市
水

道
事

業
大

分
県

水
質

の
事

故
平

成
２

５
年

４
月

２
６

日
塩

素
消

毒
の

み
給

食
セ

ン
タ

ー
に

て
残

塩
不

検
出

の
連

絡
を

受
け

、
消

毒
さ

れ
て

い
な

い
状

態
で

給
水

し
た

こ
と

が
判

明
し

た
。

飲
用

に
際

し
て

は
、

煮
沸

を
行

う
よ

う
に

防
災

情
報

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
マ

イ
ク

放
送

を
行

っ
た

。

配
管

の
つ

ま
り

に
よ

る
塩

素
注

入
不

良

松
原

市
内

の
専

用
水

道
大

阪
府

水
質

の
事

故
平

成
２

５
年

５
月

８
日

凝
集

沈
殿

、
急

速
ろ

過
、

除
鉄

・
除

マ
ン

ガ
ン

、
膜

ろ
過

塩
素

酸
が

水
質

基
準

を
超

過
（
0
.7

m
g/

L
）
。

市
水

に
切

り
替

え
て

利
用

者
の

安
全

は
確

保
。

不
明

十
日

町
市

東
下

組
簡

易
水

道
新

潟
県

水
質

の
事

故
平

成
２

５
年

５
月

２
２

日
凝

集
、

急
速

ろ
過

深
井

戸
に

て
ヒ

素
が

水
質

基
準

を
超

過
（
0
.0

1
3
m

g/
L
）
。

飲
用

し
な

い
よ

う
に

広
報

し
、

応
急

給
水

を
行

っ
た

。
恒

久
的

に
は

、
当

該
簡

易
水

道
を

廃
止

し
、

廃
止

ま
で

の
期

間
は

近
接

す
る

他
の

簡
易

水
道

か
ら

仮
設

配
管

に
て

給
水

す
る

。

地
質

由
来

関
ヶ

原
町

水
道

事
業

岐
阜

県
水

質
の

事
故

平
成

２
５

年
６

月
１

１
日

凝
集

、
急

速
ろ

過
次

亜
過

剰
注

入
に

よ
る

高
濃

度
残

留
塩

素
の

検
出

。
各

消
火

栓
、

排
泥

バ
ル

ブ
等

か
ら

の
排

水
を

行
う

と
と

も
に

、
広

報
に

て
生

水
を

飲
用

し
な

い
よ

う
に

放
送

を
繰

り
返

し
た

。
人

為
的

ミ
ス

（
配

管
の

設
置

不
良

）

吹
田

市
内

の
専

用
水

道
大

阪
府

水
質

の
事

故
平

成
２

５
年

８
月

２
８

日
受

水
槽

立
入

検
査

時
に

残
留

塩
素

が
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

飲
用

自
粛

を
指

導
し

た
と

こ
ろ

、
中

継
受

水
槽

及
び

高
置

水
槽

の
残

留
水

を
排

水
し

、
タ

ン
ク

内
の

水
の

入
替

え
を

行
う

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
。

後
日

、
再

度
立

入
検

査
を

実
施

し
、

給
水

末
端

で
残

留
塩

素
濃

度
が

0
.3

m
g/

L
 あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
原

因
究

明
、

応
急

措
置

及
び

再
発

防
止

等
に

つ
い

て
に

指
導

し
た

。

受
水

槽
で

の
滞

留
に

よ
る

（
夏

季
休

暇
中

で
使

用
量

が
少

な
か

っ
た

）

安
曇

野
市

水
道

事
業

長
野

県
水

質
の

事
故

平
成

２
５

年
７

月
８

日
急

速
ろ

過
給

水
栓

に
て

黒
色

の
濁

り
が

発
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13．水道水質管理について 

（１）水質基準制度の円滑な施行 

ア．水質基準等の見直し状況（資料 13－１） 

水道法第４条に基づく「水質基準に関する省令」（平成 15 年厚生労働省令第 101

号。以下「水質基準省令」という。）については、内閣府食品安全委員会による最新

の食品健康影響評価に基づき、本年１月 14 日に開催された第 15 回厚生科学審議会生

活環境水道部会において、本年４月１日より亜硝酸態窒素に係る水質基準を追加する

（0.04mg/L）こととされた。加えて、平成 27 年４月１日よりジクロロ酢酸及びトリ

クロロ酢酸に係る水質基準を強化する（いずれも 0.03mg/L）ための手続きを進める

ことが了承された。 

亜硝酸態窒素については、水質基準省令のほか、「水道法施行規則」（昭和 32 年

厚生省令第 45 号）に定める検査回数、「水道施設の技術的基準を定める省令」（平

成 12 年厚生省令第 15 号。以下「施設基準省令」という。）に定める薬品基準及び資

機材材質基準、並びに「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（平成９年厚

生省令第 14 号）に定める給水装置浸出性能基準についても、それぞれ新たな項目と

して設定する改正を行い、本年２月 28 日に公布された。また、関連する検査方法に

係る告示についても、所要の改正を行うこととしている。 

さらに、健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改

正等について」（平成 15 年健発第 1010004 号）に定める水質管理目標設定項目につ

いても、本年４月１日よりアンチモン及びその化合物、ニッケル及びその化合物、並

びに農薬類の対象農薬リストに掲げる農薬のうち２物質（トリクロルホン及びメコプ

ロップ）に係る目標値を見直すこととしたほか、農薬類 10 項目に係る目標値を新た

に設定することとした。加えて、平成 27 年４月１日よりフタル酸ジ（２－エチルへ

キシル）及び農薬類に係る目標値を見直すための手続きを進めることとした。 

 

イ．検出状況の把握 

水道の水質基準については、水道法第４条に基づく省令により、項目とその基準値

が定められている。水質基準については、常に最新の知見に照らして改正していくべ

きとされており、厚生労働省水道課に、水質基準逐次改正検討会を設置して、必要な

知見の収集及び調査研究を実施し、継続的に検討を進めているところである。 

水道水の安全確保のためには、水質基準項目のみにとどまらず幅広く汚染物質の監

視を行うことが望ましい。そのため、各水道事業者等においては、引き続きその実態

に応じて水質管理目標設定項目等についても監視を行っていただくとともに、当該監

視結果を水質基準の逐次改正の検討に役立てるため、データの収集・提供につき協力

をお願いする。 
 

ウ．その他の留意事項 

農薬類は、水道原水から検出される可能性の大きさから、平成 25 年４月１日より、

水質基準農薬類（該当なし）、対象農薬リスト掲載農薬類、要検討農薬類、その他農

薬類、除外農薬類の５つに分類されている。 

検査の対象とする農薬類は、各地域の状況を勘案して適切に選定するものであり、

取水地点上流域近傍における農薬類の使用実態の把握に努めるととともに、対象農薬

リスト掲載農薬類以外の農薬についても、必要に応じて測定を実施していただきたい。 
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（２）統合的アプローチによる水道水質の向上 

ア．水安全計画の策定の検討（資料 13－２） 

厚生労働省では、水源水質事故にみられるような工場排水の流入、浄水処理のトラ

ブル、施設等の老朽化等、水道をとりまく様々なリスクが存在する中で、水道水の安

全性を一層高めるため、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現する手段とし

て、世界保健機関（WHO）が提案している「水安全計画」の策定を推奨しており、平

成 20 年５月には「水安全計画策定ガイドライン」を策定し、平成 23 年度頃までを目

途に水安全計画を策定することが望ましいとして、水道事業者等や関係行政部局に周

知してきたところである。 

水安全計画は、水源から給水に至る水道システムに存在する危害を抽出・特定し、

それらを継続的に監視・制御することにより、安全な水の供給を確実にするシステム

作りを目指すものであり、水源のリスクの把握はもとより、把握したリスクに対応し

た施設・体制であることの確認、関係マニュアル類の見直し事項や施設整備に必要事

項を抽出することが可能となるものであり、平成 25 年３月に策定された「新水道ビ

ジョン」においても、水源事故対策として、統合的アプローチによる水安全計画の策

定を推進するとされている。 

今般、平成 25 年３月末時点での上水道事業及び水道用水供給事業の水安全計画の

策定状況を調査したところ、策定済の事業者は 11.0％（前年比＋2.5％）、策定中の

事業者は 5.6％にとどまっていた。また、水安全計画を策定していても、上流域の施

設の把握が不十分である場合や、水安全計画が常に安全な水を供給していくうえで十

分であることの確認や改善が困難な場合が想定される。 

厚生労働省においては、今年度、中小規模の水道事業者等を念頭に、水安全計画に

基づく水質管理手法導入に向けた支援方策を検討しているところであるが、都道府県

水道ビジョンや水道事業ビジョンにおいて水安全計画の策定について目標を示すと

ともに、未策定の水道事業者等においては、策定に向けた検討を早期に進めるようお

願いする。 

また、策定済の水道事業者等については、水安全計画が常に安全な水を供給してい

くうえで十分なものであることを定期的に確認し、必要に応じて改善を行うようお願

いする。 

（水安全計画について： 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/sui

do/suishitsu/07.html） 

 

イ．飲料水健康危機管理について（資料 13－３、13-４） 

厚生労働省では、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対し

て行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを目的とし

て、平成９年に「飲料水健康危機管理実施要領」(最終改正：平成 25 年 10 月)を策定

して対応しているが、塩素消毒の不徹底や耐塩素性病原微生物による汚染等によって、

健康を脅かす事態が発生している。 

水道事業者等が通常予測できない水道原水の水質変化により、水道供給に支障がが

生ずるため、取水・給水の制限・停止や特殊薬品（粉末活性炭等）の使用等を行った

水質汚染事故による被害の発生件数は、毎年 80 件程度で推移していたが、平成 24 年

度は 180 件に増加した。これは、利根川水系で発生した水道水質事故により急増した

ものと推察される。水質汚染事故による健康被害の発生予防、拡大防止等危機管理に
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関する取組が迅速かつ適正に行われるよう、引き続き特段の配慮をお願いする。 

また、飲料水の水質異常等の情報を把握した場合の厚生労働省への連絡方法につい

ては、「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関

する情報の提供について」（平成 25 年 10 月 25 日付け厚生労働省健康局水道課長）

により通知しているところであるが、飲料水に起因して健康被害が発生した可能性が

ある場合のほか、健康に影響を及ぼすおそれのある飲料水の水質異常が発生した場合

（浄水の遊離残留塩素が 0.1 mg/L 未満となった場合、一般細菌や大腸菌等の基準超

過の場合、健康に影響を及ぼすおそれのある物質の基準超過の継続の場合等）につい

ては、直ちに、厚生労働省水道課に連絡をいただくとともに、改めて、緊急時の迅速・

円滑な対応をお願いする。 

なお、地方公共団体である水道事業者等は、水道水の供給に起因して消費者安全法

に規定する「重大事故等」が発生したことを把握した場合、同法の規定に基づき、直

ちに消費者庁へ通知するよう義務付けられている。ただし、地方公共団体から各府省

に対して重大事故等に関する情報の通知がなされる場合には、通知を受けた各府省が

消費者庁へ通知することとして差し支えないこととされている。水道事業者等におい

ては、水道に係る事故等が発生した場合、「消費者庁関連法の施行に伴う水道事故等

に関する情報提供の徹底について」（平成 21 年９月 30 日付け事務連絡）を参考にし

て、当課への速やかな情報提供をお願いする。 

 

ウ．耐塩素性病原生物対策の推進（資料 13－５） 

①対策指針に基づく対策の徹底 

クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策については、その汚染のおそれの

程度に応じて、ろ過設備又は紫外線処理設備を整備する等の対応措置を講じることと

し、平成 19 年３月に施設基準省令を改正するとともに、「水道におけるクリプトス

ポリジウム等対策指針」（以下「対策指針」という。）を定め、水道事業者等におい

てはこれらに基づき対策を進めていただいている。 

平成８年に、我が国で初めて水道水に起因するクリプトスポリジウムによる感染症

が埼玉県越生町で発生して以来、水道水中のクリプトスポリジウム等が原因と判明し

た感染症発生事例は報告されていなかったが、平成 22 年に千葉県成田市の貯水槽水

道が原因とみられるジアルジア症が発生した。また、水道原水からは全国的に検出さ

れているほか、水処理に問題が生じた結果、浄水から検出された事例や貯水槽水道か

ら検出された事例も報告されている。 

施設基準省令において、「原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合」

は、浄水施設にろ過設備又は紫外線処理設備等の措置を講じることを義務づけている。

これに該当するか否かは、大腸菌及び嫌気性芽胞菌（以下「指標菌」という。）の検

出状況と原水水源の種類によって判断されるため、原水中の指標菌の検査を行わなけ

れば、当該浄水施設は施設基準省令に適合していない可能性を否定できないことに留

意されたい。 

また、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれのある施設については、濁度管

理の徹底等の措置について遺漏なきようお願いする。なお、水道原水のクリプトスポ

リジウム等の検査についても、水道法第 20 条第１項の水質検査に準ずることとし、

水質検査計画に位置づけることとしている。定期的に水道原水のクリプトスポリジウ

ム等及び指標菌の検査を実施して水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚

染のおそれの程度を把握するようお願いする。なお、未だ汚染のおそれの程度を把握
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していない場合には、対策指針に基づき、早期に水道原水に係る検査の実施及び必要

な措置を講じるようお願いする。 

さらに、クリプトスポリジウム等の検査については、検査結果の正確を期するため、

「飲料水におけるクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェック実施要領に

ついて」（平成 19 年３月 30 日健水発第 0330007 号厚生労働省健康局水道課長通知）

に基づくクロスチェックの実施に遺漏なきようお願いする。 

 

②汚染のおそれの判断の実施 

平成 25 年３月末現在、水道事業者等において、原水のリスクレベルの判断が行わ

れていない施設数は 2,252 施設であった。そのうち指標菌の検査が未実施（いずれか

一つの指標菌しか検査をせず、当該検査結果が未検出の場合も含む）である施設数は

1,857 施設あった。平成 19 年度末時点で 7,848 施設あったリスクレベル未判断施設

の数は、毎年着実に減少している。 

前述のとおり、原水の指標菌検査は、浄水施設の施設基準省令との適合性を確認す

るために、実質的に検査の実施が義務づけられていることから、未だ指標菌の検査を

実施していない水道事業者等は、検査機関への委託を活用するなどにより指標菌の検

査をお願いする。また、指標菌が検出されているにもかかわらずリスクレベルの判断

を行っていない施設数は、地表水を水源とする施設が 61 施設、地表水以外を水源と

する施設は 37 施設存在している。これらの施設は、それぞれ対策指針に基づくレベ

ル４、レベル３の施設に該当するものであり、これらのレベルに応じた対策を進めて

いただきたい。 

 

③施設整備等の推進 

平成 25 年３月末現在、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策の実施状

況に関しては、レベル４の 4,114 施設及びレベル３の 3,140 施設のうち、対策施設を

検討中の施設はレベル４で約 15％（623 施設）、レベル３で約 56％（1,757 施設）で

あった。昨年度（レベル４は 642 施設、レベル３は 1,771 施設）と比べて、検討中の

施設は減少し、対策済み施設が増加している。 

対策指針に基づき、レベル４の施設においては、ろ過池等の出口の濁度を 0.1 度

以下に維持することが可能なろ過設備導入の対策を早急に進める必要があり、また、

レベル３の施設においては、ろ過設備又は紫外線処理設備導入の対策を進める必要が

ある。なお、浄水処理の安全性を一層高めるために、ろ過池等の出口の濁度を 0.1 度

以下に維持することが可能なろ過設備と紫外線処理設備を併用してもよい。 

平成８年以降は、貯水槽水道以外が原因のクリプトスポリジウム等による感染症の

集団発生は生じていないが、水道原水からは全国的に検出されており、凝集処理に問

題が生じた際、浄水から検出された事例もあることから、引き続きろ過水の濁度管理

等の徹底をお願いする。 

なお、施設基準省令では、浄水施設において満足すべき耐塩素性病原生物対策に係

る要件として、「原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、

これらを除去することができるろ過等の設備が設けられていること」とされており、

当該要件を満足すれば、対策指針で必ずしも明確に位置付けられていない浄水技術で

あっても、クリプトスポリジウム等対策として排除されるものではないことにご留意

願いたい。ただし、そのような浄水技術を導入しようとする場合は浄水方法の変更に

該当し、水道法の規定に基づく事業変更認可が必要であり、当該認可にあたり、紫外
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線処理技術等と同様に、実験データ等により当該技術の有効性や施設基準への適合性

等について個別に確認する必要がある。 

 

（３）水質検査の信頼性確保 

ア．妥当性評価ガイドラインについて 

標準検査法には、同等以上の機器等の使用を認める記述がなされているものの、同等

以上の判断は個々の検査機関に委ねられていたが、各検査機関が定める検査等の標準作

業書の妥当性を確認する方法として、平成 24 年９月６日に「水道水質検査における妥

当性評価ガイドラインについて」（健水発 0906 第１～４号厚生労働省健康局水道課長

通知）を発出し、平成 25 年 10 月１日から適用したところである。また、本ガイドライ

ンに係る質疑応答集を平成 26 年１月に発出しており、妥当性評価の実施にあたり参考

としていただきたい。 

各検査機関にて実施した妥当性評価結果は、水質検査の結果の根拠となる書類（水道

法施行規則第 15 条第８項第１号ホ）となることから、水質検査を委託している水道事

業者等におかれては、委託先の検査機関を監督するにあたり、本ガイドラインに基づく

妥当性評価の実施状況を確認するようお願いする。また、水質検査を自ら実施又は受託

する水道事業者等の検査機関におかれては、妥当性が未評価の場合には、速やかな評価

の実施をお願いする。 

 

イ．外部精度管理調査の実施について（資料 13－６） 

厚生労働省では、水質検査に係る技術水準の把握及び向上を目的として、平成 12 年

度から、登録水質検査機関、国認可水道事業者、地方公共団体の機関を対象に統一試料

を用いた外部精度管理調査を実施しており、調査結果に基づき登録水質検査機関の階層

化評価及び公表を行っている。 

階層化評価の結果、適正であると判断された機関の名称等については、水道課ウェブ

サイトに掲載しているので、登録水質検査機関の選定、監督等にあたり参考とされたい。 

また、自己検査を実施している水道事業者等におかれては、平成 26 年度の外部精度

管理調査（マンガン及び１，４－ジオキサンを予定）への積極的な参加をお願いする。 

 

ウ．登録水質検査機関の指導・監督について（資料 13－７） 

厚生労働省では、登録水質検査機関の指導・監督について、登録時及び３年ごとの登

録更新時に「登録の手引き」に基づいて作成された申請書類を審査するほか、毎年度実

施する統一試料を用いた外部精度管理によって問題が発覚した検査機関に対する助言

及び「登録水質検査機関における水質検査の業務管理要領」（平成 24 年９月 21 日健水

発 0921 第２～５号厚生労働省健康局水道課長通知）による指導を行っているところで

ある。 

また、厚生労働省では、従前から実施している外部精度管理調査に加え、平成 24 年

度から、登録水質検査機関が行う日常の水質検査業務において、精度が確保された適切

な水質検査が実施されているか確認することを目的とした日常業務確認調査を実施し

ており、調査結果をとりまとめて公表しているところである。 

水道法施行規則では水道事業者等についても日常業務確認調査を行うよう規定して

いるところであり、水道事業者等におかれても当省の取組を参考にした日常業務確認調

査の実施をお願いする。 
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（４）水質管理の充実・強化（資料13－８） 

ア．専用水道、簡易専用水道及び飲用井戸等に係る権限の移譲 

平成 25 年４月１日から、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律」（平成 23 年法律第 105 号）により、専用

水道及び簡易専用水道に係る事務権限がすべての市に移譲されたところである。また、

飲用に供する井戸等及び水道法等の規制対象とならない水道の衛生対策についても

すべての市が実施することが適切であることから、「地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等について」

（平成 23 年８月 30 日付け健発 0830 第 10 号厚生労働省健康局長通知）により、「飲

用井戸等衛生対策要領」を改正したところである。 

移譲先の市において円滑に事務が執行されるよう、都道府県に対し、市移譲先部局

と情報を共有するなど、積極的な連携体制を図るとともに適切な助言を行うようお願

いしているところであるので、水道事業者におかれては、引き続きご配慮をお願いす

る。 

 

イ．貯水槽水道への指導等の推進 

簡易専用水道については、水道法に基づき、その設置者は毎年定期的に管理状況等

についての検査を受けなければならないこととされており、管理基準に適合していな

い場合は、都道府県知事等は設置者に対し必要な措置を指示することができるとされ

ている。また、簡易専用水道に該当しない小規模貯水槽水道については、都道府県等

の条例・要綱に基づき指導いただいているところである。 

簡易専用水道の管理の検査受検状況は、平成 24 年度は 78.7％であり、近年は 80％

前後で推移している。都道府県、保健所設置市、特別区毎では、それぞれ 75.7％、

79.7％、74.3％となっている。簡易専用水道の検査において指摘のあった施設の割合

は 26.2％であり、特に衛生上問題があったために報告された割合は 0.5％であった。 

また、小規模貯水槽水道（貯水槽の有効容量が 10m3以下のもの）の検査受検状況は、

平成 24 年度は 3.2％であり、近年は 3％前後で推移している。小規模貯水槽水道の検

査において指摘のあった施設の割合は、29.3％であり、特に対策の充実が急務となっ

ている。 

厚生労働省では、貯水槽水道について管理の適正化を図るため、「貯水槽水道の管

理水準の向上に向けた取組の推進について」（平成 22 年３月 25 日健水発 0325 第５

号厚生労働省健康局水道課長通知）を発出し、都道府県等に対し、水道事業者との施

設所在地の情報共有や簡易専用水道登録水質検査機関からの代行報告の活用、未受検

施設に対する指導の実施等貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組を推進するよ

うお願いしているところであるので、水道事業者におかれては、引き続きご配慮をお

願いする。 
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行政

水道事業者

検査機関

貯水槽水
道所在地
の情報提
供要請

貯水槽水道設置者

情報提供

代行報告要請

代行報告

検査の実施
及び
代行報告協議

検査依頼
及び
代行報告了解

水道事業者としての
指導、助言等

効率的な受検指導、
衛生改善指導等

 
 

調査によると、都道府県等が把握している簡易専用水道の検査受検率は約 80％で

あり、最新の施設所在地を把握している都道府県等や、代行報告を活用している都道

府県等においては、受検率が高い傾向が見られた。一方、一部の保健所設置市や特別

区の衛生行政担当部局においては簡易専用水道の受検情報自体を把握していないこ

とも判明した。貯水槽水道への指導が不十分なことによって飲用水の衛生確保に支障

をきたすことが懸念されるため、都道府県等に対し、水道事業者や簡易専用水道登録

水質検査機関と連携しつつ、未受検貯水槽水道に対する指導等を徹底するようお願い

しているところであるので、水道事業者におかれては、引き続きご配慮をお願いする。 

なお、平成 18 年３月に貯水槽水道に関する管理運営マニュアルが作成されている

ので、参考とされたい。 

（貯水槽水道に関する管理運営マニュアル  

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/04_01.html） 

 

ウ．専用水道における水質管理 

専用水道の管理に係る技術上の業務に関しては、都道府県等の指導の下、水道法に

基づき水道技術管理者を中心に行われているところである。 

しかしながら、平成 25 年には、学校の専用水道にて使用水量が減少する時期に適

切に管理せず、遊離残留塩素が不検出となった事案や、除鉄・除マンガン処理後、膜

処理を行っていた病院の専用水道で塩素酸が水質基準超過した事案が発生した。 

専用水道設置者が水道法に基づく定期及び臨時の水質検査を確実に実施し、また、

水質異常時に直ちに原因究明を行い所要の対策を講じるよう、都道府県等において、

専用水道設置者の指導の強化に努めることが期待される。なお、小規模水道において、

給水量の増加や施設規模の拡大等によって専用水道に該当する場合がある。 

 

エ．飲用井戸の衛生確保のための対策の推進 

近年、水道法の規制対象とならない飲用井戸等において、依然として、これら施設

において水質基準を超過している事例が見られることから、これらの施設における衛

生確保についての対応が急務となっている。 

飲用井戸における水質検査の受検率は低いが、水質基準に適合していない飲用井戸

が多数存在し、健康影響等の問題も懸念される。平成 18 年には井戸水に起因して乳

児ボツリヌス症の発症があり、また平成 24 年 11 月には井戸水から水道水質基準を約

100 倍上回る六価クロムが検出されるなど、一層の衛生対策の強化が求められる。都
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道府県等においても、「飲用井戸等衛生対策要領」（昭和 62 年１月 29 日衛水第 12

号厚生省生活衛生局長通知別紙）により、飲用井戸等の衛生対策の徹底を図ることが

期待される。 

特に、汚染が判明した場合の措置については、その汚染原因を調査するとともに、

必要に応じて当該汚染井戸のみならず、その周辺井戸についても水質調査等も併せて

実施する必要がある。なお、汚染井戸の設置者に対しては、水道への加入等の措置が

指導されることになるので、水道事業者におかれてはご留意いただきたい。 

 

（５）水質異常時の対応能力の強化 

ア．水道水源における水質事故への対応の強化 

我が国の水道水源の多くは河川水等に依存しているが、上流に大量の化学物質を使

用し又は処理する施設がある場合には、上流からの有害物質等の流入によって水質事

故が発生し、取水停止や給水停止に至るおそれがある。平成 24 年５月には、利根川

水系の浄水場で水道水質基準を超過する濃度のホルムアルデヒドが検出され、首都圏

の７浄水場で取水停止、千葉県で 87 万人が断水被害するという水質事故が発生した。 

これを受け、厚生労働省では、水質事故に備えた水道における対策のあり方等につ

いて検討し、平成 25 年３月 28 日に「水道水源における水質事故への対応の強化につ

いて」（健水発 0328 第１号厚生労働省健康局水道課長通知）を通知した。 

本通知を踏まえ、また、前述の水安全計画を活用しつつ、水源を共有する他の水道

事業者等及び関係行政部局と連携して、水源の上流域におけるリスクを把握し、排出

側での未然防止が図られるよう情報提供を行うとともに、水質事故発生時に備えた体

制整備、水源のリスク把握の強化等を行い、水質事故への対応能力の向上を図られた

い。 

 

イ．突発的水質事故発生時における摂取制限等による給水継続の考え方の整理 

水道水は飲用のみならず、炊事、洗濯、風呂、水洗便所等に使用されるものであり、

利用者の利便性の確保に加え、都市機能や公衆衛生の維持に不可欠なものである。 

突発的な水質事故等により水質異常が生じた場合の対応については、「水質基準に

関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留

意事項について」（平成 15 年 10 月 10 日健水発第 1010001 号厚生労働省健康局水道

課長通知）により示してきたところである。水道事業者等が同通知に基づく対策を実

施するにあたり、近年の水質事故等の経験を踏まえ、断水による影響も考慮し、摂取

制限等の対応を行いつつ給水を継続することについて、選択肢として適切に判断でき

るよう、厚生労働省において考え方をとりまとめているところである。 

 

ウ．浄水施設での対応が困難な物質の抽出等（水道危害項目（仮称）の設定） 

通常、水道原水や浄水中では検出されないため、水道水の水質基準や水質管理目標

設定項目には該当しないものの、事故が発生した場合等に水道に危害を及ぼすおそれ

がある物質については、厚生労働省において該当する項目の抽出、物性等の情報の収

集整理を行っているところである。 
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今後の水質基準等の見直しについて 
 

１．概要 

 

水質基準については、平成 15 年の厚生科学審議会答申において、最新の科学的知

見に従い、逐次改正方式により見直しを行うこととされており、厚生労働省では水

質基準逐次改正検討会を設置し所要の検討を進めている。 

 

図 水質基準等の体系 

 

平成 26 年１月 14 日第 15 回厚生科学審議会生活環境水道部会において、内閣府食

品安全委員会の食品健康影響評価の結果等に基づき、今後の水質基準等の見直しの

方向性が示された。 

 

２．見直しの方向性 

 

【水質基準項目】 

亜硝酸態窒素に係る水質基準等の設定（平成 26年４月１日施行） 

 
基準値等 

水質基準 0.04 mg/L 以下 

薬品基準 0.004 mg/L 以下 

資機材材質基準 0.004 mg/L 以下 

（資料 13―１） 
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給水装置浸出

性能基準 

水栓その他末端給水用具 0.004 mg/L 以下 

末端以外の給水用具又は給水管 0.04 mg/L 以下 

検査回数 
「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒

素」の項目と同等 

 

亜硝酸態窒素に係る検査方法の設定等（平成 26年４月１日施行） 

１）「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成 15

年厚生労働省告示第 261 号） 

ア 水質基準項目の追加に係る検査方法の設定等 

・亜硝酸態窒素に係る分析方法にイオンクロマトグラフ（陰イオン）による

一斉分析法（別表第 13）を設定する。 

・別表第 13 の「３ 試料の採取及び保存」の項にて、試料に残留塩素が含ま

れている場合には、試料１Ｌにつきエチレンジアミン溶液（50mg／ml）１

ml を加えることとする。ただし、亜硝酸態窒素の検査を行わない場合は、

エチレンジアミン溶液の添加を省略することができることとする。 

・表１に掲げる、亜硝酸態窒素に係る検水の濃度範囲を 0.004～0.4mg／Ｌと

する。 

イ その他の事項 

・ガスクロマトグラフ－質量分析計を使用する別表（別表第 14、15、16、17、

19、25、26、27、27 の２、29）について、「純度 99.999ｖ／ｖ％以上のヘ

リウムガス」に限定していたキャリアーガスの種類を拡大し、同程度の検

出感度が得られるキャリアーガスの利用を認める。 

・その他所要の改正を行う。 

 

２）「資機材等の材質に関する試験」（平成 12年厚生省告示第 45号） 

「３ 分析方法」に規定する浸出液の分析方法に、亜硝酸態窒素に係る分析方法

としてイオンクロマトグラフ法を追加する。 

 

３）「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」（平成９年厚生省告示第 111 号） 

第２の「３ 分析方法」に規定する浸出液の分析方法に、亜硝酸態窒素に係る分

析方法としてイオンクロマトグラフ法を追加する。 
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ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る水質基準の見直し（平成 27年４月１日施行

予定） 

項目 現行基準値 新基準値（案） 

ジクロロ酢酸 0.04 mg/L 以下 0.03 mg/L 以下 

トリクロロ酢酸 0.2 mg/L 以下 0.03 mg/L 以下 

 

【水質管理目標設定項目】 

アンチモン、ニッケル及び対象農薬リスト掲載農薬類の目標値の見直し（平成 26 年

４月１日施行） 

項目 現行目標値 新目標値 

アンチモン及びその化合物 0.015 mg/L 以下 0.02 mg/L 以下 

ニッケル及びその化合物 0.01 mg/L 以下（暫定） 0.02 mg/L 以下 

オキサジクロメホン（除草剤） － 0.02 mg/L 以下 

オリサストロビン（殺虫剤、殺菌剤） － 0.1 mg/L 以下 

カズサホス（殺虫剤） － 0.0006 mg/L 以下 

グルホシネート（除草剤、植物成長

調整剤） 
－ 0.02 mg/L 以下 

ジチオカルバメート系農薬（殺虫剤、

殺菌剤） 
－ 

0.005 mg/L 以下 

（二硫化炭素として） 

チアジニル（殺虫剤） － 0.1 mg/L 以下 

トリクロルホン（DEP）（殺虫剤） 0.03 mg/L 以下 0.005 mg/L 以下 

ピラクロニル（除草剤） － 0.01 mg/L 以下 

フェントラザミド（除草剤） － 0.01 mg/L 以下 

ベンゾビシクロン（除草剤） － 0.09 mg/L 以下 

メコプロップ（MCPP）（除草剤） 0.005 mg/L 以下 0.05 mg/L 以下 

メタム（カーバム）（殺虫剤） － 0.01 mg/L 以下 

 

フタル酸ジ（２－エチルへキシル）及び対象農薬リスト掲載農薬類の目標値の見直

し（平成 27 年４月１日施行予定） 

項目 現行目標値 新目標値（案） 

フタル酸ジ（２－エチルへキシル） 0.1 mg/L 以下 0.08 mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L 以下 0.05 mg/L 以下 

オキシン銅（有機銅） 0.04 mg/L 以下 0.03 mg/L 以下 
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都道府県別・水安全計画の策定状況 
 

平成 25年３月末時点での上水道事業及び水道用水供給事業の水安全計画の策定状況は、

以下のとおりである。 

 

（資料 13―２） 
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図１： 水安全計画策定済み及び策定中の事業者数の割合（全事業者） 

 

 

図２： 水安全計画策定済み及び策定中の事業者数の割合 

（上水道事業又は用水供給事業を経営する事業者） 

 

 

図３： 水安全計画策定済み及び策定中の事業者数の割合 

（簡易水道事業のみを経営する事業者） 
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飲料水に関する健康危機管理・水質事故 

１. 飲料水健康危機管理実施要領の概要 
（１） 趣旨及び目的 

 「飲料水健康危機管理実施要領」（平成９年１月策定、平成 25 年 10 月最終改
正）は、「厚生労働省健康危機管理基本指針」（平成９年１月策定、平成 24 年
11 月最終改正）に基づき、飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止等
の危機管理の適正を図るため、厚生労働省における責任体制及び権限行使の発動
要件について定めたものである。 

 
（２） 対象となる飲料水 

 水道事業者等（水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道設置者）並びに
簡易専用水道設置者が供給する水道水、水道法の規制が適用されない小規模水道
により供給される水、井戸水 等 

 
（３） 情報の収集 

 飲料水に係る健康危険情報を入手したときに、厚生労働省及び都道府県等の所
管に応じ情報収集を行い、さらに詳細な情報の収集を行う手順や継続的なフォロ
ーアップを実施することなどを定めた。 

 （情報の例）水道原水に係る水質の異常、水道水を原因とする食中毒等の発生 等 
 
（４） 情報の伝達 

 厚生労働大臣、官邸への情報伝達及び厚生労働省内部や関係省庁との間の情報
伝達のルールなどを定めた。 

 
（５） 対策の決定 

 飲料水を原因とする健康危険情報を入手した場合に、水道法に基づく権限の発
動要件と手順、継続して情報収集して対策内容に反映させることや、対策の情報
を公開することなどを定めた。 

 （権限の例）立入検査の実施、水道用水の緊急応援の実施 等 
 
（６） 健康危険情報の提供 

情報提供の窓口を水道課水道水質管理官とし、電子メール等の活用により、迅
速に情報提供することなどを定めた。 

 
２．最近の水質事故事例と未然防止策 

①衛生上必要な措置の実施について 
（例１）用水受水地点でジアルジアが検出され、煮沸を呼びかけた上で給水継続。  
（例２）浄水場沈砂池内に油の入ったビニール袋が投入される事件が発生し、取

水を停止。  
・水道施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入っ

て水が汚染されるのを防止する措置を徹底。  
・水道水源の監視、水道施設の警備等の取組を徹底。 

 
②残留塩素濃度の確保について 

（例１） 塩素滅菌機が稼働しなかったことにより、住民が細菌性腸炎を発症。
患者宅では残留塩素濃度が 0 mg/L であった。 

（例２） 毎日検査において残留塩素濃度が 0.1 mg/L 未満となっていたにもかか
わらず、未対応。1 ヶ月以上の間、残留塩素濃度不足で給水していた。  

・塩素注入設備等の適切な点検を実施。 
・毎日検査の確実な実施と適切なチェック。 
・異常値が出た場合の連絡体制を確保。  

（資料 13－３） 
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３．健康影響の発生した水質汚染事故 
発生年月日 発生場所 原因飲料水 原因物質等 発生施設 摂食者数 患者数 

H8.6 埼玉県 水道水 クリプトスポリジウム 浄水場   8,812  

H15.3.17 新潟県 井戸水 

ノロウィルス、ウェルシュ、

黄色ブドウ球菌、カンピロ

バクター、大腸菌 

飲食店 227  151  

H15.6.10 石川県 井戸水 ノロウィルス 飲食店 522  76  

H15.7.4 大分県 井戸水 
腸管出血性大腸菌（ＶＴ産

生） 
家庭 4 3 

H15.7.20 千葉県 
冷水器（簡易専用水

道） 
A 群ロタウィルス 学校 86  47  

H15.9.5 愛媛県 
冷水器（推定、水源は

専用水道（深井戸）） 

カンピロバクター・ジェジュ

ニ／コリ 
学校 525  69  

H16.3 月上旬 広島県 井戸水 
大腸菌群が検出されたが

特定できず 
家庭 17  15  

H16.8.18 石川県 簡易水道（表流水） 
カンピロバクター・ジェジュ

ニ／コリ 
宿泊施設 78  52  

H17.3.16 秋田県 簡易水道(地下水) ノロウィルス 家庭等   29  

H17.6.30 山梨県 簡易水道(表流水) 
カンピロバクター・ジェジュ

ニ／コリ 
家庭等   76  

H17.7.6 大分県 
専用水道(無認可、表

流水） 

プレシオモナス・シゲロイ

デス 
宿泊施設 280  190  

H17.7.18 大分県 井戸水 病原大腸菌(O168) キャンプ場 348  273  

H17.8.2 長野県 湧水 病原大腸菌(O55) 宿泊施設 81  43  

H17.8.13 高知県 井戸水 不明 家庭等 28  16  

H18.8.20 福島県 湧水 
カンピロバクター・ジェジュ

ニ 
家庭等   71  

H18.9.17 宮城県 井戸水？ A 型ボツリヌス菌(芽胞菌) 家庭等 9 1 

H21.9.24 鳥取県 
不明（飲料水：簡易水

道の可能性あり） 
不明 家庭等   36  

H22.11.15 千葉県 小規模貯水槽水道 
クリプトスポリジウム、ジア

ルジア 
家庭等 43 28 

H23.7.23 長野県 専用水道（沢水） 病原大腸菌(O121) 宿泊施設   16  

H23.8.1 山形県 湧水 病原大腸菌(O157) 家庭等 5 2 

H24.7.14 富山県 簡易水道(地下水) 
エルシニア・エンテロコリチ

カ 
家庭等   3 

H25.5.9 大阪府 簡易専用水道？ 
ノロウィルス、カンピロバク

ター・ジェジュニ 
飲食店  不明 

H25.5.29 神奈川県 簡易専用水道 一般細菌、大腸菌 家庭等 85 11*1 

（平成 26 年２月末現在） 

*1 水道水（受水槽水）が原因であったかは不明。 
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水質汚染事故による水道の被害及び水道の異臭味被害状況について 
 

1.調査内容及び方法 

（1）水質汚染事故による水道の被害状況 

水道事業者等が通常予測できない水道原水の水質変化により、水道水を供給す

るにあたって問題が生じ、平成24年度に取水・給水の制限・停止や特殊薬品（粉

末活性炭等）の使用等を行った水質汚染事故による被害について、都道府県等を

通じて水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道（以下「水道事業者等」とい

う。）を対象に調査を行った。 

（2）異臭味等による水道の被害状況 

湖沼の富栄養化等の水道水源状況の悪化により、平成24年度に水道原水がカビ

臭等による異臭味被害を受け、応急的な対応を行った水道事業者等の数及び給水

栓で異臭味の被害を受けた利用者数を、都道府県を通じて水道事業者等（専用水

道を除く。）を対象に調査を行った。 

 

2.調査結果 

（1）水質汚染事故による水道の被害状況 

水質汚染事故の発生状況等を表1－1から1－3､図1－1から1－3に示す。 

平成24年度に水質汚染事故により被害を受けた水道事業者等の数は180であり、

これは全水道事業者等※（15,983事業）の約1.1％にあたる。水道の事業形態別で

は上水道事業が154事業、簡易水道事業は7事業、専用水道は4施設、水道用水供

給事業は15事業であった。また、水源別の発生状況は、全181水源のうち表流水

が99水源（55％）、伏流水4水源（2.2％）、地下水4水源（2.2％）となっている。 

発生した事故件数は、全159件であり、原因物質別では油類が64.2％（102件）

を占め、以下件数が多い順に、アンモニア態窒素13.8％（22件）、有機物4.4％（7
件）、濁度及び臭気それぞれ2.5％（各4件）となっている。また、汚染原因とし

ては、不明が全体の55.3％を占めるが、農業･畜産業が14.5％、工場等10.1％、車

両5.0％土木工事2.5％となっている。 

近年の傾向としては、油類を原因とする事故件数が全体の約５割を上回る状況

が継続している。また、事故件数は、平成14年度までは年間約150件前後を推移

していたが、近年は200件前後で推移している。 

※厚生労働省水道課調べ（平成23年度）による。 

 
 
 
 

（資料 13－４） 
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表 1－1 水質汚染事故による被害を受けた水道事業者等の経年変化 

   平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 平 均 

上水道 42 (2) 41 (1) 36 (3) 49 (4) 154 (21) 63 (6) 

簡易水道 15 (2) 5 (2) 12 (6) 11 (5) 7 (2) 10 (4) 

専用水道 7 (5) 8 (6) 10 (4) 6 (3) 4 (2) ７ (4) 

水道用水供給 9 (1) 11 (1) 18 (1) 15 (1) 15 (2) 13 (1) 

合  計 73 (10) 65 (10) 76 (14) 81 (13) 180 (27) 94 (16) 

 
注） 

・ 水質汚染事故とは、水道事業者等が通常予測できない水道原水の水質変化により、①給水停

止又は給水制限、②取水停止又は取水制限、③特殊薬品（粉末活性炭等）の使用のいずれか

の対応措置を行ったものとした。 
・ 右側括弧内の数字は、被害を受けた水道事業者等のうち、①給水停止又は給水制限を行った

事業者等の数を示す。 
 

 
表 1－2 水質汚染事故による被害を受けた水源数（平成 24 年度） 

表
流
水

伏
流
水

地
下
水

他
表
流
水

伏
流
水

地
下
水

他
表
流
水

伏
流
水

地
下
水

他
表
流
水

伏
流
水

地
下
水

他
表
流
水

伏
流
水

地
下
水

他 計

北海道 8 2 10 10

東　北 3 3 3

関　東 43 72 1 3 1 11 54 3 74 131

中　部 6 2 8 8

近　畿 3 1 1 4 1 5

中　国 4 2 1 1 5 3 8

四　国 1 1 1 2 1 3

九　州 11 1 12 12

沖　縄 1 1 1

小　計 79 3 72 5 1 1 1 3 1 15 99 4 4 74 181

合　計 181(180)

区　分

上水道 用水供給専用水道簡易水道 合　　　計

154(154) 7(7) 5(4) 15(15)  
注） 合計欄の（ ）内の数字は、被害を受けた水道事業者数を示す。 
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図 1－1 水質汚染事故により被害を受けた水道事業者等数の経年変化 
 
 

 
 

表 1－3 水質汚染項目別水質汚染事故件数の経年変化 
汚染原因物質
油類 108 46.0% 112 53.8% 123 60.3% 110 57.9% 102 64.2%
有機物 34 14.5% 6 2.9% 7 3.4% 8 4.2% 7 4.4%
濁度 45 19.1% 35 16.8% 25 12.3% 11 5.8% 4 2.5%
臭気 5 2.1% 9 4.3% 14 6.9% 14 7.4% 4 2.5%
ｐＨ 0 0.0% 3 1.4% 2 1.0% 0 0.0% 1 0.6%
農薬 1 0.4% 1 0.5% 5 2.5% 4 2.1% 2 1.3%
無機物 4 1.7% 3 1.4% 1 0.5% 4 2.1% 2 1.3%
界面活性剤 3 1.3% 0 0.0% 1 0.5% 2 1.1% 2 1.3%
色度 1 0.4% 2 1.0% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0%
硝酸態窒素 5 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
アンモニア態窒素 12 5.1% 25 12.0% 14 6.9% 13 6.8% 22 13.8%
塩素イオン 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 2.1% 0 0.0%
その他 17 7.2% 12 5.8% 12 5.9% 19 10.0% 13 8.2%

合  計 235 208 204 190 159

平成22年度 平成23年度 平成24年度平成20年度 平成21年度

 
注）左欄は汚染原因物質別事故発生件数、右欄は全体に占める各項目の割合を示す。 

  ※事故件数は平成 24 年度に発生したもの全てであり、一つの事業者が複数の事故について報告した場

合すべての事故を計上している。 
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図 1－2 水質汚染事故における水質汚染項目（平成 24 年度、全 159 事故） 
注）本図は表 1－3 の平成 24 年度分のデータについてグラフ化したもの。 
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図 1－3 水質汚染事故の汚染原因（平成 24 年度、全 159 事故） 
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（2）異臭味等による水道の被害状況 

近年の異臭味等による水道の被害発生状況は、表2－1、図2－1のとおりである。

また、図2－2は平成24年度に浄水で異臭味被害を受けたとして報告のあった事例

についての異臭味の種類別割合を示す。 

湖沼の富栄養化等の水源水質の悪化により、カビ臭等の異臭味による被害を受

けた人口（以下、「異臭味被害人口」という。）は、平成２年度のピーク時に2,
000万人台まで増加したが、高度処理の導入等により近年は改善傾向にあり、平

成19年度から平成21年度まで200万人を下回り、平成24年度は276万人だった。 

平成24年度の異臭味被害人口は約276万人となっており、平成23年度の約258
万人からはやや増加した。異臭味被害を受けた水道事業者数は123あり、平成23
年度から約２割増加した。平成24年度の状況を地域別に見ると、異臭味被害人口

は関東地方が最も多い。また、東北及び九州地方では前年度に比べて増加し、中

国及び四国地方では前年度に比べて減少した。 

 
表 2－1 水道における異臭味等による被害の発生状況（原水又は浄水） 

対象人口

(千人)※2

対象人口

(千人)※2

対象人口

(千人)※2

対象人口

(千人)※2

対象人口

(千人)※2

北海道 3 0 0 0 0 0 0 0 7 (1) 3

東　北 3 12 3 417 7 153 6 54 5 (2) 275

関　東 16 (5) 46 15 (5) 37 17 (6) 57 30 (14) 708 46 (18) 1,369

中　部 6 (3) 74 3 (1) 388 0 0 0 0 1 0

近　畿 13 (2) 150 16 (3) 28 12 (1) 133 15 (3) 196 26 (4) 288

中　国 17 (3) 1,150 14 (4) 565 12 (3) 910 25 (6) 951 18 (3) 305

四　国 5 112 2 203 6 298 3 426 4 (2) 194

九　州 14 (2) 153 14 (2) 151 12 (1) 626 19 (2) 248 16 (2) 327

計 77 (15) 1,697 67 (15) 1,789 66 (11) 2,177 98 (25) 2,583 123 (32) 2,761

発生事業

者数※1

発生事業

者数※1

発生事業

者数※1

発生事業

者数※1

平成２４年度平成２２年度平成２０年度 平成２１年度

地　域

平成２３年度

発生事業

者数※1

 
注） 

・ 異臭味等による被害とは、原水及び浄水中の異臭味（カビ臭、ヘドロ臭等）、カルキ臭（ク

ロラミン臭）、ろ過障害、着色障害、排水処理障害の発生により、凝集剤等薬品注入量の

増加等、浄水処理の強化等により対応したものをいう。ただし、管路からの金属臭は除く。 
※1： 被害事業者数には原水のみに異臭味が発生し、浄水では被害が発生していない事業者を含

む。また、被害事業者数右の（ ）内の数字は、水道用水供給事業の数を内数で表したも

のである。 
※2： 被害人口とは、浄水で 1 日以上の期間異臭味による被害が発生した浄水施設に係る給水人

口である。また、被害人口は、百の位を四捨五入し、千人単位で表示しているため、各ブ

ロックの総計と計の数は必ずしも一致しない。 
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図 2－1 水道における異臭味被害の発生状況経年変化 
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図 2－2 浄水における異臭味被害の種類別内訳（平成 24 年度、全 72 件） 
 

注）  

・ 浄水で異臭味被害を受けた 58 の水道事業者から報告された全 72 件に対する

異臭味の種類別割合。被害別に該当する異臭味項目を選択(複数回答あり)。 
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水道におけるクリプトスポリジウム等対策の実施状況について 
 
１．調査内容及び方法  

水道事業、水道用水供給事業及び専用水道における「水道水におけるクリ

プトスポリジウム等対策指針」（以下「対策指針」という。）に基づく浄水

施設でのろ過又は紫外線処理施設の整備や水源変更等によるクリプトスポリ

ジウム等対策の実施状況について平成 25年３月末現在の調査を行った。また、

これまでのクリプトスポリジウム等の検出による給水停止等の対応状況をと

りまとめた。  
 
２．調査結果等  
（１）平成 25年３月末現在の対策指針に基づく予防対策の実施状況は表－１，

２，３及び図－２，３のとおり。  
①表流水、伏流水、浅井戸又は深井戸を水源とする浄水施設（全量浄水受

水以外の施設） 20,105施設のうち、水道原水のクリプトスポリジウム等

による汚染のおそれがある施設（予防対策の必要な施設）は 7,254施設（約

36％）である。  
②このうち 4,874施設では、既に対策施設設置等の予防対策について実施済

みである。  
③残る 2,380施設については、対策施設設置等について検討中である。この

ような施設には簡易水道等の小規模な水道事業者によるものが多い。  
 ・給水人口ベース  
  簡易水道：約 69万人（ 20.8%）、上水道：約 256万人（ 77%）  
 ・施設数ベース  
  簡易水道： 1,537施設（ 64.5%）、上水道： 607施設（ 25.5%）  
 これらの施設では、当面の措置として対策指針に基づき原水の水質監視

を徹底し、クリプトスポリジウム等が混入するおそれが高まった場合に

は、取水停止等を行うこととされている。  
④クリプトスポリジウム等の汚染のおそれの判断を行っていない施設数

（レベル未判定施設数）は 2,252施設あり、そのうち指標菌（大腸菌及び

嫌気性芽胞菌）の検査が未実施（どちらか一つの指標菌しか検査してい

ない場合も含む）の施設は 1,857施設あり、約 82%を占めた。また、水源

が地表水で指標菌が検出されておりレベル４に該当するもののクリプト

スポリジウム等の汚染のおそれの判断を行っていない施設が 61施設、水

源が地表水以外で指標菌が検出されておりレベル３に該当するもののク

リプトスポリジウム等の汚染のおそれの判断を行っていない施設が 37施
設あった。  

（２）水道の浄水等でクリプトスポリジウム等が検出され、給水停止等の対

応を行ったとして、平成 26年２月末迄に厚生労働省健康局水道課に報告

された事例は表―４のとおり。平成８年の埼玉県越生町上水道における

事故以降、水道事業、水道用水供給事業及び専用水道が供給する水を原因とするク

リプトスポリジウム等による感染症発生事例は報告されていないが、平成 22

（資料 13－５） 
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年の千葉県成田市において貯水槽での汚染が原因と見られるジアルジ

ア症が発生した。  
 
（参考）クリプトスポリジウム等対策の促進策について  

厚生労働省においては、平成９年度から膜処理施設の整備を国庫補助の対象とし、

さらに、平成 17年度には、簡易水道におけるクリプトスポリジウム等対策としてろ過

施設整備に代替して開発する水源施設の整備を国庫補助対象に加え、積極的に対策を

進めてきたところである。また、平成19年３月の水道施設の技術的基準を定める省令の改正を踏

まえ、一般的なろ過施設より安価に整備することができる紫外線処理施設の整備を国庫補助対象に加え

るとともに、対策が必要な既存水源を廃止し、別の自己水源から給水する場合等に必要な施設の整備を

国庫補助対象に加え、クリプトスポリジウム等対策の一層の推進を図ることとしている。 
 

 

 
 

図－１ 水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断の流れ 
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表―１ 対策指針に基づく予防対策の実施状況（平成25年３月末現在） 

 
注１）「調査対象浄水施設」とは、調査で回答のあった浄水施設のうち、表流水、伏流水、湧水、地下水（浅井

戸及び深井戸）を水源とする浄水施設（全量浄水受水以外の施設）であり、水道統計の数値とは異なる。 
注２）「対策施設設置等を検討中の浄水施設」とは、対応の必要な浄水施設のうち、対策指針に示すろ過施設の

設置等の恒久的な予防対策を検討中（実施中を含む）の施設であり、このうち具体的な導入予定のある施

設数を括弧内に示す。なお、これらの施設では、当面の措置として原水の水質監視を徹底し、クリプトス

ポリジウム等が混入するおそれが高まった場合には、取水停止等を行っている。 
注３）厚生労働省水道課調べ（平成23年度）による。 
注４）水道原水に係わる指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）の検査結果に基づくレベル判断を未実施である施設の

数。ろ過等による浄水処理対策を実施済みの施設も含まれる。 

上水道 簡易水道

5,446 8,051 168 6,440 20,105 20,124

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

119,508,170 4,712,166 ― 436,823 124,657,159 124,817,005

(100%) (100%) (―%) (100%) (100%) (100%)

1,224 2,411 154 325 4,114 4,051

(22%) (30%) (92%) (5%) (20%) (20%)

1,169 1,908 151 263 3,491 3,409

55 503 3 62 623 642

(5) (113) (3) (10) (131) (133)

196,237 217,592 0 29,786 443,615 418,354

(0.2%) (4.6%) (―%) (6.8%) (0.4%) (0.3%)

1,065 1,747 5 323 3,140 3,069

(20%) (22%) (3%) (5%) (16%) (15%)

415 667 4 131 1,217 1,174

98 46 0 22 166 124

552 1,034 1 170 1,757 1,771

(211) (305) (1) (38) (555) (557)

2,365,108 476,266 0 38,042 2,879,416 3,245,236

(2%) (10%) (―%) (9%) (2%) (3%)

1,275 1,517 6 1,457 4,255 4,385

(23%) (19%) (4%) (23%) (21%) (22%)

1,624 1,430 3 3,287 6,344 6,049

(30%) (18%) (2%) (51%) (32%) (30%)

258 946 0 1,048 2,252 2,570

(5%) (12%) (0%) (16%) (11%) (13%)

193 785 0 879 1,857 2,023

14 45 0 2 61 81

10 20 0 7 37 36

(参考)
H23年度

実績
合計

対応済みの浄水施設数

専用水道

水道事業
水道用水供

給事業

給水人口（人）

レベル１施設数

レベル２施設数

給水人口（人）

レベル４施設数

調査対象浄水施設注１数

対策施設を検討中の浄水施設注２

数

対策施設を検討中の浄水施設注２

数

対応済みの浄水施設数（紫外線
照射）

対応済みの浄水施設数（ろ過）

レベル３施設数

地表水以外で指標菌検出
 → レベル3

地表水で指標菌検出
 → レベル4

指標菌の検査が未実施

レベル不明施設数注４

給水人口注３（人）
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表―２ 都道府県別対応状況（施設数） 

 

都道府県
調査対象浄
水施設(A)

対応の必要
な浄水施設

数(B)
B/A(%)

対応済みの
浄水施設数

(C)
C/B(%)

対策施設設
置等検討中
の浄水施設

数(D)

D/B(%)

北海道 957 365 38.1% 267 73.2% 98 26.8%

青森県 252 77 30.6% 63 81.8% 14 18.2%

岩手県 460 230 50.0% 177 77.0% 53 23.0%

宮城県 253 114 45.1% 85 74.6% 29 25.4%

秋田県 411 136 33.1% 72 52.9% 64 47.1%

山形県 216 93 43.1% 53 57.0% 40 43.0%

福島県 519 191 36.8% 103 53.9% 88 46.1%

茨城県 432 77 17.8% 61 79.2% 16 20.8%

栃木県 519 89 17.1% 45 50.6% 44 49.4%

群馬県 521 154 29.6% 82 53.2% 72 46.8%

埼玉県 439 90 20.5% 75 83.3% 15 16.7%

千葉県 878 80 9.1% 66 82.5% 14 17.5%

東京都 294 63 21.4% 57 90.5% 6 9.5%

神奈川県 411 92 22.4% 51 55.4% 41 44.6%

新潟県 536 239 44.6% 123 51.5% 116 48.5%

富山県 367 81 22.1% 35 43.2% 46 56.8%

石川県 287 59 20.6% 37 62.7% 22 37.3%

福井県 249 106 42.6% 40 37.7% 66 62.3%

山梨県 545 176 32.3% 70 39.8% 106 60.2%

長野県 794 321 40.4% 144 44.9% 177 55.1%

岐阜県 691 327 47.3% 211 64.5% 116 35.5%

静岡県 916 203 22.2% 100 49.3% 103 50.7%

愛知県 394 126 32.0% 122 96.8% 4 3.2%

三重県 374 156 41.7% 95 60.9% 61 39.1%

滋賀県 191 95 49.7% 77 81.1% 18 18.9%

京都府 424 215 50.7% 161 74.9% 54 25.1%

大阪府 244 65 26.6% 57 87.7% 8 12.3%

兵庫県 534 308 57.7% 247 80.2% 61 19.8%

奈良県 193 74 38.3% 39 52.7% 35 47.3%

和歌山県 212 129 60.8% 115 89.1% 14 10.9%

鳥取県 372 69 18.5% 18 26.1% 51 73.9%

島根県 335 206 61.5% 161 78.2% 45 21.8%

岡山県 280 178 63.6% 138 77.5% 40 22.5%

広島県 371 200 53.9% 167 83.5% 33 16.5%

山口県 245 125 51.0% 90 72.0% 35 28.0%

徳島県 219 107 48.9% 80 74.8% 27 25.2%

香川県 131 98 74.8% 69 70.4% 29 29.6%

愛媛県 475 257 54.1% 185 72.0% 72 28.0%

高知県 357 132 37.0% 76 57.6% 56 42.4%

福岡県 544 143 26.3% 129 90.2% 14 9.8%

佐賀県 202 84 41.6% 58 69.0% 26 31.0%

長崎県 597 273 45.7% 198 72.5% 75 27.5%

熊本県 684 106 15.5% 70 66.0% 36 34.0%

大分県 507 180 35.5% 114 63.3% 66 36.7%

宮崎県 306 186 60.8% 107 57.5% 79 42.5%

鹿児島県 883 325 36.8% 234 72.0% 91 28.0%

沖縄県 84 54 64.3% 50 92.6% 4 7.4%

合計 20,105 7,254 36.1% 4,874 67.2% 2,380 32.8%
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表―３ クリプトスポリジウム等対応状況（給水人口） 

 
注）現在給水人口は水道統計（平成 23 年度）による。 

  

都道府県 現在給水人口(A)
対応不要又は対
応済みの浄水施

設人口(B)
B/A(%)

対策施設設置等
検討中の浄水人

口(C)
C/A(%)

北海道 5,357,446 5,249,161 98.0% 108,285 2.0%

青森県 1,315,757 1,283,963 97.6% 31,794 2.4%

岩手県 1,210,348 1,156,472 95.5% 53,876 4.5%

宮城県 2,285,512 2,254,514 98.6% 30,998 1.4%

秋田県 963,011 904,105 93.9% 58,906 6.1%

山形県 1,135,588 1,105,454 97.3% 30,134 2.7%

福島県 1,776,559 1,727,628 97.2% 48,931 2.8%

茨城県 2,740,467 2,715,069 99.1% 25,398 0.9%

栃木県 1,894,801 1,674,094 88.4% 220,707 11.6%

群馬県 1,984,571 1,848,607 93.1% 135,964 6.9%

埼玉県 7,185,948 7,122,663 99.1% 63,285 0.9%

千葉県 5,866,372 5,863,668 100.0% 2,704 0.0%

東京都 13,197,807 13,196,510 100.0% 1,297 0.0%

神奈川県 9,039,050 8,910,293 98.6% 128,757 1.4%

新潟県 2,323,869 2,285,458 98.3% 38,411 1.7%

富山県 1,009,726 993,436 98.4% 16,290 1.6%

石川県 1,148,133 1,141,152 99.4% 6,981 0.6%

福井県 774,509 719,294 92.9% 55,215 7.1%

山梨県 853,747 815,128 95.5% 38,619 4.5%

長野県 2,109,433 1,918,895 91.0% 190,538 9.0%

岐阜県 1,979,667 1,851,741 93.5% 127,926 6.5%

静岡県 3,708,218 3,556,095 95.9% 152,123 4.1%

愛知県 7,402,067 7,390,893 99.8% 11,174 0.2%

三重県 1,874,166 1,757,093 93.8% 117,073 6.2%

滋賀県 1,410,562 1,365,517 96.8% 45,045 3.2%

京都府 2,619,668 2,597,968 99.2% 21,700 0.8%

大阪府 8,854,375 8,837,908 99.8% 16,467 0.2%

兵庫県 5,558,765 5,407,342 97.3% 151,423 2.7%

奈良県 1,379,831 1,342,922 97.3% 36,909 2.7%

和歌山県 985,525 959,616 97.4% 25,909 2.6%

鳥取県 577,011 533,597 92.5% 43,414 7.5%

島根県 683,937 659,838 96.5% 24,099 3.5%

岡山県 1,914,844 1,765,014 92.2% 149,830 7.8%

広島県 2,705,534 2,681,028 99.1% 24,506 0.9%

山口県 1,332,842 1,247,962 93.6% 84,880 6.4%

徳島県 745,337 687,703 92.3% 57,634 7.7%

香川県 981,134 949,467 96.8% 31,667 3.2%

愛媛県 1,341,467 1,166,430 87.0% 175,037 13.0%

高知県 705,299 625,545 88.7% 79,754 11.3%

福岡県 4,736,755 4,709,092 99.4% 27,663 0.6%

佐賀県 810,128 796,241 98.3% 13,887 1.7%

長崎県 1,384,845 1,312,566 94.8% 72,279 5.2%

熊本県 1,559,581 1,546,385 99.2% 13,196 0.8%

大分県 1,076,021 982,216 91.3% 93,805 8.7%

宮崎県 1,093,727 953,314 87.2% 140,413 12.8%

鹿児島県 1,661,841 1,372,030 82.6% 289,811 17.4%

沖縄県 1,401,358 1,393,041 99.4% 8,317 0.6%

合計 124,657,159 121,334,128 97.3% 3,323,031 2.7%
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図－２ 都道府県別対応状況（施設数） 

 
 
 
 
 

 
図－３ 都道府県別対応状況（給水人口） 

未対応人口の割合 
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表－４ 水道におけるクリプトスポリジウム等検出状況と対応の事例（給水停止等の対応を行ったもの） 

平成 26 年 2 月末現在  

 
※ 原水からクリプトスポリジウム等が検出された場合で「対策指針」に基づく対策が講じられていない施設の事例を含む。 

年度 件数
都道府県
市町村

種別 浄水処理 長期的対応 備考

平成8年度 1 埼玉県
越生町

上水道 急速ろ過処理 膜ろ過施設設置 浄水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
住民14,000人のうち8,800人が感染。

鳥取県
鳥取市

簡易水道 塩素処理のみ 上水道事業に併合 原水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

兵庫県
山崎町

簡易水道 塩素処理のみ 膜ろ過施設設置 原水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

福井県
永平寺町

簡易水道 急速ろ過処理 浄水処理管理強化 原水及び浄水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

兵庫県
夢前町

簡易水道 塩素処理のみ 膜ろ過施設設置 原水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

平成11年度 1 山形県
朝日村

上水道 塩素処理のみ 広域用水供給事業から受水 原水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ及びｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

青森県
三戸町

簡易水道 塩素処理のみ 膜ろ過施設設置 浄水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

沖縄県
名護市

小規模
水道

簡易ろ過及び
塩素処理

上水道事業に併合 浄水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

岩手県
平泉町

簡易水道 塩素処理のみ 水源変更、急速ろ過施設設置 浄水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

愛媛県
今治市

上水道 塩素処理のみ 当該水源は使用中止 浄水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

岩手県
釜石市

簡易水道 緩速ろ過処理 浄水処理管理強化 原水及び浄水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

兵庫県
山崎町

簡易水道 塩素処理のみ 膜ろ過施設設置 原水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

鹿児島県
財部町

上水道 塩素処理のみ 膜ろ過施設設置予定 原水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

愛媛県
北条市

上水道 急速ろ過、活
性炭処理

ろ材入替、浄水処理管理強
化を予定

浄水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

平成14年度 1 山形県
新庄市

簡易水道 塩素処理のみ 応急対策として膜処理装置
設置、長期的には上水道事
業と統合予定

原水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

大分県
別府市

上水道 塩素処理のみ 当該水源は使用中止 原水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

山形県
米沢市

小規模
水道

塩素処理のみ 応急対策として膜ろ過施設
設置、長期的には水源変更

浄水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

平成16年度 1 兵庫県
宝塚市

上水道 急速ろ過処理 安全確認迄の間飲用制限、
浄水処理管理強化を実施

原水及び浄水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

平成17年度 0 該当なし

平成18年度 1 大阪府
能勢町

簡易水道 急速ろ過 濁度計を設置し常時濁度管理
を徹底

原水及び浄水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

富山県
富山市

簡易水道 塩素処理のみ 上水道事業に併合 原水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

富山県
高岡市

簡易水道 急速ろ過
(濁度管理不可)

紫外線処理施設設置予定 原水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

平成20年度 1 山形県
村山市

簡易水道 塩素処理のみ 膜ろ過施設設置 原水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

平成21年度 0 該当なし

富山県
南砺市

専用水道 塩素処理のみ 紫外線処理施設の設置ある
いは隣接簡易水道への切り
替え

原水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

千葉県
成田市

小規模貯
水槽水道

― 貯水槽を更新 給水栓水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ及びｼﾞｱﾙｼﾞｱを検
出。
小規模貯水槽水道の利用者43人のうち28人が
体調不良。4人がジアルジアに感染。

平成23年度 1 長野県
伊那市

簡易水道 急速ろ過 原水及び浄水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

平成24年度 1 群馬県 用水供給 急速ろ過 浄水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

北海道
島牧村

飲料水
供給施設

塩素処理のみ 膜ろ過施設設置 原水及び浄水からｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑを検出。
感染症患者なし。

東京都
八王子市

専用水道 除鉄・除マンガン
処理

原水からｼﾞｱﾙｼﾞｱを検出。
感染症患者なし。

計 28

平成22年度 2

平成25年度 2

平成13年度 5

平成15年度 2

平成19年度 2

平成9年度 2

平成10年度 2

平成12年度 3
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（資料13－６） 

 

 

 

• 統一試料調査
・参加機関数：422機関

（登録水質検査機関：214 水道事業者等：160 衛生研究所等：48）
・対象検査項目：ホウ素、クロロ酢酸
・Grubbs検定で棄却となった機関及び検査方法告示からの逸脱が見られた
機関は、原因考察及びその改善策を提出

• 実地調査
・Grubbs検定で棄却となった登録水質検査機関（5機関）について実施

• 階層化評価
・統一試料調査及び実地調査の結果により、第１群・第２群・要改善・
その他に階層化

• 統一試料の設定濃度
項目 試料調整濃度設定値（μg/L） 水質基準値

ホウ素 950 1000μg/L
クロロ酢酸 7.00 20μg/L

国の外部精度管理調査の概要（H25)

項目 対象

機関数

Grubbs検定
棄却機関数

統計値が一定以上の機関数

Zスコア※1 変動係数※2

登録検
査機関

ホウ素 214 2(0.9%) 9（4.2%） 0（0%）
クロロ酢酸 214 3(1.4%) 5（2.3%） 0（0%）

水道事
業者等

ホウ素 154 6(3.3%) 7（4.5%） 0（0%）
クロロ酢酸 146 5(3.4%) 4（2.7%） 0（0%）

衛生研
究所等

ホウ素 45 4(7.8%) 5（11.1%） 0（0%）
クロロ酢酸 37 3(8.1%) 3（8.1%） 0（0%）

※1 Ｚスコアの絶対値が３以上の機関数
※2 変動係数が無機物10%,有機物20%を超えた機関数

国の外部精度管理調査の結果（H25)

棄却機関については、実地調査の結果を踏まえ階層化評価した。その結果、
第１群は172機関（80.4%）、第２群は39機関(18.2%)、要改善は3機関（1.4%）であった。

適正であった機関名を厚生労働省HPで公表（水道水質検査精度管理検討会の
ページ内）したので、参考とされたい。
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（資料13－７） 

 

※平成24年度調査結果による 

日常業務確認調査の結果を踏まえた改善点

＜課題＞ ＜対応＞

適切かつ実効性のある標準作業書の整備・運用の徹底

標準作業書が、
１）検査方法告示のまま
２）検査方法告示に準じていない
３）実効性がない

・標準作業書は、すべての検査員が同様の方法、かつ同等の精度で
検査結果が出せるよう、具体の操作手順、器具の使用方法等を記載し
た実効性のあるものを整備する。

・水質検査部門管理者等は、水質検査が標準作業書に基づき適切に
実施されていることを確認すべき。

分析機器、試薬類及び標準物質の適切な管理

分析機器の点検内容が良否のみにより
判断・記録する項目のみ。

・機器の稼働や感度等の状態に関連する数値記録をとり、中長期的な
経時変化を把握するなど、日常点検等を充実させる。

試薬容器への記入事項が不足、管理簿
を整備していない。

・試薬には、調整日、濃度、保管条件等、標準原液には購入日、開封
日、保管条件等の必要事項を記入、管理簿にて使用量も含めた管理
を行うことが望ましい。

検査結果のチェック体制の充実
内部・外部精度管理結果の検査体制へのフィードバックと是正処置の適切な取組
知識の蓄積と意識の向上を目的とする教育訓練の実施

（精度管理結果不良等に対する）是正処
置の取組が不十分である、また取組が
あっても記録や情報提供が不十分。

・精度不良に対する是正処置は、検査の品質の確保、向上という面か
ら実施後まもなく効果を確認する。

・部門管理者は是正処置の実施内容を十分に理解のうえ、検査部門
は適切な標準作業書の更新や教育訓練を実施、信頼性確保部門は
精度管理の計画策定等に反映。

日常業務確認調査の実施にあたり、参考とされたい。
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貯水槽水道及び飲用井戸等に係る衛生管理状況について 

 
１．調査内容 

（１）簡易専用水道の衛生管理状況 

 水道法第34条の２で定められている簡易専用水道の管理の検査の受検状況、検査事

項の不適合状況等について調査を行った。 

（２）小規模貯水槽水道の衛生管理状況 

小規模貯水槽水道（貯水槽の有効容量が10m3以下のもの）について、都道府県、保

健所設置市及び特別区（以下「都道府県等」という。）の条例・要綱等の制定状況、

施設数並びに検査実施状況等の調査を行った。 

（３）飲用井戸等の衛生管理状況 

 水道法の規制を受けない水道であって、人の飲用に用いられているものについて、厚

生労働省では、飲用井戸等衛生対策要領（昭和62年１月29日付衛水第12号、平成25年４

月１日最終改正、平成26年4月1日改正予定）において都道府県等に対して適正管理につ

いて通知している。また、条例、要綱等を制定する都道府県等についてはそれぞれの例

規に基づき指導がなされている。条例・要綱等の制定状況、飲用井戸等の水質検査結果

等について調査を行った。 

 

２．調査方法及び時期 

都道府県等の水道担当部局に対し簡易専用水道、小規模貯水槽水道及び飲用井戸につい

て、平成24年度の衛生管理状況の調査を実施した。 

平成24年度の簡易専用水道の検査実績については、都道府県等から収集した簡易専用水

道検査機関（地方公共団体の機関及び登録検査機関）による検査実績をもとに集計した。 

 

３．調査結果 

（１）簡易専用水道 

簡易専用水道の定期検査の実施施設数及び検査における指摘事項は表１－１、１－２に

示すとおりである。また、特に衛生上問題があったために報告された施設についての指摘事

項は表１－３、行政による立入検査数は表１－４、都道府県、保健所設置市、特別区別の施

設設置状況、検査実施状況等は表１－５、全国の施設数及び受検率の経年変化は図１－１の

とおりである。 

（資料 13－８） 
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表１－１ 簡易専用水道の設置状況及び検査実施状況 
 

  平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 

検査対象施設数  212,573 212,462 211,720 211,717 213,558 

検査実施施設数 170,064 167,926 169,037 168,026 167,995 

  受検率 80.0% 79.0% 79.8% 79.4% 78.7% 

注） 
・各都道府県、保健所設置市、特別区毎の受検率は表１―５参照 

 
 

表１－２ 簡易専用水道の検査における不適合内容の推移 
 

  平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 

検査指摘施設数 59,092 46,452 46,088 42,464 43,964 

  検査指摘率 34.7% 27.7% 27.3% 25.3% 26.2% 

    水槽の周囲の状態 12.0% 13.5% 13.4% 14.6% 12.4% 

施   受水槽本体の状態 14.3% 16.9% 17.5% 19.8% 16.4% 

  受 受水槽上部の状態 7.0% 8.2% 8.2% 9.2% 7.5% 

設   受水槽内部の状態 10.4% 12.3% 12.6% 13.4% 11.7% 

  水 マンホールの状態 17.1% 19.5% 20.5% 22.4% 20.0% 

の   ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 7.9% 8.8% 8.3% 8.8% 7.9% 

  槽 通気管の状態 10.7% 11.9% 12.3% 12.7% 11.3% 

外   水抜き管の状態 8.4% 10.0% 9.2% 9.6% 9.9% 

    高置水槽本体の状態 8.0% 9.8% 8.9% 9.5% 9.5% 

観 高 高置水槽上部の状態 1.8% 2.3% 1.9% 2.2% 1.8% 

  置 高置水槽内部の状態 7.3% 8.8% 8.7% 9.2% 8.2% 

検 水 マンホールの状態 12.8% 15.6% 15.0% 16.2% 14.4% 

  槽 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 5.4% 6.1% 5.5% 6.0% 5.3% 

査   通気管の状態 13.4% 14.6% 13.9% 14.4% 13.3% 

    水抜き管の状態 2.1% 2.4% 2.1% 2.1% 1.7% 

  他 給水管等の状態 1.3% 1.4% 2.0% 1.5% 1.3% 

水
質
検
査 

臭気 0.01% 0.006% 0.03% 0.01% 0.02% 

味 0.004% 0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 

色 0.03% 0.03% 0.02% 0.01% 0.03% 

色度 0.04% 0.06% 0.04% 0.05% 0.08% 

濁度(濁りを含む) 0.07% 0.09% 0.03% 0.04% 0.07% 

残留塩素 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.8% 

書類の整備保存の状況 25.5% 30.3% 33.1% 34.8% 32.3% 

注） 
※1：検査指摘施設数は、検査機関から上記 23 項目についての指摘を受けた施設数 
※2：検査指摘率は、検査実施施設数に対する検査指摘施設数の割合 
・ 検査項目別の指摘率は、検査指摘施設数に対する割合（複数回答あり） 
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表１－３－１ 簡易専用水道の検査において「特に衛生上問題があった」ために報告された内容の推移 
 

      平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 

報告施設数 693 686 755 877 756 

  報告率 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 

    水槽の周囲の状態 6.6% 13.0% 7.3% 6.0% 8.6% 

施   受水槽本体の状態 23.4% 29.6% 33.0% 28.3% 30.2% 

  受 受水槽上部の状態 5.2% 9.8% 6.0% 5.0% 8.6% 

設   受水槽内部の状態 12.6% 18.2% 22.3% 15.5% 22.5% 

  水 マンホールの状態 13.3% 19.8% 14.7% 18.5% 39.9% 

の   ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 4.2% 7.7% 3.8% 4.1% 6.9% 

  槽 通気管の状態 7.5% 11.4% 6.5% 7.9% 13.5% 

外   水抜き管の状態 2.5% 5.7% 2.3% 6.6% 3.6% 

    高置水槽本体の状態 14.9% 16.5% 18.7% 15.3% 15.7% 

観 高 高置水槽上部の状態 2.3% 3.9% 2.4% 2.2% 2.5% 

  置 高置水槽内部の状態 9.5% 10.5% 8.9% 8.7% 13.2% 

検 水 マンホールの状態 12.1% 17.2% 15.2% 13.7% 22.4% 

  槽 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 4.9% 9.3% 5.4% 3.9% 7.1% 

査   通気管の状態 14.9% 16.6% 11.7% 9.1% 14.9% 

    水抜き管の状態 1.6% 5.5% 2.4% 1.7% 2.0% 

  他 給水管等の状態 8.2% 3.8% 4.4% 2.7% 6.7% 

水
質
検
査 

臭気 0.3% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% 

味 0.1% 0% 0.1% 0.2% 0.1% 

色 0.6% 0.4% 0.4% 0.5% 0.1% 

色度 1.3% 1.3% 1.6% 1.7% 1.5% 

濁度(濁りを含む) 0.1% 1.5% 0.4% 0.6% 1.1% 

残留塩素 29.3% 29.2% 18.8% 13.1% 19.0% 

書類の整備保存の状況 8.5% 14.0% 11.7% 12.3% 23.5% 

注） 
 ※1： 報告施設数は、平成 15 年 7 月 23 日付厚生労働省告示第 262 号の規定に基づき、特に衛生上問

題があると認められたため、設置者から行政庁へ報告の措置が行われた(代行報告等を含む)施設

数である。 
 ※2：報告率は、検査実施施設数に対する衛生上問題があるとして報告(通報)された施設数の割合である。 
  ・ 検査項目別の報告率は、報告施設数に対する割合（複数回答あり） 
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表１－３－２ 簡易専用水道の検査において「特に衛生上問題があった」ために報告された内容 
 

      平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 

報告施設数 693 686 755 877 756 

  報告率 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 

内

訳 

汚水槽その他排水設備から水槽に

汚水若しくは排水が流入し、又はそ

のおそれがある場合 

8.7% 3.2% 3.9% 24.9% 25.7% 

水槽内に動物等の死骸がある場合 2.7% 5.1% 6.0% 3.8% 6.5% 

給水栓における水質の検査におい

て、異常が認められる場合 
32.0% 31.2% 26.6% 14.8% 18.9% 

水槽の上部が清潔に保たれず、又

はマンホール面が槽上面から衛生

上有効に立ち上がっていないた

め、汚水等が水槽に流入するおそ

れがある場合 

4.5% 4.8% 3.8% 4.2% 11.9% 

マンホール、通気管等が著しく破損

し、又は汚水若しくは雨水が水槽に

流入するおそれがある場合 

46.8% 45.9% 50.5% 50.3% 73.3% 

その他検査者が水の供給について

特に衛生上問題があると認める場

合 

18.0% 9.8% 14.3% 11.2% 12.2% 

注） 

※1： 報告施設数は、平成 15 年 7 月 23 日付厚生労働省告示第 262 号の規定に基づき、特に衛生上問題が

あると認められたため、設置者から行政庁へ報告の措置が行われた(代行報告等を含む)施設数である。 

※2： 報告率は、検査実施施設数に対する衛生上問題があるとして報告(通報)された施設数の割合である。 

・ 内訳別の報告率は、報告施設数に対する割合(複数回答あり) 
 

 

表１－４ 簡易専用水道における行政立入検査・指導数（平成 24 年度） 

 

  
立入検査件数 

改善指導件数 

  口頭指導 文書指導 改善命令 

都道府県 4,436 1,554 247 12 

保健所設置市 6,274 2,038 1,120 0 

特別区 164 73 52 0 

合計 10,874 3,665 1,419 12 
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表１－５ 簡易専用水道の設置状況及び検査（平成 24 年度） 
（都道府県）保健所設置市、特別区を除く          （保健所設置市） 
  検査対象 把握検査実施 把握受検率※     検査対象 把握検査実施 把握受検率※ 

  施設数 施設数※ （％）     施設数 施設数※ （％） 

北海道 2,462 1,516 61.6    札幌市 3,603 2,940 81.6  

青森 852 796 93.4    函館市 483 320 66.3  

岩手 918 680 74.1    小樽市 233 217 93.1  

宮城 1,675 1,270 75.8    旭川市 450 349 77.6  

秋田 569 570 100.2    青森市 459 366 79.7  

山形 1,239 571 46.1    盛岡市 806 546 67.7  

福島 1,706 1,266 74.2    仙台市 4,068 2,944 72.4  

茨城 3,567 2,602 72.9    秋田市 521 459 88.1  

栃木 2,020 1,230 60.9    郡山市 754 528 70.0  

群馬 1,543 1,140 73.9    いわき市 459 377 82.1  

埼玉 10,586 7,036 66.5    宇都宮市 1,261 785 62.3  

千葉 5,453 4,812 88.2    前橋市 763 409 53.6  

東京 7,356 7,100 96.5    高崎市 506 376 74.3  

神奈川 4,186 3,758 89.8    さいたま市 2,987 1,993 66.7  

新潟 1,815 1,370 75.5    川越市 810 587 72.5  

富山 558 397 71.1    千葉市 1,611 1,369 85.0  

石川 618 453 73.3    船橋市 1,129 858 76.0  

福井 834 583 69.9    柏市 564 514 91.1  

山梨 1,517 1,099 72.4    八王子市 763 669 87.7  

長野 1,684 1,283 76.2    町田市 521 479 91.9  

岐阜 1,331 1,246 93.6    横浜市 8,153 6,940 85.1  

静岡 3,626 2,578 71.1    川崎市 3,115 2,896 93.0  

愛知 4,632 4,197 90.6    相模原市 1,116 989 88.6  

三重 1,777 1,284 72.3    横須賀市 612 404 66.0  

滋賀 1,790 1,243 69.4    藤沢市 923 642 69.6  

京都 1,865 1,307 70.1    新潟市 1,528 1,387 90.8  

大阪 6,787 4,878 71.9    富山市 462 411 89.0  

兵庫 4,363 3,837 87.9    金沢市 486 461 94.9  

奈良 1,079 1,056 97.9    長野市 454 311 68.5  

和歌山 532 509 95.7    岐阜市 401 408 101.7  

鳥取 852 812 95.3    静岡市 4,192 1,249 29.8  

島根 940 773 82.2    浜松市 1,104 972 88.0  

岡山 573 483 84.3    名古屋市 5,530 4,825 87.3  

広島 1,415 1,189 84.0    豊橋市 562 414 73.7  

山口 1,225 814 66.4    岡﨑市 608 401 66.0  

徳島 1,132 646 57.1    豊田市 609 362 59.4  

香川 777 593 76.3    四日市市 245 204 83.3  

愛媛 1,409 766 54.4    大津市 693 554 79.9  

高知 296 270 91.2    京都市 3,708 3,327 89.7  

福岡 1,455 1,442 99.1    大阪市 7,872 6,457 82.0  

佐賀 1,283 1,059 82.5    堺市 1,235 1,053 85.3  

長崎 639 539 84.4   豊中市 865 629 72.7  

熊本 485 435 89.7    高槻市 300 264 88.0  

大分 978 567 58.0    東大阪市 839 704 83.9  

宮崎 525 338 64.4    神戸市 2,737 2,250 82.2  

鹿児島 864 845 97.8    姫路市 1,143 1,127 98.6  

沖縄 2,872 2,726 94.9    尼崎市 969 748 77.2  

合計 96,660 75,964 75.7    西宮市 1,337 1,166 87.2  

      奈良市 642 565 88.0  

          和歌山市 677 564 83.3  

本表は、保健所の設置市、特別区を除いた   岡山市 1,175 1,050 89.4  

各都道府県の検査実績を示す。   倉敷市 475 441 92.8  

※ 把握検査実施施設数及び把握受検率は、都道府県等が把握して

いる検査を実施した施設数によるものであり、簡易専用水道検査機関

による検査実績の報告により都道府県等が把握している施設以外に検

査を受検している施設が存在する場合がある。 

  広島市 2,711 2,417 89.2  

  呉市 440 328 74.5  

  福山市 679 497 73.2  

  下関市 509 336 66.0  

  高松市 871 870 99.9  

 松山市 1,127 479 42.5  

 高知市 497 479 96.4  

 北九州市 2,671 1,980 74.1  

 福岡市 4,591 4,030 87.8  

 大牟田市 124 111 89.5  

  久留米市 366 184 50.3  

          長崎市 802 653 81.4  

          佐世保市 467 319 68.3  

          熊本市 1147 1065 92.9  

          大分市 820 751 91.6  

          宮崎市 522 465 89.1  

          鹿児島市 927 870 93.9  

          合計 96,789 77,094 79.7  
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（特別区）                                  （合計）                 
  検査対象 把握検査実施 把握受検率※     検査対象 把握検査実施 

把握受検率※ 
  施設数 施設数※ （％）     施設数 施設数※ 

千代田区 1,526 1,103 72.3    
都道府県 96,660 75,964 78.6  

中央区 1,725 987 57.2    

港区 1,437 1,306 90.9    
保健所 設置市 96,789 77,094 79.7  

新宿区 1,530 594 38.8    

文京区 455 408 89.7    
特別区 20,109 14,931 74.3  

台東区 530 461 87.0    

墨田区 534 305 57.1    合計 213,558 167,995 78.7  

江東区 1,082 927 85.7    平成 23 年度 211,717 168,026 79.4  

品川区 955 552 57.8            

目黒区 446 378 84.8    ※特別区内のビル管理法の適用のある簡易 

大田区 940 870 92.6      専用水道の一部（延べ面積 10,000m2 以上） 

世田谷区 1,050 964 91.8     については、東京都分として計上した。 

渋谷区 988 751 76.0    
 ※ 把握検査実施施設数及び把握受検率は、都道府県等が把握してい

る検査を実施した施設数によるものであり、簡易専用水道検査機関による

検査実績の報告により都道府県等が把握している施設以外に検査を受検

している施設が存在する場合がある。 

中野区 508 314 61.8    

杉並区 478 41 8.6    

豊島区 728 511 70.2    

北区 529 504 95.3    

荒川区 341 309 90.6            

板橋区 965 829 85.9            

練馬区 903 748 82.8            

足立区 951 835 87.8            

葛飾区 759 619 81.6       

江戸川区 749 621 82.9       

合計 20,109 14,937 74.3            
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※ 平成 20 年度までの検査対象施設数及び検査受検率については、都道府県等が把握している検査を実施した施

設数及び簡易専用水道検査機関から収集した検査実績をもとに厚生労働省で集計した。平成 21 年度以降の検

査対象施設数及び検査受検率については、都道府県等の取組を明確にするため、都道府県等が把握している

検査を実施した施設数を集計している。 

図１－１ 簡易専用水道の検査対象施設数、検査受検率経年変化 
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（２）小規模貯水槽水道 

小規模貯水槽水道については、都道府県等において条例、要綱等による受検指導等が実施

されている。実施された検査の状況について、都道府県等より報告のあったものを表２－１、

２－２に示す。また、小規模貯水槽水道に係る条例、要綱等の制定状況は表２－３のとおり

である。 

表２－１ 小規模貯水槽水道の設置状況及び検査実施状況 

  平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 

検査対象施設数 907,843 912,984 882,909 873,088 873,345 

検査実施施設数 23,463 27,280 28,541 25,929 27,710 

  受検率 2.6% 3.0% 3.2% 3.0% 3.2% 

 
表２－２ 小規模貯水槽水道の検査における不適合内容の推移 

  平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 

検査指摘施設数 7,298 9,436 9,158 8,409 8,127 

  検査指摘率 31.1% 34.6% 32.1% 32.4% 29.3% 

    水槽の周囲の状態 11.1% 14.1% 9.7% 10.9% 9.8% 

施   受水槽本体の状態 10.9% 10.6% 10.5% 11.1% 10.0% 

  受 受水槽上部の状態 4.8% 5.1% 5.2% 5.0% 4.4% 

設   受水槽内部の状態 12.4% 16.4% 18.2% 21.6% 20.2% 

  水 マンホールの状態 21.7% 22.4% 22.0% 25.9% 22.2% 

の   ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 12.8% 13.0% 12.8% 14.7% 13.9% 

  槽 通気管の状態 12.6% 10.5% 10.8% 11.1% 10.0% 

外   水抜き管の状態 10.7% 10.9% 10.3% 10.8% 10.3% 

    高置水槽本体の状態 7.0% 5.8% 5.3% 6.6% 6.7% 

観 高 高置水槽上部の状態 1.8% 1.7% 1.3% 1.6% 1.2% 

  置 高置水槽内部の状態 9.6% 10.0% 10.6% 9.4% 7.6% 

検 水 マンホールの状態 19.6% 17.0% 16.2% 15.6% 13.8% 

  槽 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 8.8% 8.6% 7.7% 7.2% 5.5% 

査   通気管の状態 13.9% 11.1% 10.6% 10.7% 10.6% 

    水抜き管の状態 4.0% 2.8% 2.4% 3.1% 2.6% 

  他 給水管等の状態 1.7% 1.2% 1.2% 1.0% 1.1% 

水
質
検
査 

臭気 0.03% 0.06% 0.04% 0.05% 0.15% 

味 0.01% 0.03% 0.02% 0.06% 0.03% 

色 0.07% 0.1% 0.07% 0.06% 0.02% 

色度 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 

濁度(濁りを含む) 0.2% 0.13% 0.2% 0.1% 0.1% 

残留塩素 1.4% 2.0% 2.7% 3.4% 3.3% 

書類の整備保存の状況 37.0% 37.8% 35.1% 36.8% 43.5% 

注） 
・上表の検査指摘施設数は、検査機関から上記 23 項目についての指摘を受けた施設である。 
・検査項目別の指摘率は検査指摘施設数に対する割合（複数回答あり）

103



表２－３ 小規模貯水槽水道に係る条例・要綱等制定状況   （平成 25 年 4 月現在） 
都道府県 種類 施行日 対象施設 保健所設置市 種類 施行日 対象施設

北 海 道 要領 H1.5.1 全施設 札 幌 市 要綱 H7.10.1 全施設

青 森 県 要領 S62.8.21 5ｍ3超 小 樽 市 要領 H1.1.20 全施設

岩 手 県 要領 H15.3.31 全施設 函 館 市 要綱 H1.5.1 全施設

宮 城 県 条例 S50.7.1 5ｍ3超 旭 川 市 要領 H18.4.1 全施設

秋 田 県 要領 S62.4.1 全施設 青 森 市 要領 H19.10.1 5ｍ3超

山 形 県 要領 H3.11.20 全施設 盛 岡 市 条例 H15.4.1 全施設

条例 全施設 その他 H15.4.1 全施設

福 島 県 条例 S54.10.1 5ｍ3超 仙 台 市 要綱 H12.4.1 5ｍ3以下

要領 H1.10.1 全施設 条例 S50.7.1 5ｍ3超

茨 城 県 条例 S56.4.1 5ｍ3超 秋 田 市 要領 H10.4.1 全施設

栃 木 県 要領 H1.6.5 全施設 郡 山 市 条例 H9.4.1 5ｍ3超

群 馬 県 要領 H23.4.1 全施設 い わ き 市 条例 H11.4.1 5ｍ3超

埼 玉 県 条例 S44.10.17 全施設

千 葉 県 条例 S55.5.1 50人以上 宇 都 宮 市 要綱 H20.5.20 全施設

東 京 都 条例 H15.4.1 全施設(専ら一戸の住宅 前 橋 市 要領 H24.10.29 全施設

に供給するもの等を除く) 高 崎 市 条例 S36.4.1 全施設

神 奈 川 県 条例 H7.7.1 全施設(専ら一戸の住宅 さ い た ま 市 条例 H13.5.1 全施設

に供給するもの等を除く) 要領 H21.5.1 全施設

新 潟 県 要綱 H25.4.1 全施設 川 越 市 条例 H15.4.1 全施設

富 山 県 条例 H15.4.1 全施設 その他 H16.3.31 全施設

石 川 県 要領 H21.4.1 全施設 千 葉 市 要領 H12.6.1 全施設

その他 H21.4.1 全施設 船 橋 市 条例 H15.4.1 50人以上

福 井 県 要領 S63.4.1 全施設 柏 市 条例 H20.4.1 50人以上

山 梨 県 要領 H18.4.1 全施設 八 王 子 市 条例 H19.3.28 全施設

長 野 県 要綱 S61.8.29 全施設 町 田 市 条例 H23.4.1 全施設(専ら一戸の住宅

岐 阜 県 に供給するものを除く)

静 岡 県 （要綱） 要綱等あり 横 浜 市 条例 H3.12.25 全施設(専ら一戸の住宅

愛 知 県 要領 S62.4.1 全施設 に供給するものを除く)

要領 H3.4.1 全施設 要綱 H18.12.22 　〃

三 重 県 条例 S41.7.5 50人以上 川 崎 市 条例 H7.10.1 全施設(専ら一戸の住宅

滋 賀 県 要領 H17.4.1 全施設 に供給するものを除く)

京 都 府 要領 H7.7.26 全施設 要綱 S63.12.8 　〃

大 阪 府 要領 H3.6.1 全施設 横 須 賀 市 条例 H8.3.27 全施設

兵 庫 県 要領 H24.4.1 全施設 藤 沢 市 条例 H18.4.1 全施設

奈 良 県 相 模 原 市 条例 H12.4.1 全施設(専ら一戸の住宅

和 歌 山 県 要領 H19.7.20 全施設 に供給するもの等を除く)

条例 全施設 要綱 H19.4.1 全施設

鳥 取 県 その他 H15.3.25 全施設 新 潟 市 要綱 H15.4.1 全施設

条例 H17.3.31 全施設 富 山 市 条例 H17.4.1 全施設

条例 H10.12.16 全施設 金 沢 市 要領 H16.4.1 全施設

条例 S45.7.1 全施設 条例 H15.4.1 全施設

島 根 県 長 野 市 要綱 H11.4.1 全施設

岡 山 県 要領 H15.4.1 全施設 岐 阜 市 要綱 H6.3.9 全施設

広 島 県 要領 H24.4.1 全施設 静 岡 市 要綱 H15.4.1 全施設

山 口 県 条例 全施設 浜 松 市 要領 H15.4.1 全施設

要綱 全施設 名 古 屋 市 要綱 S52.1.1 全施設

要領 H21.4.1 全施設 豊 橋 市 要領 H24.4.1 全施設

徳 島 県 要領 S63.4.1 全施設 豊 田 市 条例 H15.4.1 全施設

香 川 県 要領 S63.7.16 全施設 その他 H16.2.12 全施設

愛 媛 県 条例 全施設 岡 崎 市 要領 H18.9.4 全施設

その他 全施設 四 日 市 市 要領 H16.4.1 全施設

高 知 県 要領 H24.7.12 全施設 大 津 市 条例 H14.12.20 全施設

福 岡 県 要領 S63.4.1 全施設 要綱 H21.4.1 全施設

佐 賀 県 京 都 市 要領 H2.10.29 全施設

長 崎 県 条例 H15.4.1 全施設 大 阪 市 要綱 S60.4.1 全施設

熊 本 県 堺 市 要綱 H6.4.1 全施設

大 分 県 要綱 S60.4.1 全施設 豊 中 市 要領 H24.4.1 全施設

宮 崎 県 要領 H19.4.1 全施設 東 大 阪 市 要領 H3.6.1 全施設

鹿 児 島 県 要領 H18.4.1 全施設 条例 S42.2.1 全施設

沖 縄 県 要領 S60.6.27 全施設 高 槻 市 要領 H15.4.1 全施設  
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保健所設置市 種類 施行日 対象施設 特　別　区 種類 施行日 対象施設

神 戸 市 要綱 H19.4.1 全施設 千 代 田 区 要綱 S59.6.1 全施設

尼 崎 市 要綱 S60.10.15 全施設 中 央 区 要綱 S59.7.1 全施設

西 宮 市 要綱 H14.11.22 全施設 港 区 要綱 H6.4.1 全施設

姫 路 市 要綱 H15.4.1 全施設 新 宿 区 要綱 S59.4.1 全施設

奈 良 市 条例 H15.4.1 全施設 文 京 区 要綱 S59.3.31 全施設

和 歌 山 市 台 東 区 要綱 S59.6.1 全施設

岡 山 市 要領 H15.4.1 全施設 墨 田 区 要綱 S60.4.1 全施設

倉 敷 市 要領 H13.11.29 全施設 江 東 区 要綱 S60.5.24 全施設

広 島 市 要領 H22.3.19 全施設 品 川 区 要綱 H1.4.1 全施設

呉 市 要綱 S62.4.1 全施設 要領 H1.4.1 全施設

福 山 市 要領 H10.4.1 全施設 目 黒 区 要綱 S59.5.1 全施設

下 関 市 条例 H17.2.13 全施設 要綱 H8.7.1 延べ面積500ｍ2以上

高 松 市 要綱 H11.12.1 全施設 要領 S59.5.1 全施設

条例 H24.12.24 全施設 大 田 区 要綱 S52.4.1 全施設

松 山 市 要領 H17.4.1 全施設 世 田 谷 区 要綱 H10.2.1 全施設

高 知 市 要綱 H16.7.1 全施設 渋 谷 区 要綱 H5.6.1 全施設

要綱 H10.4.1 全施設 要領 H5.6.1 全施設

福 岡 市 要領 S64.1.1 全施設 中 野 区 要綱 S61.10.30 全施設

久 留 米 市 要綱 H24.6.1 全施設 杉 並 区 要綱 S59.6.1 全施設

北 九 州 市 要領 H15.4.1 全施設 要領 S59.6.8 全施設

大 牟 田 市 要領 H11.4.1 全施設 豊 島 区 要綱 S59.4.1 全施設

条例 S35.4.1 全施設 北 区 要綱 S59.7.1 全施設

長 崎 市 要綱 H15.4.1 全施設 荒 川 区 要綱 S60.5.1 全施設

佐 世 保 市 要領 要領 S60.5.1 全施設

熊 本 市 要綱 H23.5.12 全施設 板 橋 区 要綱 S55.9.30 全施設

大 分 市 要綱 H15.4.1 全施設 練 馬 区 要綱 S55.9.1 全施設

宮 崎 市 要領 H17.4.1 全施設 足 立 区 要綱 S59.5.1 全施設

鹿 児 島 市 条例 全施設 要領 H10.11.4 全施設

葛 飾 区 要綱 S59.9.1 全施設

江 戸 川 区 要綱 S52.5.23 全施設  
 

 
図２－１ 小規模貯水槽に係る条例・要綱等の制定状況 
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○ その他貯水槽水道の管理に係る集計結果 

貯水槽水道全体の規模別施設数、受検施設数、不適合施設数などの全国計は表２－４の

とおりである。また、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の検査において指摘された不適合

の区分別割合を図２－１、２－２に示す。 

 

表２－４ 貯水槽水道衛生管理状況一覧表（平成 24 年度全国計） 

        

施設数 
検査実施 

施設数 
受検率 

検査指摘 

施設数 

検査 

指摘率 

未改善 

施設数 

是正 

未確認 

施設数         

小規模

貯水槽

水道 

全体計※ 873,345  27,710 3.2% 8,127 29.3% 1,068 2,438 

  5m3<V≦10m3 147,862  13,850 9.4% 4,098 29.6% 521 1,327 

  0m3<V≦5m3 606,859  7,749 1.3% 2,975 38.4% 465 898 

簡易専

用水道 

全体計※ 213,558  167,995 78.7% 43,964  26.2% 4,648 13,473 

  100m3<V 7,593  5,603 73.8% 989 17.7% 173 371 

  80m3<V≦100m3 5,023  3,810 75.9% 784 20.6% 133 277 

  60m3<V≦80m3 7,633  5,936 77.8% 1,294 21.8% 197 438 

  40m3<V≦60m3 19,042  14,836 77.9% 3,496 23.6% 453 1,147 

  20m3<V≦40m3 62,215  49,303 79.2% 12,992  26.4% 1,503 4,120 

  10m3<V≦20m3 90,892  64,235 70.7% 19,705  30.7% 2,189 6,400 

注） 
   ※「全体計」には容量を把握していない施設数も含まれるため、容量毎の施設数の合計と全体計は

一致しない。 
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図２－２ 簡易専用水道の不適合項目区分別割合(平成 24 年度) 
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図２－３ 小規模貯水槽水道の不適合項目区分別割合(平成 24 年度) 
 
注） 
・ 図２－１は表１－２、図２－２は表２－２に示す指摘件数を区分別に集計し、

その総計に対する百分率である。 
・ その他とは、地方公共団体の機関及び登録検査機関が独自に規定した検査項目

である。 

107



（３）飲用井戸等に係る衛生管理状況 

各水質基準項目の水質検査状況並びに水質基準超過井戸の対応状況は、表３－１から３－６、

図３－１から３－２のとおりである。また、条例等による規制別飲用井戸水質検査実施状況は

表３－７、都道府県等が実施した設置者への啓発・指導等の実施状況は表３－８、飲用井戸等

に係る条例、要綱等の制定状況は表３－９のとおりである。 

 
① 一般項目水質検査状況 

表３－１ 一般項目※１に係る水質検査状況（平成 20～24 年度） 

検査井戸数
※２ 46,469 38,990 40,265 41,825 34,997

10,378 (22.3%) 8,278 (21.2%) 6,614 (16.4%) 7,018 (16.8%) 7,437 (21.3%)

一般細菌 5,851 (12.6%) 4,865 (12.5%) 5,006 (12.4%) 5,135 (12.3%) 4,529 (12.9%)

大腸菌（群） 3,123 (6.7%) 2,515 (6.5%) 2,573 (6.4%) 2,105 (5.0%) 1,878 (5.4%)

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

1,616 (3.5%) 1,458 (3.7%) 1,493 (3.7%) 1,723 (4.1%) 1,300 (3.7%)

その他項目※１ 5,999 (12.9%) 5,540 (14.2%) 5,397 (13.4%) 4,488 (10.7%) 3,779 (10.8%)

平成20年度

基準超過井戸数（超過率
※３

）

平成22年度平成21年度 平成24年度平成23年度

 
 

表３－２ 一般項目の水質基準超過井戸の対応状況（平成 19～24 年度） 

水道加入 煮沸 消毒 その他 計 飲用中止 煮沸 消毒 その他 計

 平成19年度 221 1,104 751 188 2,264 1,091 233 270 103 1,697

 平成20年度 187 346 172 298 1,003 742 192 45 60 1,039

 平成21年度 154 446 100 316 1,016 557 135 24 70 786

 平成22年度 156 283 67 317 823 489 114 34 69 706

 平成23年度 84 649 57 183 973 855 285 35 120 1,295

 平成24年度 89 448 50 428 1,015 688 132 13 52 885

年  度

対　　　応　　　状　　　況※４

専　　用　　井　　戸
※５

併　　用　　井　　戸
※５

 
注）  

※１： 一般項目とは、水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）に規定する水道水質基準項

目のうち、一般細菌、大腸菌(群)、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、その他項目（塩化物イオン、有機物

等、ｐＨ値、味、臭気、色度及び濁度）をいう。 
※２： 検査井戸数とは、原則として一般項目のうち一項目以上を検査した井戸の総数であるが、自治体によっては

一部延べ数として重複計上されている場合がある。また、検査実施項目は個々の井戸によって異なるため、必

ずしも全ての項目を検査していない。 
※３： 超過率とは、項目毎の検査井戸数に対する基準超過井戸数の割合。同一年度内に複数回の検査が行われ

た井戸の場合、一度でも水質基準を超過すれば、超過井戸として計上している。 
※４： 基準超過井戸に対して都道府県等の対応状況（飲用指導など）が確認された井戸の数を計上している。 
※５： 専用井戸とは、汚染の判明した時点で当該井戸が飲料水を得る唯一の手段であったものをいい、併用井戸と

は、その時点で水道がひかれている等、当該井戸の他に飲料水を得る手段を有しているものをいう。 
  ・ 各年度の井戸数は、当該年度において調査された数であり、同一の井戸についての結果が複数年度の数に

計上されている場合もある。 
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② トリクロロエチレン等項目の水質検査状況 
 

表３－３ トリクロロエチレン等※１の水質基準超過状況（平成 20～24 年度） 

平成20年度 平成21年度

4,697 5,564 5,305 5,235 4,878

167 (3.6%) 188 (3.7%) 180 (3.4%) 122 (2.3%) 163 (3.3%)

四塩化炭素 4 (0.1%) 1 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (0.1%)

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ※１ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%) 0 (0.0%)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 7 (0.1%) - (-) - (-) - (-) - (-)

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 16 (0.3%) - (-) - (-) - (-) - (-)

ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ - (-) 22 (0.4%) 17 (0.3%) 11 (0.2%) 14 (0.3%)

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0 (-) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%)

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 109 (2.3%) 99 (1.8%) 94 (1.8%) 83 (1.6%) 93 (1.9%)

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 41 (0.9%) 32 (0.6%) 49 (0.9%) 42 (0.8%) 86 (1.8%)

ベンゼン 1 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ※１ - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ※１ - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

その他有機溶剤等※１ - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

平成24年度

検査井戸数※２

基準超過井戸数（超過率※３）

平成22年度 平成23年度

 
 

 
表３－４ トリクロロエチレン等の水質基準超過井戸の対応状況（平成 19～24 年度） 

水道加入 煮沸 その他 計 飲用中止 煮沸 その他 計

51

101

106

72

55

46

150

147

173

118

10

78

43

90

101

59

42

34

9 4

10 3

5 7

6 2

5 6

2 3

2

38

36

38

6

32

21

7

13

12

3

44

 平成22年度

 平成23年度

 平成24年度

127

102

124

68

1

2

対　　　応　　　状　　　況
※４

専　　用　　井　　戸
※５

併　　用　　井　　戸
※５

 平成19年度

 平成20年度

 平成21年度

 
注） 

※１： トリクロロエチレン等とは、水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）に規定する

水道水質基準項目等のうち、四塩化炭素をはじめとする有機溶剤系物質項目である。1,4-ジオキサン

については平成 19 年度から集計している。 
※２： 検査井戸数とは、原則としてトリクロロエチレン等のうち一項目以上を検査した井戸の総数であるが、自治体

によっては一部延べ数として重複計上されている場合がある。また、検査実施項目は個々の井戸によって異

なるため、必ずしも全ての項目を検査していない。 
※３： 超過率とは、項目毎の検査井戸数に対する基準超過井戸数の割合。同一年度内に複数回の検査が行われ

た井戸の場合、一度でも水質基準を超過すれば、超過井戸として計上している。 
※４： 基準超過井戸に対して都道府県等の対応状況（飲用指導など）が確認された井戸の数を計上している。 
※５： 専用井戸とは、汚染の判明した時点で当該井戸が飲料水を得る唯一の手段であったものをいい、併用井戸

とは、その時点で水道がひかれている等、当該井戸の他に飲料水を得る手段を有しているものをいう。 
・ 各年度の井戸数は、当該年度において調査された数であり、同一の井戸についての結果が複数年度の数

に計上されている場合もある。 
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③ その他水質基準項目水質検査状況 
 

表３－５ その他項目※１の水質基準超過状況（平成 20～24 年度） 

19,439 19,371 18,641 19,488 17,962

1,852 (9.5%) 1,414 (7.3%) 1,406 (7.5%) 1,323 (6.8%) 1,498 (8.3%)

ヒ素 187 (1.0%) 172 (0.9%) 252 (1.4%) 265 (1.4%) 183 (1.0%)

フッ素 402 (2.1%) 320 (2.1%) 399 (2.1%) 324 (1.7%) 295 (1.6%)

水銀 4 (0.0%) 3 (0.0%) 14 (0.1%) 16 (0.1%) 7 (0.0%)

六価クロム 5 (0.0%) 12 (0.1%) 8 (0.0%) 6 (0.0%) 2 (0.0%)

その他水質基準項目※４ 1,847 (9.5%) 1,444 (7.5%) 1,701 (9.1%) 1,566 (8.0%) 1,351 (7.5%)

平成22年度 平成23年度

基準超過井戸数（超過率※３）

検査井戸数
※２

平成24年度平成21年度平成20年度

 
 

表３－６ その他項目の水質基準超過井戸の対応状況（平成 19～24 年度） 

水道加入 その他
※７ 計 飲用中止 その他

※７ 計

 平成19年度 151 66 217 234 73 307

 平成20年度 140 197 337 90 24 114

 平成21年度 129 89 218 92 18 110

 平成22年度 97 200 297 140 9 149

 平成23年度 13 222 235 129 145 274

 平成24年度 11 253 264 92 6 98

対　　　応　　　状　　　況
※５

専　　用　　井　　戸
※６

併　　用　　井　　戸
※６

 
注） 

※１： その他項目とは、水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）に規定する水道水質基準

項目の内、①一般項目、②トリクロロエチレン等で調査した項目以外のヒ素、フッ素等の項目である。 
※２： 検査井戸数とは、原則としてその他項目のうち一項目以上を検査した井戸の総数であるが、自治体によっては

一部延べ数として重複計上されている場合がある。また、検査実施項目は個々の井戸によって異なるため、必

ずしも全ての項目を検査していない。 
※３： 超過率とは、項目毎の検査井戸数に対する基準超過井戸数の割合。同一年度内に複数回の検査が行われ

た井戸の場合、一度でも水質基準を超過すれば、超過井戸として計上している。 
※４： その他水質基準項目とは、その他項目のうち、ヒ素、フッ素、水銀及び六価クロム以外の項目（鉄、マンガン、

硬度等）である。 
※５： 基準超過井戸に対して都道府県等の対応状況（飲用指導など）が確認された井戸の数を計上している。 
※６： 専用井戸とは、汚染の判明した時点で当該井戸が飲料水を得る唯一の手段であったものをいい、併用井戸と

は、その時点で水道がひかれている等、当該井戸の他に飲料水を得る手段を有しているものをいう。 
※７： その他とは、浄水設備設置、水源変更、煮沸、飲用制限等の措置を指す。 

・ 各年度の井戸数は、当該年度において調査された数であり、同一の井戸についての結果が複数年度の数に

計上されている場合もある。 
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④ 全体（基準値超過井戸状況、対策状況） 

21.25%

12.73%

5.29%
3.70%

5.15% 3.34%

0.17%

0.00% 0.00% 0.60% 0.05%
2.27% 2.09%

0.00%

8.34%

4.84%

7.66%

0.26%

0.07%

5.99%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

水
質

基
準

超
過

率
(%

)

水
質

検
査

実
施

井
戸

数
・
規

準
超

過
井

戸
数

検査実施井戸数

基準超過数

基準超過率

 
図３－１ 飲用井戸等における項目別水質検査状況（平成 24 年度） 

 

表３－７ 規制種別による飲用井戸等の水質検査実施状況（平成 24 年度） 

一般

項目

TCE等
項目

その他

項目

公営 （ 589 ） 405 166 223

その他 （ 5,197 ） 3,391 1,208 2,292

小計 （ 5,786 ） 3,796 1,374 2,515

255,965

（ 55,831 ）

30,079

（ 6,341 ）

131,329

（ 46,374 ）

417,373

（ 108,546 ）

151,528

（ 77,437 ）

7,580

（ 3,769 ）

39,371

（ 8,126 ）

198,479

（ 89,332 ）

621,638

（ 203,664 ）

規制

種別
区分 設置数

検査井戸数

条

例

対
象

施

設

要

綱

・

要
領

等

対

象

施
設

一般飲用井戸 11,558

その他の井戸 2,676

業務用飲用井戸 3,854

小計 18,088

92

7,133

2,065

1,369

130

一般飲用井戸

763 3,882

246 1,325

360 1,926

11,147 7,204

業務用飲用井戸

その他の井戸 2,403 98

600

1,447

4,998

小計 14,150 2,255 8,781

合計 36,034 18,429

規

制

対
象

外

施
設

 
注） 

一般飲用井戸とは、個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設。 

業務用飲用井戸とは、官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設。 

その他の井戸とは、一般用・業務用の区別ができない給水施設。 

設置数のうち括弧内は、台帳等により実数が把握できている井戸数を示す。 
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水道加入

（専用井戸）

1% 飲用中止

（併用井戸）

9%

その他対策

15%

未対策・不明

75%

一般項目基準超過井戸対策状況

基準超過件数 7437件

 

水道加入

（専用井戸）

1%

飲用中止

（併用井戸）

21%

その他対策

54%

未対策・不明

24%

トリクロロエチレン等基準超過井戸対策状況

基準超過件数 163件

 
水道加入

（専用井戸）

1%

飲用中止

（併用井戸）

6%

その他対策

17%

未対策・不明

76%

その他基準超過井戸対策状況

基準超過件数 1,498件

 

水道加入

（専用井戸）

1%

飲用中止

（併用井戸）

9%

その他対策

16%

未対策・不明

74%

水質基準超過井戸対策状況

基準超過件数 9,098件

 
 

 

図３－２ 基準超過飲用井戸の対策実施状況（平成 24 年度） 
注） その他対策とは、表３－２，４，６に示す専用井戸の水道加入及び併用井戸の飲用中止以外の対策であ

り、専用井戸と併用井戸を合計したもの。未対策・不明とは、基準超過井戸のうち、その後の対応がなさ

れていない又は把握されていないものを指す。 
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表３－８ 都道府県等が実施した設置者への啓発・指導等の実施状況（平成 24 年度） 
啓発・指導等を実施した都道府県等数 （啓発・指導等を実施した割合) 

 

各種対象

規制状況別都道府県等数

啓発・指導等の内容 公営 その他

一般

飲用
井戸

業務用

井戸

その他

の井戸

一般

飲用
井戸

業務用

井戸

その他

の井戸

19 27 33 24 23 24 14 8

(42.2%) (60.0%) (73.3%) (53.3%) (51.1%) (53.3%) (31.1%) (17.8%)

13 15 15 11 12 9 6 3

(28.9%) (33.3%) (33.3%) (24.4%) (26.7%) (20.0%) (13.3%) (6.7%)

21 28 20 15 8 4 2 1

(46.7%) (62.2%) (44.4%) (33.3%) (17.8%) (8.9%) (4.4%) (2.2%)

15 22 9 8 4 1 1 0

(33.3%) (48.9%) (20.0%) (17.8%) (8.9%) (2.2%) (2.2%) (0.0%)

8 13 21 15 13 6 4 2

(17.8%) (28.9%) (46.7%) (33.3%) (28.9%) (13.3%) (8.9%) (4.4%)

3 5 2 2 3 1 0 0

(6.7%) (11.1%) (4.4%) (4.4%) (6.7%) (2.2%) (0.0%) (0.0%)

検査項目・結果への助言

周辺汚染情報の提供

条例等による水質検査の指導

設置届出指導

PRパンフレット

研修会、講習会

条例対象 要綱・要領等対象 対象外・未制定

45 75 55

 
注）  

※ 対象外・未制定とは、条例・要領等を制定している都道府県等が対象外施設に対して行った啓発・指導

等と条例・要領等を制定していない都道府県等が行った啓発・指導等の合計。 
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表３－９ 飲用井戸に係る条例・要綱等制定状況（平成 25 年４月現在） 
都道府県 種類 施行日 対象施設 保健所設置市 種類 施行日 対象施設

北 海 道 要領 H1.5.1 全施設 札 幌 市 要綱 H7.10.1

青 森 県 条例 S47.12.23

小 樽 市 要領 H1.1.20 全施設

要領 S62.8.21 全施設 函 館 市 要領 H1.5.1 全施設

岩 手 県 条例 S33.7.10 1日の利用者が100人超 旭 川 市 要領 H18.4.1 全施設

要領 H15.3.31 全施設 青 森 市 要領 H19.10.1 全施設

宮 城 県 条例 S50.7.1 30人以上 盛 岡 市

秋 田 県 条例 S35.7.1 30人以上 仙 台 市 条例 S50.7.1 30人以上

要領 S62.4.1 要綱 H12.4.1 30人未満

山 形 県 条例 S44.4.1 50人以上 秋 田 市 条例 S35.3.30 30人以上

要領 H3.11.20 要領 H10.4.1 30人未満

福 島 県 条例 S54.10.1 50人超 郡 山 市 条例 H9.4.1 50人超

要領 H1.10.1 い わ き 市 条例 H11.4.1 50人超

茨 城 県 条例 S56.4.1 50人以上及び賃貸住宅 要領 H12.4.1 50人以下

栃 木 県 条例 S38.10.8 50人以上の施設、学校 宇 都 宮 市 条例 S38.10.8 50人以上

要領 H1.6.15 50人未満 要領 H14.12.1 50人未満

群 馬 県 条例 S33.11.1 30人以上 前 橋 市 条例 H21.4.1 30人以上

埼 玉 県 条例 S32.3.30 50人以上又は10世帯以上 高 崎 市 条例 H23.4.1 30人以上

千 葉 県 条例 S37.6.1 50人以上 さ い た ま 市 条例 S32.3.30 50人以上又は10世帯以上

東 京 都 条例 H15.4.1 川 越 市 条例 S32.3.30 50人以上又は10世帯以上

千 葉 市 条例 H14.4.1 50人以上

要綱 S62.10.1 全施設 船 橋 市 条例 H15.4.1 50人以上

神 奈 川 県 条例 H7.7.1 柏 市 条例 H20.4.1 50人以上

八 王 子 市 要綱 H19.4.1 全施設

要綱 H19.10.23 全施設 町 田 市 条例 H23.4.1

新 潟 県 条例 S33.3.31 30人以上

富 山 県 要領 H14.4.22 全施設 要綱 H23.4.1 全施設

石 川 県 要領 S63.4.1 全施設 横 浜 市 条例 H3.12.25

福 井 県 要領 S63.4.1 全施設

山 梨 県 要領 H14.12.4 全施設 その他 H16.10.28 専ら一戸の住宅

長 野 県 要領 H4.12.21 全施設(旅館等を除く) 川 崎 市 条例 H7.3.20

条例 H18.3.31 揚水機の吐出口の断面積が５ｃｍ２以上 要綱 S62.12.8 専ら一戸の住宅

岐 阜 県 要綱 H15.4.1 全施設 横 須 賀 市 要領 H23.4.1 全施設

静 岡 県 藤 沢 市 条例 H18.4.1

愛 知 県 要領 S62.4.1 全施設

三 重 県 条例 S41.7.5 50人以上 相 模 原 市 条例 H12.4.1

滋 賀 県 要領 H17.4.1 全施設

京 都 府 条例 S24.3.22 業務用井戸及び10世帯以上 新 潟 市 条例 H12.4.1

大 阪 府 条例 S33.10.13 富 山 市

金 沢 市 要領 H23.4.1 全施設

要領 S60.7.1 長 野 市 要綱 H11.4.1 20人以上

要綱 H16.4.1 全施設

兵 庫 県 条例 S39.4.1 50人以上等 岐 阜 市 要綱 H6.4.1 全施設

要領 H24.4.1 全施設 静 岡 市 要綱 H15.4.1 全施設

奈 良 県 浜 松 市 要領 H15.4.1 全施設

和 歌 山 県 要領 H19.7.20 全施設 名 古 屋 市 要綱 S52.1.1 受水タンクを有する建築物

鳥 取 県 要領 H3.7.24 全施設 豊 橋 市 要領 H24.4.1 全施設

島 根 県 豊 田 市 条例 H12.4.1 食品営業施設

岡 山 県 要領 H1.4.1 全施設 その他 H16.1.12 全施設

広 島 県 要領 H22.4.1 全施設 岡 崎 市 要領 H18.9.4 全施設

山 口 県 要領 H21.4.1 全施設 四 日 市 市 条例 S41.7.5 50人以上

徳 島 県 要領 S63.4.1 全施設 大 津 市 要綱 H21.4.1 全施設

香 川 県 要領 S63.7.16 全施設 京 都 市 要領 H2.10.29 全施設

愛 媛 県 要領 S62.7.1 全施設 大 阪 市

高 知 県 要領 H24.7.12 全施設 堺 市

福 岡 県 要領 S63.4.1 全施設 豊 中 市 要領 H24.4.1 全施設

佐 賀 県 条例 S35.11.1 50人以上 東 大 阪 市 要領 S63.4.1

長 崎 県

熊 本 県 高 槻 市 要領 H15.4.1

大 分 県 条例 S33.11.1 50人以上 神 戸 市 条例 S39.4.1 50人以上

要領 H16.4.1 全施設 尼 崎 市 要綱 H20.2.1 全施設

宮 崎 県 要領 S62.4.1 全施設 西 宮 市 条例 S39.4.1 50人以上

鹿 児 島 県 姫 路 市 条例 S39.4.1 50人以上

沖 縄 県 その他 H8.3.19 全施設

奈 良 市

和 歌 山 市

岡 山 市 要領 H6.4.1 全施設

倉 敷 市

特別区 種類 施行日 対象施設 広 島 市 要領 H21.5.22 全施設

新 宿 区 要綱 S62.11.18 全施設 呉 市

目 黒 区 要綱 S63.4.1 全施設 福 山 市 要領 H10.4.1 全施設

大 田 区 その他 H10.7.1 全施設 下 関 市

北 区 要綱 S63.6.1 全施設 高 松 市 要綱 H11.4.1 全施設

足 立 区 要綱 H17.4.1 全施設 松 山 市 条例 H12.4.1 50人以上

要領 H17.4.1 全施設

高 知 市 要綱 H10.4.1 全施設

福 岡 市 要領 S64.1.1 全施設

久 留 米 市

北 九 州 市 要領 S62.4.1 全施設

大 牟 田 市 要領 H11.4.1 全施設

長 崎 市 要綱 H15.4.1

佐 世 保 市

熊 本 市 要綱 H5.7.1 全施設

大 分 市 （条例） S33.11.1 50人以上

（要領） H16.4.1 全施設

宮 崎 市 要領 H17.4.1 全施設

鹿 児 島 市

50人以上または1日最大給水量

7.5m3以上のもの

50人未満かつ1日最大給水量7.5m3

未満のもの

全施設(専ら一戸の住宅に供給する

もの等を除く)一般需要で100人以下又は、一般需要

以外で30人以上100人以下

全施設(専ら一戸の住宅に供給する

もの等を除く)

全施設(専ら一戸の住宅に供給する

もの等を除く)

50人未満かつ1日最大給水量7.5m3

未満のもの

全施設(専ら一戸の住宅に供給する

もの等を除く)

全施設(専ら一戸の住宅に供給する

ものを除く)

全施設(専ら一戸の住宅に供給する

もの等を除く)

全施設(専ら一戸の住宅に供給する

もの等を除く)

 

特別区 23 区のうち、この他の 18 区は飲用井戸等の管理に関する要

綱等を策定していない。（  ）は、国の要領や県の条例・要領等を適

用しているもの。 
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